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平成２３年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２３年１０月１８日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第６号 平成２２年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第７号 平成２２年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開会宣告・開議宣告 

１ 正・副委員長選出 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔平成２３年第３回定例会付託〕 

    議案第６号 平成２２年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

    議案第７号 平成２２年度上富良野町企業会計決算認定の件 

  (2) 日程 

    ①書類審査〔第２会議室へ移動し２分科会による分担審査〕 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       一 色 美 秀 君            委 員       岡 本 康 裕 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君              副 町 長         田 浦 孝 道 君          

 教 育 長         北 川 雅 一 君              代表監査委員         米 田 末 範 君          

 議選監査委員         中 村 有 秀 君              会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君 

 総 務 課 長         田 中 利 幸 君              防災担当課長         伊 藤 芳 昭 君          

 産業振興課長         前 田   満 君              農業委員会事務局長         菊 池 哲 雄 君 

 保健福祉課長         坂 弥 雅 彦 君     健康づくり担当課長         岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長         北 川 和 宏 君              建設水道課長         北 向 一 博 君          

 技術審査担当課長         松 本 隆 二 君     教育振興課長         服 部 久 和 君          

 ラベンダーハイツ所長         大 場 富 蔵 君              町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         野 﨑 孝 信 君              主 査         深 山  悟 君          

 主 事         新 井 沙 季 君          
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（野﨑孝信君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長と町長からごあい

さつをいただきます。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから３日間、２２年度の決算について、皆

さんに御審議をいただくわけでありますけれども、

予算よりも過去のことに振り返ってやるわけであり

ますけれども、これはいろいろな意味がありまし

て、次年度へ向けてのいろいろな参考にするべきも

の、どれだけの成果が上がったのか、また、どうい

う形で取り組んだのかと。それが一体、住民にとっ

てどういう形で福祉の向上あるいは生活の安定に寄

与しているかということになろうかと思います。 

 それと、過去に議会の中でも発言がございました

が、決算の余剰金が出るわけでありますけれども、

トータルしますと非常に大きな数字になります。そ

ういう中で、やはり取り組むべきものを取り組むべ

きでなかったのかという意見も数度出されたことも

ございました。それとあわせて、途中でそういう見

直しをして、やはり事業の取り組みをするべきだと

いう意見もまた強く出されたこともございます。そ

ういう意味もありまして、特に理事者の努力によっ

て出た決算の数字ではありますけれども、本当にそ

れが十分なされた決算の余剰金であったのかどうか

ということも十分御検討いただければありがたいか

なと思います。 

 何はともあれ、２２年度、一時は１００億円から

の一般会計の予算でありましたが、もう今はそれが

半分近くの数字になって行政が執行されております

けれども、それだけに取り組む内容についてはシビ

アに、また、非常に行政効果のあるような取り組み

をされているかなと思いますけれども、そういう視

点からもまた、皆さん方の御検討をいただければあ

りがたいかなと思っております。 

 ３日間、長丁場になりますけれども、ひとつよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

○事務局長（野﨑孝信君） 続きまして、町長から

ごあいさつをお願いいたします。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 このたびは、平成２２年度の決算審査に当たりま

して、委員の皆さん方には大変御多忙のところ御参

集いただき、御審査いただきますことをまず心から

お礼を申し上げる次第でございます。 

 さきの第３回定例会におきまして決算の内容を上

程させていただきまして、さらには、監査委員さん

の意見書も添付させて上程させていただいていると

ころでございます。今さら申し上げるまでもござい

ませんが、予算の執行に当たりましては、最少の経

費をもって最大の効果を発揮するということを常に

基本として執行に当たらさせていただいているとこ

ろでございます。 

 そういう中にありましても、国の財政、あるいは

地方財政がともに大変窮屈な中で財政運営を一方で

は強いられていると。他方、少子高齢化社会を迎え

まして、行政サービスに求められるものも年々高

まっているという、そういう状況の中で行政執行を

させていただいているところでございます。 

 どうか平成２２年度の決算を十分御審議賜りまし

て、御認定いただきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 大変お忙しい中での審査をいただくわけでござい

ますが、御認定賜りますよう心からお願い申し上げ

まして、ごあいさつとさせていただきたい存じま

す。 

 よろしくどうぞお願いいたします。 

○事務局長（野﨑孝信君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２３年第３回定例会で議長及び議

会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別委

員会を構成しておりますので、正副委員長の選出に

ついては議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に今村辰義君と決しました。 

○事務局長（野﨑孝信君） それでは、長谷川委員

長は委員長席へ移動願います。 

（長谷川委員長、席へ移動） 

○事務局長（野﨑孝信君） それでは、長谷川委員

長からごあいさつをいただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

ただいま決算特別委員会の委員長に、先例によりま

して就任いたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

 本決算特別委員会は、議会における大変重要な責

務の一つと思っております。平成２２年度の予算が

どのように執行されたのか、また、住民の福祉にど

のように寄与されたのか、その点を十分審議してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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 また、理事者並びに説明員、そして各委員の皆様

の御協力を得まして円滑な委員会運営を努めたいと

思いますので、重ねてよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開会

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程について、事務局長から説明

をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２３年第３回定例会にお

いて付託されました議案第６号平成２２年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第７号平

成２２年度上富良野町企業会計決算認定の件の２件

であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月２０日までの３日間とし、本日は、これより

会場を第２会議室に移し、議席番号順に２分科会を

構成し、各分科会において分科長を選出し、担当会

計の書類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外

の書類審査を午後３時までとし、その後、全体審査

を午後５時１５分まで行います。 

 ２日目の１９日は、議事堂において、一般会計の

質疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の２０日は、議事堂において特別会計及び

企業会計決算の質疑を決算書により行います。その

後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審議

をして成案を決定、理事者に審査意見を提出し、理

事者の所信表明、討論、表決という順序で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番長谷川委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの６名

の委員、第２分科会は議会選出の７番中村監査委員

を除く議席番号８番から１２番までの５名の委員と

なります。 

 本委員会の説明員は、町長を初め議案審議に関係

する課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりといたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第６号

平成２２年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の

件及び議案第７号平成２２年度上富良野町企業会計

決算認定の件を議題とします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査とします。 

 なお、事前の資料要求がありましたので、協議の

上、本日配付をしたところでありますので、審査の

参考に願います。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があると思いますが、これについては、外

部に漏らすことのないように十分御注意願います。 

 また、審査に当たって所定の書類以外に必要な資

料等がございましたら、各分科会で協議し、別紙決

算特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の

上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査までとし、あ

す以降の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移しますので、そ

の間、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いいたします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長選出の報告を

求めます。第１分科会。 

（第１分科会から村上和子君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 第２分科会。 
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（第２分科会から岩崎治男君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで担当の書類審査を始めてく

ださい。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時５０分です。 

─────────────── 

午前１０時３２分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 担当の書類審査を終了し、午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

 これより、午後３時まで担当外の書類審査及び全

体書類審査を行います。 

 資料の要求については本日限りですので、分科長

に申し出てください。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１４時５０分です。 

─────────────── 

午後 ２時３８分 休憩 

午後 ２時５０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 以上で、全体での書類審査を終了いたします。 

 本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 明日は本委員会の２日

目で、開会は午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、御出席の際には、各会計歳入歳出決算書及

び各資料等を御持参願います。 

 以上です。 

午後 ４時００分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２３年１０月１８日 

 

 

   決算特別委員長    長 谷 川 徳 行 

 

 

 





― 7 ―

平成２３年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２３年１０月１９日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第６号 平成２２年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第７号 平成２２年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第６号 平成２２年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費）～６款（農林業費） 

     ⑤７款（商工費） 

     ⑥８款（土木費） 

     ⑦９款（教育費） 

     ⑧１０款（公債費）～１４款（災害復旧費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       一 色 美 秀 君            委 員       岡 本 康 裕 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────── 
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○議会事務局出席職員 

 局 長         野 﨑 孝 信 君              主 査         深 山  悟 君          
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより、決算特別委員会２日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、さきにお配りしまし

た日程で進めていただくようにお願い申し上げま

す。 

 これより、平成２２年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料とあわせて質疑を行います。 

 委員並びに説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願いいたします。 

 なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから２１款

町債の６１ページまで一括して質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２７ページ、地方交付税、

１０款のところですね。地方交付税は普通交付税と

特別交付税、２種類に区分されて交付されるわけで

すけれども、特別交付税のほうですね、２億７,１

６２万５,０００円、これは大雨の災害の復旧対策

費として交付されたかと思っているのですけれど

も、ことしは国の雇用対策と大雨の災害の復旧対策

として８.７％増となっているところでございます

けれども、この特別交付税は災害復旧に全部充てら

れたのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。どのように配分されているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員おっしゃるように、昨年度につきましては、

約１億５,０００万円ほどの災害復旧費の特財とし

て特別交付税を申請してございましたが、おおむね

この災害復旧費の１億５,０００万円程度は、災害

復旧費として特別交付税が交付されたものというふ

うに理解をしてございます。あと、それを財源とし

て、昨年、１億５,８００万円だったと記憶してご

ざいますが、災害復旧費の補正予算を議決いただき

まして、これらの財源を復旧費に充てたところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 災害復旧費は１億４,５１

４万円ぐらい充てられたかなと。だから、残りがど

ういうふうに配分になったのかなということを

ちょっとお尋ねしたいのですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

でございますが、災害復旧費を除く特別交付税につ

きましては、使途を限定しない、自由に市町村が使

えるものになりますので、それぞれの色分けは当然

してございませんが、残りの部分につきましては、

例年どおりの執行をさせていただいたということで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ４２ページの道補助金の中

の全国瞬時警報システムについて、８００万何がし

かの支出を行っているところでございますけれど

も、これについては、上富良野のシステムの伝達体

制について伺いたいことと、この８０１万１,５０

０円のうち、町のお金がどの程度なのか、それにつ

いてもあわせてお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 Ｊ－ＡＬＥＲＴにつきましては、総務省消防庁か

ら各市町村に、人工衛星を用いまして防災無線とを

連結しまして、有事の際に町民の皆様に瞬時に情報

を提供するということで、上富良野町においても整

備を行っておるところでございます。 

 整備の資金につきましては、１００％国のお金で

整備完了したということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） もう一度お伺いしますけれ

ども、この町の伝達体制について、消防とかありま

すけれども、役場がどの程度、伝達体制に参画をし

ているのか。防災のほうでやっているのか、それと

も消防とか、そういう緊急体制の中でやっているの

か、その辺を伺いたい。 
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○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 このシステムは、役場が日曜日であっても、無人

であっても、国のほうから、衛星放送を使いまし

て、役場に衛星放送のアンテナを設置しまして、そ

こから自動的に防災無線に接続して、時間を要する

ことなく町民に情報提供できるシステムでございま

す。 

 よろしいですか。以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ２７ページなのですが、交

通安全対策特別交付金というのがありますけれど

も、今、上富良野町では、輪禍事故が６００以上を

超えるという成績だそうです。一生懸命されている

のがわかりますけれども、どのような活動、新たな

活動とか、特に何かございましたら、教えていただ

きたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １番佐川委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 交通安全対策の活動、今後の予定という御質問だ

と思いますが、まず、交通安全対策の推進につきま

しては、生活安全推進協議会が中心となりまして、

町の交通安全対策のために取り組んでいるところで

ありまして、ふだんからの交通安全のほかに、こと

し９月に、実は６２５日無事故の日ということで町

民集会を計画しておりましたが、大雨の災害により

まして開催することができず、残念な結果となった

ところでございます。 

 それを受けまして、何もしないで終わるというこ

とは本意ではないということで、１２月１６日に、

実は７３０日、３６５日が２回続く、丸２年たつと

いうことで、また集会を計画しております。 

 また、ふだんから生活安全推進協議会の交通安全

部等が中心になって、いろいろ街頭啓発とか交通安

全キャンペーン等、他の団体の協力も得まして交通

安全の啓蒙推進を図っているところでありまして、

来年の９月には、また１０００日を達成するという

ことで、その目標のためにも１２月１６日の集会を

有意義なものにしていきたいなということで、計画

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ５３ページの２０款諸収入

にかかわるところの農林業貸付金のところで、しろ

がね土地改良区の償還事業円滑化資金貸付元金返還

金６５９万６,７２５円とありますが、この中身に

ついて、件数等をちょっと教えていただきたいので

すけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 しろがねの償還金の貸付金でございますけれど

も、対象者は８名であります。当然、償還が始まり

ました１５年度から２１年度までの貸付金というこ

とで御理解いただきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ４９ページ、寄附金のとこ

ろなのですが、ふるさと納税もこれは含まれてきて

いるのだなというふうに思っているのですけれど

も、２０年度の決算の意見書にも、ふるさと納税に

ついて活発化し、ふるさと納税制度の活用促進を図

られたいと、そういう意見を出したと思うのですけ

れども、今回、件数と金額、それと増減がありまし

たら、その辺を教えていただきたいなというふうに

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員のふるさ

と納税にかかわります御質問にお答えを申し上げま

す。 

 平成２２年度のふるさと納税でございますが、２

８件、１,６３２万４,３１０円となってございま

す。ちなみに、一昨年の２１年度につきましては、

３３件、１,４６７万円になっているところであり

ます。件数につきましては、２１年度比、若干減額

となりましたが、金額につきましては、１８０万円

程度増額となったところであります。 

 振興公社からの寄附金がその多くでございます

が、それ以外の部分につきましては、上富良野町を

ぜひ応援したいというような意思を持って寄附をし

ていただいたところであります。 

 ２０年度の意見書で、そのふるさと納税の活用に

ついて御意見をいただいてございまして、私どもも

ぜひ多くの方に知っていただきたいということで、

さまざまな取り組みをさせていただきました。具体

的には、札幌上富良野会、あるいは東京上富良野会

等でパンフレットを持ちながら宣伝をする一方、あ

と上川の総合振興局、あるいは東京の北海道事務

所、ここにもパンフレットを置きながら、また、

ホームページ等でも宣伝をさせていただいていると

ころであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 毎年毎年新たな人がふるさ

と納税に参加していただいたり、また、今回は見合

わせるとか、そういうことも考えられると思いま
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す。やはり継続していただくためにも、新たな動き

を来年度からまた少し考えていただいて、他町村で

はすごく活動がふえて、ふるさと納税の金額がすご

くふえているという町村も見られますので、ぜひ参

考にして、気持ちに対して何かを、地元の産物を送

るとか、そういうものは何かというようなお答えを

前にいただいていたこともあったと思いますけれど

も、それも含めて、やはり継続していただくために

は何が必要なのかということを考えて前に進んでい

ただけるような、そういう考えで進めていっていた

だけたらいいなというふうに思いますけれども、そ

の辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員の御質問

にお答えをいたします。 

 委員おっしゃるように、ふるさと納税の制度を十

分活用するような考えから、今後も不断の努力をし

ていきたいなと。特に、町民の方といいますか、例

えば正月とかお盆には、町民の方のお宅にそれぞれ

遠くに行っておられる肉親の方が帰郷されることに

なると思いますので、町民の方にも十分これらの制

度を理解していただこうというような取り組みもし

ていきたいなというふうに思ってございます。 

 ただ、委員から御意見のありました、産物を送っ

てはどうかという方法のことでございますが、これ

らを取り組んでいる市町村も確かにあります。た

だ、私ども制度をスタートした時点では、このふる

さと納税自体は、幼少期に田舎に暮らしていて、そ

こで行政経費を一定程度使った方が、都会に出て

行って、納税する段階では都会に納税をするという

仕組みを、地方と都市との納税のあり方を検討する

という制度でございましたので、制度スタート時点

では、これらの、例えば１万円をもらった分を５,

０００円の品物で返すというような趣旨ではないと

いうようなことで断念をした経過にありますが、委

員御指摘のありましたように、他町村の事例等も十

分研究いたしまして、今後これらの仕組みが可能な

のかどうなのかも含めて検討をしてまいりたいとい

うふうに思ってございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２３ページの町民税にかか

わるところでございますが、滞納分の調定額に対し

まして収入済みが４１７万円と若干数字が小さく

なって、昨日も中身を見せていただきますと、分納

をしながら滞納分を払っていらっしゃる方も多々い

らっしゃるのですが、まず、その他の部分の方の件

数のことが一つと、それと現年の課税分の未済額が

今年度の滞納分の収入済み額よりも多いということ

で、次年度以降にまた滞納分がふえていくことが予

測されますが、このことについてどのように対応さ

れていくのかをお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の町

民税の滞納繰越分の件についての御質問にお答えし

たいと思います。 

 まず、滞納繰越の未済額の件数でございますが、

まず２１年度以前、いわゆる滞繰の部分につきまし

ては１３０人、平成２２年度の未済額につきまして

は９９名、延べで２２９名となっております。 

 それで未済額がふえてきているのではないかとい

う件でございますが、昨年の調定額の滞納繰越分で

１,４４８万４,５６９円となっているところでござ

いまして、今回は現年課税分の４４５万４,２０３

円と滞納繰越分の９８８万６,０２３円の、トータ

ルしまして１,４３４万２２６円が次年度の調定額

となるところでありまして、若干でありますが、微

減しているところであります。 

 ただ、町民税につきましては、平成２０年から国

の三位一体改革がございまして、国から地方へとい

うことで所得税が半分になった分、住民税が倍に

なったということで、同じ徴収率であった場合、ど

うしても未済額が増額することになります。したが

いまして、数パーセントでも徴収率を上げないと未

済額がふえるということで、日々、納税に対して住

民の皆様にお願いをして、納税いただいているとい

うところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 成果報告の中にも、プロ

ジェクトチームを組んで、滞納されている方には誠

意を持って徴収に行っているということの報告もあ

ります。 

 お聞きします。現在、過年度分と２２年度分の合

わせまして２２９名の中で、いわゆる分納誓約書

等々を書かれてきちっと誠意を持って返される方

と、全く相手にならないというか、お話をする機会

を与えていただけない方等の件数というのはどのよ

うになっているか、教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 滞納繰越分につきましての対応でございますが、

分納等により納入していただいている方、誓約書を

書いていただいている方、また、誓約書はないです

けれども、数回で終わるということで誓約書のない

方もいらっしゃいます。また、今、委員おっしゃい

ましたとおり、何ら連絡もないまま放置される方も
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いらっしゃいます。その場合、分納している方につ

いては、誓約をしていただいている方については、

その履行が途絶えたときには連絡をするようにして

おりますが、何も連絡ないものにつきましては、

今、一斉にまず納入催告をいたします。納入催告を

した時点で、１０日後ぐらいまでに納めるか、また

は連絡をいただくようにということで皆さんにお願

いをしているところで、その中でも、同時に、その

人方の財産調査も並行して進めているところです。 

 期日を指定した時点で何も連絡ない場合、最終催

告を再度出しまして、入ってこない場合は、財産が

ある場合は滞納処分をするというような事務手続を

しております。 

 ただ、今言いましたように、納税誓約を何件誓約

して、何件分納しているのかということについて

は、ちょっと詳細を一覧に取りまとめておりません

ので、その部分については御承知をしていただきた

いなと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 同じ町税の話ですけれど

も、入湯税について。 

 ２１年度から４５万９,０００円、４６万円弱

減っていますよね。その減った理由はどのようにと

らえているのか。この減ったところから、今後どの

ような対策を講じようとしているのかというところ

についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

入湯税に関する御質問でございます。 

 委員おっしゃいますとおり、２１年度から２２年

度にかけましては、約５.１％の入湯税の減額と

なっているところでございますが、これにつきまし

ては、宿泊客はほぼ横ばいでございますが、日帰

り、それから療養、連泊の人たちがやはり若干減っ

てきているところがありまして、これも今の景気低

迷であるとか、去年の場合であればリーマンショッ

クの関係で、観光にも影響が出ているのと同じよう

に、町外からうちの温泉施設のほうに来る方の人数

も減ってきているということもありまして、やはり

減少になっているのかなと推察はしているところで

ございます。 

 ただ、税側としては、ふえる方策というものの考

えを持ち合わせていないところですけれども、旅館

組合等では皆さん協力して、冬場の入湯の割り引き

であるとか、町におきましては、帰りのバスの運賃

を無料化するかなどで、入浴客の増加を図るような

手だてを進めているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 非常に苦しいところだろ

うというふうに思っています。 

 まずお聞きしたいのは、白銀荘ですね。白銀荘

は、幾つかある温泉の中でどうだったのか。２２年

度の年度途中だったですけれども、ヒートポンプを

直したり、電球なんかもＬＥＤ化されていますよ

ね。費用対効果とかそういったものを考えると、今

後、そんなにどんどん減っていくのだったら、投入

しても仕方ないのかなという感じもしないわけでも

ないですね。ほかのところはちゃんと自前でやって

いるわけですから。だから、特に白銀荘のほうはふ

えたのか減ったのか。減ったとしたら、どういう対

策を講じるのか、考えているのであれば教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 今、白銀荘の入館者等のデータを持ち合わせして

ございませんので。 

 ただ、今の我々の感覚の中では、そんなに極端に

激減したとか、あるいは、ヒートポンプをつけたか

ら激減したとか、そういうような事態は基本的には

至っておりません。そうした中で、データとして

は、後ほどまた具体的な数字を述べさせていただき

たいと思いますが。 

 ただ、白銀荘におきましても、先ほど町民生活課

長が言いましたように、当然、昨年のリーマン

ショック等々の景気の低迷等で、入館者数について

は微量ではございますけれども、少しずつ減ってき

ている状況にはあるということも踏まえながら、誘

致についてのキャンペーンですとか、いろいろな行

事を行いながら、今、入館者の誘致に向けていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） データを持ち合わせてい

ないということですね。 

 いろいろな対策があると思うのですが、私も何回

か行ってきたのですけれども、入浴マナーだとか、

交通マナーとかいろいろありますよね、マナー関係

は。だから、入浴に関しては、そういったところは

お金がかからないわけです、はっきり言ったら。町

でＰＲすればいいわけですから、そういったところ

をやっぱり行政としてもやっていく必要があるので

はないか、白銀荘から模範を見せていく必要がある

のではないかというふうに思っているのですけれど

も、町長どうですかね。マナーというものは大事に

したいと私は思っていて、なおかつ、これは行政が

ある程度指導できる分野ではないかと私は思ってい
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るのですけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 入浴時のマナー等については、以前も御意見を

ちょうだいしてございますので、できるだけ多くの

方が気持ちよく施設の御利用をいただけることにつ

いては、行政としても当然望むところでございます

し、個人経営の側の方々も多分そういうものを売り

にして業をなされているというふうに思います。 

 不特定多数の方が御利用いただきますので、中に

は少し目の余るような、そういうこともあるかと思

いますが、余り行政のほうからかくあるべきだとい

うことを、客商売を業としている方に余り大上段か

ら申し上げるのはいかがなものかと思いますが、い

ずれにしましても、十勝岳温泉のそういう一つの、

利用される方の評価にもつながりますので、より実

態を十分把握しながら、目に余る行為が散見される

とすれば、それぞれがそれぞれの立場で努力いただ

けるような、そういうことをもって十勝岳温泉全体

の魅力の維持向上に努めてまいりたいというふうに

考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私は、行政がある程度そ

ういうマナーの指導はしなければいけないというふ

うに思っています。十分もう何回も言っているので

すけれども、お客さん同士、入浴する人同士で、あ

なた悪いよなんて言えないのですよ。とてもおっか

なくて言えないですね、はっきり言って。 

 だから、それらを言うというのは、ある程度上の

ほうから、こういったことはやめましょうというよ

うな、スローガンでも何でもいいですから、そう

いったものが必要と思います。 

 高圧的に、上から威圧的に言うのではなくて、私

はそういうことは言っていません。お願いでも何で

もいいのですよ。お客さん同士が言うのではなく

て、やはり行政あたりからマナーの指導、いわゆ

る、私は、案外これは飛躍的にふえる可能性がある

と思っていますよ。例えば、マナーが悪いからもう

行きたくないというような町民の方も結構おられる

と思うのですね。それがよくなれば、その人たちは

また温泉に行くように、復活するわけですよ。 

 だから、そういったところを、よくよく人と人と

の心のつながりというものを考えなければいけない

ですよ。そんな隣のお客さん、全然知らない人に言

えないですよ、本当に。あなたマナー悪いからね、

ちょっとよくしなさいなんて、利用者同士で言いな

さいなんて、答弁も大分前にありましたけれども、

あれも無理です、はっきり言ったら。 

 だから、私は先ほど言ったように、かつ模範とい

うのは白銀荘からやればいいです。ほかのところの

温泉に言えなければ、白銀荘からそれを広げていけ

ばいいと思っているのですけれども、いかがですか

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 再度の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、不特定多数が御利用いただ

く、ある意味では公衆の場でございますので、そう

いう非常に嫌な思いをすることが、例えばたばこで

あるとか、今の入浴の問題だとか、いろいろあるか

と思いますので、先ほど言いましたように、あそこ

も同業者で組織している団体がございますので、そ

ういう団体を通じまして、そういう標語を掲示すれ

ばいいのかどうか、実効が上がる方法が何なのか、

そういうことを十分意見交換をしながら、今申し上

げられるような、全体が風評で魅力が下がっていく

ような、来客者が少なくなるようなことのないよう

な方向で、十分意見として参考にさせていただきた

いというふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ４３ページになりますけれど

も、１点伺います。 

 道の補助金の中で、町有林の整備というのが載っ

てございますけれども、この町有林というのは、ど

ういう形の中で整備したことによって補助金が来て

いるのか。間伐なのか、それとも下草刈りなのか、

その点ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） 町有林の管理につ

いては、基本的には間伐、それと委員御指摘のとお

り間伐と下刈り、それぞれに対しての助成、補助と

いうことで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） この間伐材については、何年

生のものなのですか。それと、面積的にはどの程度

なのですか。それを教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） ８番谷委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 基本的には、それぞれ町有林がございますけれど

も、間伐が７.４４ヘクタール、それから下刈りに

ついては４.２ヘクタール。ちょっと済みません、

年生についてはちょっと掌握してございませんの

で、面積だけ今掌握してございますので、また後ほ

ど、ちょっと調べたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 植林したのが、これ、町で植
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林したのでないの。植林してあったものを買い求め

たの。そうでなかったら、町で植林したのだった

ら、年数わかるでしょう。 

 いや、後でいい。 

○産業振興課長（前田 満君） 申しわけございま

せん。ちょっと資料を今持ってございませんので、

確認させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町税のことについてお伺い

いたします。 

 近年、各種プロジェクトも通じて徴収に努力をさ

れているということの報告書も出ております。そこ

でお伺いしたいのは、差し押さえ執行という形で、

この成果報告書の中では、前年度は２２件というこ

とで、２２年度については１７３件という形の中

で、異常に伸びているということがうかがえます。 

 この要因としては、経済的な要因もあるのかとい

うふうに思いますが、どういう状況の中でこの１７

３件という形になったのか、お伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の滞

納処分の件についての御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 滞納処分につきましては、先ほども申し上げまし

たとおり、滞納者に対しまして、こちらのほうから

最終的には最終催告書ということで、いついつまで

に納めるか、御連絡をいただけませんかということ

で文書を差し上げまして、なお、その場合、期限ま

でに何も連絡なく放置された場合にはやりますよと

いうことで予告をしているところでございます。 

 それで、急に伸びたということでございますが、

たまたま前年度２２件、その前も２２件でございま

す。その前につきましては１４０何件ということ

で、たまたま実施について波があるわけですけれど

も、今回も財産調査につきまして、先ほど申し上げ

ましたとおり、催告書とあわせまして財産調査を

やっています。何ら連絡がなく、支払いするものが

あるにもかかわらず放置されたということで滞納処

分を実施させていただいておりますので、そこを厳

格に進めさせていただいているところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 不納欠損に至った理由も克

明に書かれております。そこで伺いたいのは、近

年、納税するしないという形で、トラブルというの

ではないですけれども、そういったことになるケー

スが多いかというふうに思いますが、これは何回も

申し上げているかと思いますが、いわゆる給与が預

金口座に振り込まれたという形の中で、それも差し

押さえられるという状況が現状でもあります。電話

等の督促、催促の中にも、ちょっと威圧的に思える

言葉が発せられるということもあります。それは感

情の問題ですから、こちらが、訴えている側では、

納めてほしいと行政が思っていても、受けとめる方

がそう思わないという場合もあります。 

 しかし、脅かしだとか、そういうものは当然あっ

てはならない話で、そういう言葉に関する丁寧さも

求められてきているのかなというふうに思います

が、そういった意味では、そういった指導等は常に

勉強会なども開いてされていると思います。一般の

企業においても、相手に対して幾ら悪いと思ってい

ても、やはり丁寧に督促を促すという、そういう言

葉遣いを勉強するということもされておりますの

で。それでだめだということであれば、当然、差し

押さえだとかいろいろあると思いますが、その行き

着くまでの経過はどういうふうにされているでしょ

うか。話だとか、そこら辺についてはどういうこと

をされているのか、まずお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の滞

納処分に関しての対応についての御質問だと思いま

すが、まず、最初にありました給与等の差し押さえ

ということで、昨年もお答えしたとおり、給与、年

金等の差し押さえに関しましては、当然のことなが

ら、生活を維持していくための経費というものが必

要でありますので、その部分については、国税徴収

法の中で禁止規定がございまして、その部分につい

ては担保されているところでございます。 

 しかしながら、預金につきましては、当然こっち

は財産調査をして、残高が幾らあるかというものに

つきまして、その残高を差し押さえるということ

で、それが給与であるかどうかということの色分け

はされてございません。 

 したがいまして、ある財産について滞納している

金額までの差し押さえというものは可能であります

ので、その部分については実施させていただいてい

るところでございます。 

 また、相手との納税交渉の中で威圧的というよう

な言葉がありましたけれども、こちらのほうとして

は、丁寧な対応に努めているところではございます

けれども、相手との対応で、お互いに納めていただ

きたい、向こうの事情も言ってくる、当然折り合わ

ないところがありまして、そこのところで相手から

そういうような感じでとられることもあるかと思い
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ます。こちらのほうも徴収事務にかかわっての研修

等々もしていきながら、その中での応対方法とかと

いうものも研修してございます。その中で、相手と

のやりとりというものは、本当にケース・バイ・

ケースがありますので、相手にとってそのような威

圧的な態度であるとかということが感じとられたの

であれば、そういうところも十分に注意しながら、

今後の対応に努めてまいりたいと思いますので、御

了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 滞納している方、あるいは

生活困窮してなかなか納められないという方、そこ

にいきなり口座差し押さえということになります

と、今、担当課長がおっしゃったように、当然、生

活費だとか年金においても、その部分はきちっと確

保されなければならない。だけれども、たまたま預

金口座だということで、その部分が当然預金だとい

う押さえで行政側は差し押さえしますから、そこと

の隔たりというのがありまして、住民にしたら、す

べて押さえられてしまったと。そういったところが

よくわからないですから、当然そうだと思います

が、そういった段階に至ることも含めて、やっぱり

親切に分納を引き続き行うということが大切かとい

うふうに私思います。この点、まず確認しておきた

いと思います。 

 この間、聞いた話ですが、やりとりの中で、困ら

せるのにあなたはそういうふうに言っているのです

かというようなことのやりとりがあって、どういう

口調で言ったかというのはいろいろあると思います

が、そうしたら行政の担当者の方が、そうですよと

いうようなニュアンスで言ったというような言葉も

出てきておりますので、やはりその点は言葉の解釈

ですから、いろいろとられると思いますが、厳重に

行政として、滞納している方に対してもあくまでも

分納、いわゆる計画的に行えるような、やっぱり対

話ですね、これを気長にやるということが僕は必要

だと。 

 今の状況を見ますと、経済的理由だとか、いろい

ろな側面もあります。それは調べれば、当然これは

不当なことをやっているのではないだとか、いろい

ろな事態がわかると思いますが、絶えずそこに立ち

返った納税計画をしてもらういうことを、きっちり

と行政は行うべきだというふうに思いますが、あわ

せてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） まず、預金差し押

さえ、全額云々、先ほど説明したとおり、預金の中

には給与だとか何のお金だとかということで色は付

いておりません。したがいまして、滞納金額まで差

し押さえすることが可能となっておりますが、それ

が全部生活費なのだということできちっと窓口に申

し出ていただければ、昨年の場合もありますが、こ

れで一月生活していかなければならないと、それ以

外の収入がないので、あした買う米もないわという

ような中で訴えてきた方もいらっしゃいます。そう

いう方につきましては、もうとったから終わりとい

うことではなくて、町のほうに一回銀行から入って

きたお金は即歳入になるのではなく、一時的に歳入

歳出外のほうに置かれます。一定期間置きましてか

ら、税のほうのどういう税目に幾ら充当しますとい

うことでお知らせします。その猶予期間がございま

す。その中で納税相談を実施いたしまして、真にや

むを得ないと判断した場合には、もう生活が立ち行

かないということが判断できた場合には、お返しし

ている実績もございます。 

 それにつきましては、先ほど申し上げたとおり、

必ず相談をしていただかないと、その実態がわから

ない。こちらのほうでは収入金額とかというのは調

査によってわかるわけですが、それが一向に連絡も

ないまま放置されているということ自体がやはり異

常な状況にありますので、それを放置することにな

らないということで、連絡のない場合は実施させて

いただいております。 

 また、言葉のやりとりのそれぞれの立場でのとら

え方の違いがあろうかと思いますが、その部分につ

いては十分に留意しながら、納税交渉に当たってま

いりたいと思います。 

 また、滞納処分につきましては、当然のことなが

ら、地方税法の中でもうたわれておりまして、納期

限が来ましたら２０日以内に督促状を発付しなけれ

ばならない。また、督促状を発付してから１０日以

内に納まらない場合は、滞納処分をしなければなら

ないということで、することができる規定ではな

く、しなければならないという規定になっておりま

すので、やはり我々もそれを守らなければならない

わけですが、ただ、それぞれの納税者の状況もござ

いますので、その部分はいろいろと調査した上で判

断して実施させていただいておりますので、御承知

いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２６ページの地方交付税に

あわせて、近年、地域主権だとかいろいろ難しい言

葉があって、よく私、頭がこんがらがるのですが、

臨時特例債という形の中で、上富良野町にも、対策
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債ですか、３億５,０００万円来ているかというふ

うに思います。決算の内容を見ましたらですね。そ

れで、この地方交付税のいわゆる減額分の内数の解

釈のところがあるのかなというふうに思いますが、

近年この交付税は、２２年度においては比較的潤沢

に来ているのかなというふうに思いますが、臨時特

例債とのかかわりと、当初予想していた部分との収

入の確保という点では、きちっと図られているかど

うかという点でちょっとお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、臨時財政対策債につきましては、国の交付

税特別会計の財源が不足した場合について、必要な

地方の交付税を確保するための制度として確立をさ

れたところであります。受け取る地方側にとって

は、地方債を一回起こしますが、これらの元利償還

分については、１００％後年度の地方交付税に算入

をされますことから、いわゆる地方で考えているの

は、交付税と一体のものだというふうにとらえてい

るところであります。 

 委員おっしゃるように、この２１年、２２年は特

に、国の経済対策、あるいは三位一体改革以降、地

方の財源が逼迫している現状等々も考慮し、おおむ

ね１兆円を超える地方交付税のプラス要因がありま

したことから、この２年間ぐらいは臨時財政対策債

とあわせて、一定程度の増を見たところでありま

す。 

 ただ、国の財政も非常に逼迫している現状から、

これが引き続き潤沢に続いていくかということは非

常に不透明になっているところであります。 

 臨時財政対策債の考え方とあわせて、この近年の

地方交付税のあり方について御回答させていただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○４番（米沢義英君） はい。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで歳入

の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほどの８番谷委員の

補足説明を産業振興課長からいたさせます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） まず、先ほど谷委

員からの御質問でございますけれども、ちょっと訂

正も含めてお願いしたいと思います。 

 間伐については、７.４４ヘクタールと申し上げ

たのですけれども、今、確認しますと５.６０ヘク

タールに御訂正をお願いしたいと思います。 

 それから、年生については、それぞれございまし

て、２０年生、あるいは２９年生、２８年生、主な

部分については４３年生、４９年生、５５年生とい

うことで、それぞれの樹齢の部分の間伐をさせてい

ただいていております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 谷委員、よろしいです

か。 

 それでは、次に、歳出の質疑を行います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６２ページから２款総務費

の９６ページまで、一括して質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８３ページ。バス運行費の

需用費のところですが、予算執行率が４６％という

ことで、たまたま結果こうなったとおっしゃるかも

しれませんけれども、燃料費の動向とか見られて予

算をいろいろお立てになったかなとは思うのですけ

れども、この予算の組み方がどうだったかなと思う

ところでございますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 バスのそれぞれ５路線を維持運行してございます

が、必要な消耗品、あるいは修繕費等につきまして

は、正直、予測は不可能ですが、これまでの実績等

も見ながら予算化をしているところであります。 

 必要なオイル交換等の、エレメントの交換等の、

いわゆる計算できるものにつきましては、一定程度

予測が可能なのですが、それ以外のものにつきまし

ては、正直申し上げまして、予測がなかなかできな

い結果、先ほど委員のおっしゃるように執行率から

すると半分にも満たない、そのような事態も起こり

得る可能性も含めて御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 また、それぞれの来年度予算についても、十分今

までの実績と、あとバス等の老朽度も見ながら、確

実な予算化も心がけていきたいというふうに考えて

ございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく、今、関連になると
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ころなのですけれども、８３ページのバス運行管理

のところですね。 

 十勝岳線のバス運行の中で、関係機関からよく言

われているのは、ＪＲの到着時間と十勝岳線に上

がっていく時間とがリンクをしていないということ

で、特にオンタイム、山のほうに、登山等々で来ら

れて、公共の交通機関を使用される観光客等々に

とっても、非常に利便性がよろしくないという声を

聞いているのですが、これらの運行時間の変更につ

いてというのは、検討はされたことはありますで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員おっしゃるように、それぞれの公共機関の発

着に合わせることができれば大変重要かなというふ

うにも思っております。 

 今もそれらに配慮している部分も実はあります

が、一方では、生活路線の路線バスとしても使って

ございますので、あとスクールバス、子供の足の確

保もありまして、すべて例えば他の公共機関のバス

ですとか汽車の時間に全部合わすことが可能かとい

いますと、なかなかそういかない部分も一方ではご

ざいます。 

 路線バスの時刻につきましては、十分変更も可能

でありますので、委員おっしゃるような点も十分ま

た見ながら、可能な部分につきましてはぜひ、私ど

ももそういうふうな変更を検討したいというふうに

思ってございますので、大変参考になる御意見をい

ただきました。ありがとうございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 基地調整室、対策費という

形で、一般的によく出るのが７５ページですが、い

わゆる駐屯地の記念日に空砲が発射されます。これ

は非常に地域の皆さん方にとっても、幾ら駐屯地の

記念日とはいえ、ちょっとやめてほしいという声が

懇談会等でもずっと出ておりますので、この点、引

き続き要望はされているかというふうに思います

が、そういう要望には真摯に、この駐屯地の開庁記

念日であったとしてもやっぱりきっちりとした対策

を、共存共栄のまちづくりということを言われてい

るわけですから。この点はどういうような訴えを行

政として申し入れを行ったのか、この点をお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 開庁日には、模擬戦闘が行事として組み込まれて

ございまして、いわゆる空砲が何発か鳴らされま

す。実際に駐屯地のほうにこれらの廃止をするよう

な申し入れは、行政としては今具体的にはしてござ

いません。 

 住民の方々から、正直、大きな苦情等も行政の側

には入っていない現状にあります。多くの方の苦情

をいただきましたら、これらの廃止の申し入れ等も

考えていかなければならないというふうに思ってご

ざいますが、多くの方々がこれらの部分につきまし

ては、年１回のこういった記念の行事等に一定の御

理解も、受忍もされているのかなというふうにも理

解をしているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 小さなことなのかもしれま

せんが、やっぱり地域に住んでいる方にしたら、こ

の上富良野町は自衛隊がいるということで、表立っ

てなかなか言えないというのがありますので、やは

り行政というのは、そういった部分をいかに酌み

取って伝えるかということが非常に大切だというふ

うに思います。 

 確かに１年に１回という形になっているかと思い

ますが、しかし、それだけではなくて、今、演習場

内で行うものもありますので、そういうことも含め

て、やはりそういうものに対しては機敏に行政とし

ても言うべきことは言って、きちっと指導もすると

いうことが、私、この町にとって大切なことだとい

うふうに思いますが、この点をお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員おっしゃるように、駐屯地内での開庁記念日

の空砲だけにとどまらず、いわゆる演習場を中心と

した演習等、これらについては、特に周辺の地元の

方からも、何とかしてほしいというような苦情もい

ただいてございます。これらにつきましては、行政

がやれる範囲内において対策も練っていきたいとい

うふうに考えてございますが、ただ、いずれにし

ろ、昭和３０年の駐屯から既に５０数年を迎えて、

この間、上富良野町民との共存共栄を図ってきた歴

史を考えますと、町民、多くの方々が一定程度、こ

れら自衛隊が駐屯している町として、御理解もして

いただいているというふうに行政としても理解をし

てございます。 

 だからといって、行政は何もしないということで

はもちろんありませんので、そのできる範囲におい

て対策を練っていきたいし、また、駐屯地にも必要

な措置を講じるような申し入れも十分していきたい
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というふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かにそういう対策もとら

れて、演習場周辺等については一定の、まだはっき

りはしていないということの話でありますが、いわ

ゆる戦車騒音だとか、防衛対策のその災害対策とい

う形の中で対処に今進められているということで、

その点はいいとしても、ただ、駐屯地内の問題につ

いては、確かに年１回なのかもしれませんが、やは

り嫌だという方もおられるわけで、この間の住民懇

談会でも地域の方からも出ましたよね。富原方面の

方からも出ました。やっぱりそういう方が言ってい

るのも、共存の町だから強くは言えないけれども、

何とかしてほしいというのがやっぱり思いですよ。

そういう思いを行政が生かさないという話はないの

で、１回限りだとしても、そういう苦情があれば、

その対策を講ずべきだと私は思いますが、この点、

町長はあの地域に住んでおられて、そういうことも

敏感に感知されているかというふうに思いますが、

町長にお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 駐屯地の開庁記念行事については、今担当課長か

ら申し上げましたように、昭和３０年に開庁以来、

この地域の中では、町民も含めて大変大きな行事と

なってございますし、町民はもとより、町外からも

多くの方が来られるような実態でございますので、

私どもとしては、非常に好感を持って、一つの行事

としてとらえているところでございます。 

 ただ、この記念行事にあわせて、いろいろな模擬

演習等もされている実態がございますので、特に空

砲については、天候の状態によっては大変想像以上

に大きな音で聞こえることもありますので、また、

当日はもとより、ああいうことでしょうから、事前

の訓練もされて当日を迎えるという実態にございま

すので、周辺の方はもちろん、私どもも周辺の方か

ら少し耳にしたこともございますけれども、一定程

度、周辺の方にも御理解をいただいていると思いま

す。ただ、突然にああいう音が聞こえることで、人

もそうですけれども、家畜やなんかが驚くというこ

とも困りますので、できるだけ事前に耳打ちをして

いただくような情報提供をして、そういうことがあ

るということをお知らせすることも大事でございま

すので、そういうことが可能になるように、駐屯地

とも内々そういう意見交換もしていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 委員の御意見、これまでもちらちらとそういう意

見を聞かせていただいていますので、十分今申し上

げましたような角度で参考とさせていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 防災無線等では周知だと

か、いろいろな形でお知らせはされております。私

が言っているのは、そうでなくて、そういう周知は

大事だけれども、その選び方ですよ。例えば、機銃

訓練だとかもやって、開庁記念に戦闘訓練なんか

やっているわけで、空砲をやめるだとか、識別でき

るはずですから、ふだんからも空砲訓練をいっとき

するときもあるのですよ、見ていたら。そういうも

のはやめるべきだと。演習場の中でやってください

ということをきっちり言うべきでないですかという

ことなのです。その周知は従前どおりしているわけ

ですから、それを超えたものをやるべきだというこ

とです。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） なかなか御理解いただけ

ないかと思いますけれども、こういう御時世でござ

いますので、多くの皆様方にも、特に地元に駐屯し

ている、我々も含めて、身近な方々にああいう訓練

展示をしていただくことは、非常にある意味では有

効だと思いますので、私どもそういうことが両立す

るような形で努力することが、我々の任務だという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 何回言ってもわかっている

のかわかっていないのか、僕よく理解できないので

すけれども、その展示はいいのだろうと思います。

それは否定していませんので。ただ、空砲訓練をあ

そこでやるのはやめなさいと、それだけなのです

よ。だから、ほかの戦闘訓練については、識別して

それは続けてもいいのかもしれませんけれども、空

砲の大きい、その部分をとめてくださいということ

を言っているわけですから、それは大したことない

と思うのですよね。その点伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） なかなか御理解いただけ

ないかと思いますけれども、そういうことも含めて

大変重要な展示だというふうに我々としてはとらえ

ているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく７５ページ、関連に

なるのかならないのか、基地調の部分でございま

す。 

 富良野地方自衛隊協力会上富良野支部補助８５万

円とあります。この間、１６大綱以来、町におかれ

ましても、非常に積極的に防衛省等、中央陳情、さ
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まざまな活動をしておりますし、また加えて、富良

野地方自衛隊協力会補助等々でもいろいろな活動を

されていると思います。 

 この間、議員の有志によります時期的な活動、ま

た、町民の有志によります中央等々の要望活動等々

も続けておりますが、やはり町を代表して町長と随

行されるときに、今まででしたら自推協、それから

父兄会、協力会などの町の方等々の随行等々も行っ

ているところでありますが、やはりまだまだ上富良

野町の根幹をなし得る一部の駐屯地との共存共栄関

係を続けていく上において、この部分というのは、

今後においてもさらに増額をしていきながら、幅広

い方たちと一緒にいくべきととらえていますが、こ

の部分はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員御承知のとおり、２１年度、２２年度につき

ましては、駐屯地の削減問題がありましたことか

ら、自衛隊協力会にかかわります予算を例年の１０

０万円を増額して、特別旅費等も見ながら、この間

要望活動を中心に、あるいは、旗やなんかの住民も

含めた反対運動をさせていただきました。 

 昨年秋に、次期防衛大綱ができ上がりまして、今

後、本幹は計画として出ましたが、あとは北海道を

中心とした、その部隊の配置がどのようになるの

か、これらも必要だということで、実は２３年度も

この１００万円を維持して予算化をした経過にあり

ます。これをいつまでもということにはもちろんな

りませんが、これらの上富良野駐屯地の部隊の配置

状況等々も考慮しながら、いつまでこれら重点的な

要望活動を続けるべきかというのは、今後もう少し

見定めながら、一定程度の成果、あるいはめどがつ

きましたら、元の予算に戻すことも一定程度考えて

いかなければならない、元の予算というのは１００

万円を減額するという意味の元の予算ということに

なりますが、もう少しこれらの状況も見ながら対応

をさせていただきたいというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当に２１年度、２２年度

というのは特に重点的に行政の対応をされたという

ふうに私も理解をしております。いろいろな活動を

されていきながら、新しい部隊ＭＰＳが再編された

りとかという、よい結果等々を残していると思うの

ですね。 

 ただ、一方で、先ほど課長が答弁されました中央

要望、たくさんの方、また多くの町民の思いを持っ

て要望に行かれておりますが、ほかにもさまざまな

よい歴史的な関係を構築されていらっしゃった、貢

献されている方もたくさんいらっしゃったと思いま

す。また、そういう方が制服組の方や、一方で防衛

に携わる方等と仲よくお話をしていき、また、上富

良野町全体としての要望というものを持ち上げてい

くことが、より今後においても大切なことにつな

がっていくと思います。 

 この２２年度、行かれた方について、いい悪いと

いう是非ではなく、行かれた方には本当に御尽力

賜ったと思っております。 

 また、その中において、幅広くこの駐屯地と関係

を持った方なども一緒に行ける機会というのが今後

与えていけるのかどうか、またお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員御発言のように、この間さまざまな、行政だ

けにかかわらず、町民を中心としたそれぞれの部隊

関係の組織、あるいは町民個人も含めまして、非常

に御協力をいただいたことであります。 

 これらの盛り上がりが、先ほども言いましたが、

この５０数年の長い歴史の中で、上富良野町、自衛

隊と共存共栄を、地域との一体感を持っているとい

う歴史の中で、また、新しい部隊長が来られたとき

には、異口同音に、これらの上富良野町のすばらし

さを語っていただいておりますことから、委員の御

発言にありましたように、制服組のＯＢも含めまし

てさまざまな人脈等もこの間できてまいりましたの

で、これらの方の御協力もいただきながら、ぜひ、

今後の要望活動につなげていきたいというふうに考

えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 先ほど課長の答弁の中に

も、２３年度の予算にも反映されているということ

を聞いて、非常に安心をしているところでありま

す。 

 歴代の駐屯地司令を経験された方に昔お話を伺っ

たことがありまして、非常に景気低迷している中に

おいて、部隊の隊員さんが退官された後、できるだ

け町に残ってほしいためには、商工会の青年部のよ

うな若い人たち、またＪＡの青年部も含めて、若い

人たちが町と駐屯地との取り組み関係というものを

大事にしてほしいということをおっしゃっていただ

いた歴代の司令さんもいらっしゃるように、だんだ

んといろいろな意味で世代交代も各業界しておりま

す。 

 今後においては、いきなり若い人をぽっと連れて

いくということにはならないと思いますけれども、
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これから先、未来永劫も、この部隊と上富良野町が

より深い関係を築いていく上においても、そういう

人脈関係を切らないために、町長が先導となって、

若い次世代リーダーなども陳情要望の場に連れて

いってあげられるような機会の方策をぜひとってい

ただきたいなというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の御質問に私のほ

うからお答えさせていただきますが、従来、昨年度

のような決起集会、あるいは、そういった特別な意

味を持った要望活動につきましては、特別な配慮を

持って対応させていただいておりますが、２３年度

からは、金子委員からもお話ありましたように、ま

ず、上富良野の皆さん方の思いを強くお伝えするこ

とがまずあるべきだということを認識いたしまし

て、２３年度の活動からは、従来、富良野地方自衛

隊協力会全体としての要望活動の部分から一部、上

富良野の町内の皆さん方に御足労いただいて活動に

参加していただくというように、上富良野町のほう

のウエートが高くなるような、２３年度はそういう

配慮をしてありますので、今、委員がおっしゃいま

したような意味がそこである程度伝わっていく仕組

みはできているというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８７ページ、コンビニ収納

のところですけれども、電算処理のところですが、

コンビニ収納で大変成果が見られるところでござい

ますが、現在、自動車税、それから固定資産税、そ

れから国保税、それから町民税ですか、あと加えて

水道料も今コンビニ収納というところでございます

が、５項目についてやっているところなのですけれ

ども、あと、昨日、書類審査の中でもお尋ねしたこ

とですけれども、公営住宅料も考えることはできな

いかと。今差し押さえも非常にふえてきているのだ

ということですので、そうなるとシステム化に大変

費用がかかるということでございますけれども、こ

ういった公営住宅料も考えることはできないのか、

今後についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の、

コンビニ収納の税以外の計画がないのかという御質

問だと思いますが、まず、コンビニ収納の導入に当

たりましては、導入に当たった検討といたしまし

て、やはり町民全体の利用者があることということ

と、利用件数が非常に多いものでないと効果が発揮

しないということで、当初、町税、いわゆる町民

税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、そ

れから、途中から後期高齢者医療保険料、上下水道

料ということで、やはり町民全般にわたるものにつ

いて実施させていただいているところです。 

 今御指摘のように公営住宅料等についてどうなの

かということでございますが、まず、２４時間支払

いできるということで、非常に納入することには便

利なことでございますが、真に銀行に行くことが不

便である、役所に来ることが不便である等々の場合

があると思いますが、その人たちが実際どのぐらい

の人数が、公営住宅３８０戸程度の入居者がござい

ますが、その中で口座振替等を利用していただいて

残り何件かということになると、本当に１０件、２

０件ぐらいの数字であろうと。それに数百万円のシ

ステム経費をかけて導入することが費用対効果の面

から見ても、大変厳しい状況ではないのかなと。 

 ただ、そのように昼間納入がなかなか難しいと、

口座引きも日程的に合わないということであれば、

個別に相談いただければ、その時期に合わせて、随

時引き落としというのも可能でありますので、そう

いうことで御相談をいただければなと承知している

ところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ８５ページの防災対策の

話ですけれども、５１３万何がしのお金を使ってい

ますけれども、この会計、２２年度中に大震災が

あったわけですね、３月１１日。それらの教訓は、

２３年度のほうから、そんなすぐは出ませんから、

これからも出てくると思うのですけれども、聞きた

いのは、要するに備蓄というのですかね、毛布だと

か食料だとか、そういったものの概念を考えると、

この予算でいいのか。どう思っておられるのか、そ

こから聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） １１番今村委員の

御質問にお答え申し上げます。 

 防災対策につきましては、今、町で、食料につい

ての備蓄等は、今現在、お答えして恥ずかしい数量

ですけれども、約２５０食ぐらいは確保しておりま

す。また、食料だけでなくて、先般の議会で御報告

申し上げましたけれども、防災対策の一つの水防関

係で、麻袋等も４,５００袋、用意しておりますけ

れども、将来に向けて食料の備蓄がどうなのかとい

うのは、我々の検討課題として受けとめていますけ

れども、これは賞味期限がございまして、ある程度

の大きな数量を確保すれば、賞味期限が来て焼却処

分しなければならないものですから、そういうこと

もあわせて、そして今、我が町が有事の場合にどう

なるのかということを想定したときに、食料につい

ては、私が考えるのは、近隣の旭川なり、コンビニ
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からそういう調達もできるのかなと思っております

ので、今のこの予算、５１３万円の予算であります

けれども、今後、この食料、また防災にかかわるも

のを検討いたしまして、また次の展開にもっていき

たいと、このように考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ２５０食ですか、本当に

お寒い話ですね。今後どうされるのかというお話な

のですよ。だから、それはコンビニから調達もでき

ます。それは一般の町民の方が殺到しますよ。町が

備蓄ということをやるとき、コンビニなんていうそ

んな話はないと私は思いますね。事前に逐次、計画

的にやっていかないと。だから、この予算でいいの

か。この会計年度中に震災が起きたのですよ。だか

ら、２４年度の予算等にどのようにつながっていく

かというお話を聞きたかったわけです。 

 例えば、東北地方が壊滅的な打撃を受けましたよ

ね。ある同僚議員から聞きますと、駐屯地にある燃

料だとか食料が非常に役に立ったと。警察なんか

も、そういったところからガソリンとかを調達しま

して動けたというお話がございますよね。だから、

上富にも駐屯地がございますよね。そういったとこ

ろと連携して、備蓄の概念をどのようにもっていく

か。あるいは、町としてどのようにもっていくか。

全く２５０食なんていうのは１日ももたないですよ

ね。 

 だから、今後、この十勝岳の教訓を持っている町

として、真剣に考えていく必要があるのではないか

というふうに思うのです。そういった点から、どの

ように思っているか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） 今村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 先ほど答弁の中で、今後の課題といたしまして、

今、町では、各企業、団体等と防災協定を結びまし

て、今現在、１５の団体と有事の際の協定を結びま

して、支援体制が整っております。その中で、今言

われた燃料、食料についての支援も、また協議をし

た中で整理していきたいと、このように思っていま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） よく努力していただきた

いなと。 

 会計監査とか検査とか、ございますよね。これが

やっぱりひっかかってくるわけですよ。要するに、

備蓄すると、それを使わないと未活用物品で会計検

査でたたかれてしまいますよね。だから、そこら辺

の法改定の話なんかも出てくると思うのですね。だ

から、そういったものは一町でできるわけではもち

ろんございませんので、要望とかそういったものを

上げて、やっぱり備蓄概念というものを日本にも導

入していかなければいけないだろうというふうに思

いますね。だから、そこら辺の法律の改定とかも考

えていってほしいなと思います。 

 話はちょっと変わるのですけれども、資料をいた

だきました自主防災組織の中で、非常に努力されて

いるというのはうかがわれます。きのうもちょっと

お話聞きましたのですけれども。再編に向けて準備

中というのは結構ございますよね。非常に前向きで

あると思うのですけれども、この準備中というのは

いつごろまでをめどにしているのか、お聞きしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） １１番今村委員の

御質問にお答え申し上げます。 

 資料の中で準備中というのは、関係者との打ち合

わせの中では、私どもでは、３月中、２３年度中を

めどに立ち上げていただきたいというふうに認識し

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。重々御承

知のように、これは早目に再編しなければいけない

だろうというふうに私も思っています。行政として

限度もあるところがあるかもしれませんけれども、

ぜひ、自主防災組織の改編を急いでやっていただき

たいと。 

 特に、弱者対策ですね。ここの備考欄にも書いて

ありますように、書いてあるということは大事だか

ら書いてあると思うのですね、５つの防災組織が完

了していますけれども、こういったのが非常に大事

だと思います。あと全く手のつけていない、準備中

でもないところがありますけれども、これらの自治

会に対しては、今後どのような指導をされようと

思っているのか。２０の町内会等とお話しされたと

書いてありますけれども、改めて、今後どうされて

再編をやっていくのか、お考えをお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） 今村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 今後の防災対策につきましては、私ども、資料の

中で住民会が２５ありますけれども、２５ある住民

会長にまず面談をして、面談の中で、各町内会の各

団体、老人会であったり、いろいろな団体がござい

ます。そういう団体を通じて調整していただきまし

て、防災に対する認識を高めていただきたいと。 
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 うちの町で、十勝岳でなくて、洪水ハザードマッ

プも整備されておりますので、私どもは現地に出向

きまして、そういう洪水ハザードマップをもとに、

自分たちが住んでいるところがどうなるのか、そう

いう啓蒙活動を通じて自主防災組織の認識を高めて

いただくように努力していきたいと、このように考

えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。大変だと

思います。ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ８１ページですね、自治活動推進費の件ですけれ

ども、この中で１００万円使っていますね、奨励事

業補助と。このお金を使って草払い機だとか草刈り

機等を買ったというのは承知しているのです。これ

はそれでよろしいのですかね。そういったものも

買っているということは間違いないですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

自治活動奨励補助の件ですが、昨年は１８事業で１

００万円ということで、委員おっしゃいましたとお

り、昨年から公園緑地維持管理事業が始まったこと

もありまして、物置であるとか、刈り払い機等々の

購入についても対象として実施しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） そこで私がちょっと心配

しているのは、指導されていると思うのですけれど

も、確認というふうになるのですかね、燃料の保管

なのですよ。要するに危険物ですよね、燃料は。だ

から、草払い機はどこに保管しているのか。そし

て、燃料はどのように保管しているのか。これは消

防法にひっかかると思うのですね、いいかげんなと

ころに保管しているとですね。そこはどのように各

自治会は保管しているのか、あるいは、町はどのよ

うに指導しているのか、お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問にお答えします。 

 保管庫ということで、物置も施錠できるものを購

入して、当然、物置等の管理は住民会等で行ってい

ると思いますので、その中に刈り払い機であるとか

燃料とか入れてあると思います。当然、燃料であれ

ば、ガソリンであれば、消防法に規定のある容器で

ありますし、混合油であれば通常の容器でも大丈夫

だと思うのですが、そこのところもルールがあると

思いますので、ひょっとしたら、それもルールの中

できちっと守られて、住民会で管理しているものと

承知しているところでございます。 

 当然、施錠管理も住民会にお任せしているところ

でありますので、その中でやっているとこちらのほ

うでは承知しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 推測の域のようなお話の

ところもございましたけれども、これはしっかり

やっていって、やっぱりやっていないところは指導

しなければいけないと私思いますよ。ガソリンであ

ろうが、混合油であろうが、灯油であろうが、何で

あろうが、かけるパーセントが違うだけで、みんな

危険物なわけですね。だから、危険物貯蔵庫という

ものをつくって、そこに保管するのが建前なのです

よ。やっていないというところは、大変なところで

あるかもしれませんけれども、消防の査察にひっか

かりますよ、まず。もっと大事なのは、やっぱり引

火だとか、そういったものが考えられますよね。公

園の近くとかにもし設置してあれば。だから、火災

というものも考えられますので、ここはやっぱり、

こういう補助金を交付しているのだから、指導する

必要があると思うのですけれども、どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問にお答えします。 

 まず、公園管理ということで、建設水道課のほう

で管理をして、委託を住民会にしているところであ

りますので、十分にそこの管理している側と横の連

携をとりながら、その制度を確認いたしまして、安

全な対策が講じられるかを検討して、指導してまい

りたいと思いますので、御承知いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ９５ページ、選挙管理委員

会の知事の選挙のことなのですけれども、不用額が

結構出ています。それで、特にこれ、あと補正で上

がってきているのですけれども、４年ごとというふ

うになっておりますので、補正で上がってくるのが

どういった理由で、毎回このように補正で上がって

くるのか、その辺を伺いたいのと、この不用額です

ね、需用費が予想と違っていたのかなと。そこら辺

はどのように考えていらっしゃるのか、その辺を伺

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 済みません。ちょっと

今資料が不足していますので、後ほど答弁させま

す。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 
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○４番（米沢義英君） 広域連合の推進費という形

で７５ページに書いてありますが、お伺いしたいの

は費用対効果、いわゆる、この間、住民のサービス

向上のために、あるいは地域のいろいろな福祉対

策、また給食の向上のためにという形で予算化が逐

次されておりますが、さほど変わった内容での推移

はないのかなというふうに思いますが、今年度、こ

の決算でいえば、前年度対比で１,０００万円ぐら

いの予算が減っているというふうにはなっておりま

す。その中身でいえば、総務費だとか管理費の部

分、消防費の部分だとか、という形になっていると

ふうに思いますが、この間行ってきて、広域連合の

力というか役割というのが十分生かされていない部

分もあるのではないかなというふうに思いますが、

大ざっぱでよろしいですが、どのように感じておら

れるのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 富良野広域連合については、会計年度を今３年次

目を迎えていまして、私どもの立場でも、４年以降

に向けて、今言われるような効果等の検証をしなけ

ればならないという議論を若干させていただいてご

ざいますけれども、広域連合は今委員がおっしゃる

ように、非常に圏域の中で一つになることで、今４

つの業務をやってございますけれども、このまま従

前のままだといろいろと費用の増嵩が見られるとい

うようなこともありまして、そういう今後の費用の

増嵩の抑制にははっきりつながっているというふう

に考えているところでございます。 

 ただ、まだ３年目と言っていいのかどうかわかり

ませんが、若干、今現在のフレームをさらに効率化

を図るのには、やはり一定程度、まだもっと期間が

必要なのかなという感じ方をしてございます。 

 そういうことがさらに進むとすれば、今、既定の

予算規模等についても、さらに一定程度効果が出て

くるものというふうに期待をしている、まだその途

上でございますので、３年で即総体的な結論を得る

のには、まだその段階でないなというふうに実感を

してございます。 

 いずれにしましても、いろいろな諸課題がござい

ますので、今のフレームの中でいろいろな仕組み、

構造を変えるということが大きなテーマになってご

ざいますので、それらを、実現可能性があるのかど

うかについてはまた広域連合の中でのいろいろな議

論を見守らなければならないと思いますが、私ども

構成市町村としては、そういうことが少しずつ進む

ことで効果が発現されることに大きな期待を持って

見守っているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 副町長はフレームという言

葉を使いましたが、大体、副町長の腹づもりの中で

は、これはどういうふうな方向で行けば財政的な効

果も含めて、関係している住民サービスの向上につ

ながっていくのかという点も、私以上に、その立場

にありますから、考えておられると思いますが、そ

の点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の再度の御質問

にお答えいたしますけれども、先ほど申し上げまし

たように４つの業務がございますので、４つがそれ

ぞれ活動している中身も違いますので、今一概には

申し上げることはできませんが、いずれにしまして

も、特に私が実感をしているのは、消防業務でござ

います。いろいろな諸課題はありますが、生い立ち

がそれぞれ違いますので、それぞれ今いろいろとこ

ういう御時世でございますので、自然災害に対する

ことも含めて、そういう有事に備えるという意味で

の質を上げることが特に求められています。 

 手前みそになるかもしれませんけれども、旧上川

南部消防事務組合については、私どもも他と比べる

と非常に質の高い活動をされているというふうに自

認しているところでございますし、この圏域の中で

も、それ以外の地域からも、そういう評価を若干耳

にすることがございます。そういうことがこの圏域

全体に広がることについては、金額的な大きな削減

にはならなくても、そういう質が上がることで、圏

域の中では大きなメリットだというふうに思います

ので、そういうことも含めて、私はこの４つの業

務、それぞれにいろいろな内容が違いますが、期待

できるものは大いにあるというふうに認識している

ところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例えば消防の話では、いわ

ゆる連携、自賄いという形になっております。それ

ぞれの自治体で職員数も確保しなければならない。

本来であれば一体的なものとして、財源の部分も広

域で行うというのが理想的であります。 

 しかし、今回の消防職員数の問題を見ています

と、やはり上富良野町が異常に低いのですよ、定数

の充足率が。なぜこうなっているのかという点なの

ですが、お互いから応援して来てもらえれば、何と

か現状の定数でしのげるのではないかというような

判断もあるのではないかと。私の私見ですから間

違っている部分もあると思いますが。 

 しかし、有事ということで、災害時ということで

あれば、４割台の低い充足率ということであれば、

その災害時に備えることもできない。現場のほうへ
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行きましたら、一人二役、三役という形の中で消防

業務を行わなければならないという形になっている

のが現状です。 

 やみくもにふやせとは私は言いませんが、やっぱ

り一定程度、人数の確保は必要だというふうに私は

感じておりますが、この点、上富良野町の消防職員

数は国の基準から見ても低いと思いませんか。そう

いう中で有事に対処するということで、本当にでき

るのかどうなのか、素朴な疑問なのですが、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 人数的な目安をどこに置くかだと思いますが、多

分、以前にもありましたけれども、総務省消防庁の

一つの目安に照らし合わせますと、実人員が非常に

少ないというのは、我々も認識しているところであ

ります。 

 負け惜しみではございませんけれども、私ども

は、現場を見ていても、課題がないわけではござい

ませんが、非常に稼働率の高い組織だというふうに

見ておりますので、全国画一的なああいう物差し

で、足りないかどうかについてはいろいろな考え方

があるかと思いますけれども、私どもは総体的に現

場をそのように見てございますし、かといって、今

回の３.１１の大震災の教訓などを生かすとすれ

ば、やはりあり方、ありようについては、しっかり

検証して、不足するものについては補足していくと

いう、そういうことを将来の目標として掲げる、そ

ういうことを整理することは極めて重要だというふ

うに考えているところでございます。 

 いずれにしましても、有事に備えることは平時の

備えでございますので、その平時にどういう備えを

することが一番いいのか、これは現場なり関係の皆

さんといろいろ議論しながら、この町でどういう形

が一番ベストなのかということを見出して、その実

現に向けることは極めて重要だというふうに認識し

ているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 稼働率という点をおっしゃ

いましたが、そこそこやっぱり職員の方ですから、

奮闘されるのだろうと思います。そのことをもって

少ない人数で稼働率が上がっているということには

なるかどうかという問題は、確かに私はおかしい部

分かなというふうに思うのですね。 

 災害というのは、やはり瞬時にいろいろな形で起

こります。上富だけで起こるわけではありません

し、同時に、この富良野圏域、北海道圏域全部に起

こるということも想定されるでしょう。そういう場

合に、瞬時に対応できるという点では、少なくとも

一定の消防職員数というのは、絶対私は必要だと思

う。それと同時に地域とのかかわりも、コミュニ

ティーも大事になってきているので、そういうこと

を考えた場合に、もっときちっとした消防職員数の

確保というのが必要だと私は思うのです。 

 なぜこういうふうになっているのかということな

のですが、広域連合の結果がこういうことにさせて

いるのではないかと。町の職員の定数削減の問題と

あわせて、こういうゆがみがここに出てきているの

ではないかと。これだけではありませんが、私はそ

のように考えるので、やはりこういった部分はきっ

ちりと改善すべきだと思いますが、計画的に改善す

る計画があるのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 再度の御質問にお答えさ

せていただきますけれども、繰り返しになりますけ

れども、私が言いたいのは、広域連合の組織、そう

いう組織化したことがそういう現実を生んでいると

いう認識は全くございません。 

 ただ、繰り返しますけれども、そういう地元の防

災機関でございますので、有事の想定の仕方により

ましては何人がいいのか、これはなかなか答えを見

出すことはできません。そういうことで有事のとき

に、全道的にそういう機関が相互乗り入れするとい

う、そういう協定のもとに備えができていますの

で、ある意味では安心できることかと思いますが、

いずれにしても、この地元で起きること、想定でき

ることで、すべて地元が担えるかについては、しっ

かり検証しながら、先ほどの言葉の繰り返しになり

ますけれども、補足しなければならないものについ

ては、これは当然にして責任ある行動として補足す

る、そういう計画を検証しながら持ち合わせること

が重要だというふうに認識しているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今、副町長のおっしゃった

ように、地域で連携するからという、やはりそこ

が、連携、否定はしません。それは大いに大事なこ

とですから、地域を越えて隣の町だとか人命を守る

という点では大いに連携は必要だと思いますが、し

かし、だからといって、それが同時に起きた場合の

少ない人数で、やっぱり緊急にどうしても対応しな

ければならないというのが、これは事実として生ま

れることは明らかでありますから、少なくともそう

いうものを対処できる必要最小限の消防職員数とい

うのは絶対確保しないと僕はだめだと思うのです

が、非常に国の基準から見ても消防職員数が低いと

思います。これは認められますか。これは妥当だと
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いう判断をされているのですか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 再度、御質問にお答えし

ますけれども、私は視点が違いますので御理解いた

だけないかと思いますけれども、現状から見ると非

常に実態とかけ離れた数字を国がある一つの目安に

しているなという実感は持ってございます。そんな

こともありますけれども、今一番大事なのは、この

地域の中でどういう人用が一番ベターなのかについ

ては、これは想定の仕方によっては答えが絶えず変

わりますけれども、そういう費用負担も含めて妥当

な線を見出すことが努力の範囲だと思いますので、

そういう意味で、先ほどの言葉になりますけれど

も、補足しなければならないものについては補足し

なければならないという自覚をお互いが持つことが

重要だというふうに私は認識をしているところでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ７９ページの名誉町民の功

労金、一時功労金の問題なのですが、この問題につ

いては、私は、この情勢の中で、やはり地域の皆さ

んも節約されている中で、これを行政改革の対象と

して廃止すべき対象だと私は考えていますが、今、

町の行政改革大綱の中にも、改善プランの中にも、

無駄なものは省きましょうというものが書かれてお

ります。一方で、受益者負担という形の中で、いわ

ゆる国の地方交付税等が減るから、受益者にも負担

してもらいましょうというようなことも書かれてお

ります。 

 そういうことも踏まえてお伺いいたしますが、こ

の名誉町民の一時功労金は、行政改革の対象として

当然しかるべきだというふうに私は思います。その

根拠としては、多くの町民がこの町にいて、たまた

ま町長をされて、その努力は評価され、そのリー

ダーシップをとってほしいという町民の願いであり

ます。かといって、このお金で物事を解決しようと

いうことではないと思いますが、私は、各種の称号

等を送って、それで十分たり得るものだというふう

に思いますが、そういう意味では、この一時功労金

というのは、行政改革の対象とすべきだというふう

に思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

お答えしますけれども、名誉町民の制度について

は、この間も議論をする機会があったかと思います

し、いずれにしても、制度が創設されて以来、いろ

いろな変遷があったなというふうに私も認識してい

るところでありますし、特に、そういう変遷の中

で、大きく社会経済情勢も変わりまして、私ども町

としましても、そのありようについて検証して、皆

さんとの議論の中で新しい条例が生まれたわけであ

りますので、そういう経過をたどって、直近で、

今、現制度がこの議会の中で決定されましたことか

ら、それをしっかり尊重して、今後に維持、継続す

ることは我々の任務だなと思います。 

 行革の中で、議論というか、対象という発言もあ

りましたが、今そういう経過からすると、これをま

た対象にするというような考え方は、行政当局とし

ては今のところ持ち合わせていないことを申し上げ

ておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろな論議はあるかも

しれませんが、しかし、私は、これは本当に対象と

すべき内容ですよ。いろいろな形の中で経済が大変

だ、何だか大変だと言っているのですが、毎年の話

ではないですけれども、私はそれをやってこそ、住

民の信頼関係だとか、やっぱり思いを行政が行って

くれているのだなというふうに感じる一つだと私は

思いますが、論議されたから、実施されたから、こ

れはこれとして結果としてオーケーだから、これは

対象にならないという話でありますけれども、私は

そうではないと思います。こういうものこそ行政改

革の対象にすべきです。不用なものだと思います

が、もう一度確認をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 再度の御質問にお答えさ

せていただきますけれども、私どもの認識は、この

制度そのものが不用だという認識は持ってございま

せんので、その点、一つ申し上げておきたいと思い

ますし、繰り返しになりますけれども、ここ直近で

いろいろな経過を踏まえながら、また時代背景を含

めて、ある一定程度のあるべき姿を御提案し、慎重

な御審議の上、御議決いただきましたので、直近で

決まったものを今この時点で議論することは、まだ

そういう条件下にないなという認識でいるところで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 動議入れていいですか。委

員長、動議。トイレ休憩とりたいのですけれども、

よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは暫時休憩いた

します。 

 再開時間を１１時２０分といたしたいと思いま

す。 

─────────────── 
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午前１１時０７分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたしまして、質疑を行います。 

 まず最初に、先ほど１番佐川委員からありまし

た、知事、道議会議員選挙費についての説明を総務

課長からいたさせます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員の知事、

道議選にかかわります２点の質問にお答えを申し上

げます。 

 まず、１点目の、なぜ補正予算に計上されている

のかという点でありますが、まず、知事、道議選挙

につきましては、平成２３年度の地方統一選挙で実

施をされた選挙でございます。これらの、特に告示

日がまだ確定をしていない段階で、いわゆる平成２

２年度の３月の補正予算に計上させていただきまし

て、この必要な、特にポスター掲示場の設置ですと

か、選挙に伴います選挙人名簿の調製業務等の事前

の準備が必要であったことから、２２年度の３月補

正予算で準備のための概算経費を計上させていただ

いたところであります。 

 その経費をもって執行に当たりましたが、結果と

して５４万円程度の執行残が出ました。実際には、

これらの執行残については、次の予算で減額補正を

するところでありますが、今申し上げましたよう

に、３月の補正予算の計上でありましたことから、

これらの執行残の経費を減額するいとまがなかった

ことから、このような決算になったところでありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ４年に一度というふうに決

まっているはずなので、その辺、前回もずっとその

３月補正でやってきていたのかどうか、そこら辺も

ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員の御質問

でありますが、統一選挙につきましては、４年ごと

の、特に４月で行われることから、告示日が後半に

なるのか、前半になるのかによりますが、いつもの

年でいいますと、このような３月、告示日が決まっ

た段階で、どの程度３月で準備をしなければいけな

いかということも見ながら、その都度、必要な経費

については３月の補正予算で対応させていただいて

いる経過にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ８１ページ。国内外交流事

業の関係なのですが、友好都市訪問事業というのが

ありましたけれども、２５周年事業ということで、

当初、予算では一般財源のほうから１５０万円、そ

して基金の取り崩しで６８０万円ですか、７１３万

円の予算で上がっていたと思います。使用された部

分がこの金額ですので、残った部分、これは基金と

して積み立てるべきではなかったのかなというふう

に思うのですけれども、その辺はどのようにお考え

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員の御質問

でございますが、当初の予算は委員おっしゃるとお

りでございます。この執行残につきましては、基金

につきましては、繰り戻しの手続をさせていただい

たところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ただいまの８１ページの国

内外交流の部分でちょっとお聞きしたいところがあ

りますが、後ほど９款のほうでも青少年の事業と重

なるところでも出ると思うのですけれども、今回こ

れに参加された方、別事業のほうの１１名の生徒た

ちは別といたしまして、これに参加された方たちの

自己負担割というものはあったのかどうかをお聞き

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 上富良野町カムローズ友好都市提携２５周年記念

事業ということで、訪問団を派遣したところでござ

いますが、すべて町費で賄ったということでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ９款のほうでまたちょっと

質問させていただくので、こちらの部分だけに限定

させていただきますが、この国内外交流の団体もも

ちろんございますし、それにも多くの町民の方が属

している中で、限定されてこの１０数名の方が全額

公費で行くということに当たる、その選定理由とい

うのはなぜだったのか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） では、私のほう

からお答えしますが、今回、向こうのほうで劇場が

落成を迎えるということもございまして、文化的な

交流もぜひ行いたいという希望もありまして、それ
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で文化交流団、当初、文化交流としては１２名、そ

して国内外交流の会のほうから２名ということで、

合計１４名を公費負担ということで、従前から基本

的に公費負担で全額賄ってございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 諸外国において４分の１、

４分の１、クオーターの２５周年というのは、非常

に大きな節目になるという文化があるというふうに

聞いておりますが、であれば、もちろんシアターの

こけら落としに合わせて、日本の文化を発表してい

く、これは大いに結構なことだと思われますが、今

まで２５年間の間にも大勢の人が国内外の交流、特

にカムローズの事業についてもかかわってきた経緯

がありますね。子供たちのほうについては、自己資

金を一部出しながら行っているというのであれば、

やはりこちらの部分についても全額公費で負担とい

うことではなく、一部それが３分の１なのか４分の

１なのかは別といたしまして、若干の自己負担を持

つべきであり、また、そのことによってもう少し幅

広い参集範囲をとるべきではなかったかというふう

に考えますが、この点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） 今回、文化交流

ということで派遣するに当たり、選考には文化連盟

さんのほうも委員さんに入っていただく中で、選考

を重ねた中で、従前、例えば安政太鼓であるとか、

琴のほうであるとか、訪問しておりますので、でき

るだけ重ならないものの中からという話がございま

して、その中から向こうの交流の会の会長さんと調

整を加えながら、民謡と今回、大正琴、それからよ

さこいということで選考させていただきました。 

 あと、実は先ほど文化交流のほうが１２名、国内

外交流の会が２名と、１４名ということで予算を見

ておりましたが、そこら辺、ちょっと修正を加えま

して、１０名という形にしてございます。 

 従前は大体９日平均で行っていたのが多いのです

が、今回６日間ということで、ほぼ公式行事の部分

だけに絞ったような非常にタイトな日程で選定した

というか、経費の節減に努めたということではござ

います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません。行った人がど

うこうとか、それから行った日程を聞いているので

はなくて、全額公費負担ではなく、過去においてま

だ財政に余力のあるときであれば別ですが、昨今い

ろいろなこういった状況の中で、さまざまな部分を

絞っている段階の中において、式典に参加されるだ

けというのは別としても、一般的な考え方として、

参加される人の自己負担というものが生じてもやぶ

さかではなかったのではないかなというふうに考え

ます。その点をちょっとお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の国

内外交流にかかわる訪問団の関係の御質問ですが、

先ほどお答えしましたとおり、全額公費負担という

ことで今回実施させていただきました。また、予算

の面での縮減策も講じた中で、当然、周年行事とい

うことで、上富良野町を代表して行くということを

踏まえまして、公費負担ということで実施したとこ

ろでございます。 

 幅広く、またこういう記念行事があるということ

で公募して、訪問団を組むということであれば、今

言ったような自己負担の考え方もあろうかと思いま

すが、こちらのほうの実行委員会を組みまして、訪

問団を組む、代表者を組むということで、今般は全

額公費負担ということで対応してまいりましたの

で、今後の実施に当たりましては、方法論にもより

ますが、そのところの中で検討をしていきたいなと

いうことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 成果報告書の中で定住化促

進の問題についてお伺いいたします。 

 定住化対策という形で、移住数を転記されており

ます。この間、町では、４回プロジェクトチームを

設置しながら、移住者との懇談会を開催し、３月、

定住促進計画の策定へと向かったというふうに記さ

れております。 

 町の定住化対策ということで、人口を少なくとも

ふやしたいという思いから、その一環としてもある

かというふうに思いますが、お伺いしたいのは、移

住者との懇談会で出された意見等の中で、特徴的な

もの、こういうものは気づかなかったと、初めて懇

談をしてこういうことがわかっただとか、そういう

のがあればお聞きしたいというふうに思います。 

 あと、どういう職を選んで上富良野町に定住され

ているのかということもわかれば、お伺いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の定住化

に関する御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、質問にございました、この４月に定住移住

促進計画を立てるに当たりまして、庁内のプロジェ

クトチームを設置いたしまして、その中で、既に移
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住されている方々の御意見を聞く場をセットしたと

ころであります。 

 いろいろな意見が出されましたが、特徴的な意見

ということになるかどうかわかりませんが、やはり

この自然環境、景色にほれ込んで来たのだという御

意見が圧倒的でありました。その情報をどこでつか

んだかという点も聞きましたら、やはりホームペー

ジが主流でありました。 

 その中で、どのような景色にほれ込んだのかとい

うふうな話も聞きましたが、僕らも地元にいて意外

だったなというふうに思いましたのは、十勝岳とい

うふうに答えられるのかな、ラベンダーというふう

に答えられるのかなというふうに予想をしていまし

たが、畑の中にある、いわゆる麦わらのロール、あ

の写真にほれ込んだと。あるいは、畑の小豆、豆を

仁王に積みますけれども、その景色、秋の畑に仁王

が積まれている、その景色にほれたのだというよう

な意見もありました。私たちは、十勝岳あるいはラ

ベンダーというふうに思いがちですが、本当に景色

そのものを、農業を営む風景も含めて、その景色、

自然環境というのはさまざまな財産になっているの

だなという点は私ども、そこで痛感をしました。 

 また、職ですが、やはりそこが一番の課題だとい

うふうに思っています。職があってこちらに来られ

たという方はほとんどいません。やはりこちらに来

て職をどうしようかと、そこが一番の悩みだという

こともわかりましたので、おいそれと雇用を確保す

るということは私どももできませんが、いわゆる

ホームページにさまざまな職の情報をリンクさせる

ことが重要だなというふうに痛感をしたところであ

ります。 

 あと、特徴的といいますか、上富良野にいる方々

の人情は非常に、時にはうっとうしくなることもあ

るのだというふうには言っていましたが、親切にさ

れる人情も大きな財産になるのだなと。私たち地元

にいる者としては、そのような話の中で、さまざま

なヒントをいただいたなというふうに考えていま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それぞれいろいろな、貴重

な懇談会が持たれて、それは今後また生きるのだろ

うというふうには思っています。 

 いずれにしても、町がやはりこれからの人づくり

だとか移住、定住という形の中で、いかにこの上富

良野町の魅力を発揮させるかどうかというのとあわ

せて、当然働く場所がなければやはり生活もできな

いという形の中で、そこら辺のこれからのいろいろ

な課題も見受けられたというふうに感じておりま

す。 

 私、上富良野町が持っている自然の力だとか、そ

ういったものを生かす。また、自衛隊に全面的に依

存しないまちづくりをどう進めるかという点でも、

これは一つの重要な位置づけになってきているので

はないかなというふうに思います。 

 そういう意味で、もっとこの立場からの、引き続

き、住民との移住された方の懇談会を開いたり、あ

るいは、こういう人たちとの語らいの場を持ちなが

ら、魅力あるまちづくりを発揮する一つのきっかけ

にもなるのだろうというふうに思います。今話され

た中でもヒントとしていろいろなものがあります。

そういうものをまちづくりの中につなげていけるか

どうかというところが、上富良野町の、行政だけで

はありませんが、いろいろ一般の方も囲い込みなが

らしていく、やはりいい機会でもあるというふうに

思います。 

 これからのまちづくりは、よくコミュニティーと

いう形で言われて、その地域に住んでいる人たちの

力をどう、行政や地域もなのですが、発揮させられ

るような環境を持っていけるかどうかというとこ

ろ、ここがやっぱり地域の活気が生まれるかどうか

のポイントになってきています。そういう意味で、

この定住化対策も、違うところから移住してきて、

そういう人たちの力を借りるという点でも重要に

なってきているというふうに思いますので、この

点、今年度も恐らくさらに充実して、改善された部

分だとかあるというふうに思いますので、この点、

今後どういうふうに生かしていきたいのかという点

もあわせてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げますが、委員が今おっしゃった

とおり、すべてとは言いませんが、人口が一定程度

この町にいる、あるいはふやす、これにつきまして

は、町の活力に直接反映されることでございますの

で、委員おっしゃるとおり、不断の努力をこれから

重ねていきたいというふうに思っていますが、

ちょっと具体的な取り組みの話をさせていただきま

すが、その移住定住促進計画に基づきまして、行政

だけではやっぱりどうしても限界が生じますので、

先日、行政だけではなくて、いわゆる民間の方々、

あるいは住民の方々の代表者、あと関係団体、合わ

せて９団体になりますが、定住移住促進連絡協議会

というのを設立させていただきました。お互いやれ

ることを中心に、さまざまなことをやっていこうと

いうようなことで取り組みをスタートしたところで

あります。 

 また、一方、緊急雇用創出事業でございますが、
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専門業者に委託をして、今、ここ１０年ぐらい前ま

でに、各地域で移住をされている方々の調査を開始

してございまして、また、その方々からさまざまな

感想アンケートの集計をして、どのような動機でこ

こに来られたか、実際にここに住まわれてどのよう

な不便があるのか、そのような方々からいろいろな

アドバイスをいただいて、それらを私どもの糧に、

これから推進をしていきたい。そのような、今、体

制を整えつつあるということを御報告させていただ

きたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 定住移住の促進というの

は、私も非常に大事だろうというふうに思っていま

す。 

 町長にお伺いしたいと思うのですけれども、自衛

隊に依存しない定住移住ということはないと思うの

ですね。私は、約６０年間になろうとしている自衛

隊と共存共栄をやってきましたよね。今後もやっぱ

り共存共栄というものを図っていかなければいけな

いと自衛隊に対して思っているのですけれども、自

衛隊に対する、依存するしない、そこら辺をちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） １１番今村委員のまちづく

りの基本に対します認識についての御質問にお答え

させていただきます。 

 私は、まちづくりの基本といたしましては、どこ

に依存する、あるいはどこに依存しないと、そうい

うような考えを持ち合わせてまちづくりを進めると

いうような認識は持っておりません。すべての町民

の力を生かしてまちづくりをすることが大前提でご

ざいますので、自衛隊さんであろうと、また、他の

業種の方であろうと、すべての皆さんが力を合わせ

て上富良野のまちづくりを進めていくことが大前提

だと思っております。そして、その考えはこれから

も踏襲してまいりたいというふうに考えております

ので、すべての皆さんの力を結集しなければ、まち

づくりは到底及ばないというふうに考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ８５ページの防災対策費の

中で備品購入費、被災者生活用の備品という形で購

入されているというふうに思いますが、この内訳は

どのように購入されたのか、その点、お伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 これにつきましては、福島から５世帯９名の方が

縁あって上富良野町に避難をされるということでご

ざいましたので、旭町の教員住宅の空き室を活用し

まして、ここに入っていただきました。まるっきり

日常生活用品も持たずに避難をされていましたこと

から、特に、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、あと寝具、

あとは電気炊飯器等々の最低限生活のできる部分に

つきまして、５セットになりますが、これらを購入

して入っていただいた経過でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 前回もそういう備品等の購

入ということで、洗濯機等を買いますよということ

で話がありました。今５世帯ということですが、こ

れから、たしか１年を目安として退去していただく

ということなのですが、そうしますと、当然、今も

う既に仕事を確保されてこちらに移られたという方

もいますし、その詳しい話を聞きますが、その部分

でいえば、まだ仕事がないという方がおられるの

か、移住された方で仕事を持っていないという方が

おられるのか、そういう人たちに対する対処の仕方

というのはどういうふうにされようとしているの

か、お伺いいたします。 

 もう既に洗濯機等、備品等は使われていないとい

うような状況もあるのかどうなのか、そういった部

分についてもお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、１点、１年間に限りということで、当初、

今入っていただいているところにつきましては、教

員住宅のための行政財産でございますので、いつま

でもというわけにもいきませんので、一定程度、１

年間に限り、家賃についても無料で優遇をして措置

をしたところであります。 

 これらの措置については、今、国でさまざまな被

災した方の受け入れについては、後日、一定程度の

助成策をしますよというようなことが言われている

ところであります。 

 今、５世帯９名につきましては、仕事が現実には

ございますので、これらの方については特に心配は

していませんが、この後、仙台から１世帯１名の方

が避難をしてきている現状であります。その方につ

いては、御主人が東京で仕事を持った専業主婦の方

でありますので、いずれにしろ、上富良野に来られ

た方で職業もなく生活も困難だという方は、幸いに

もおられません。これが１年たって、その６世帯１

０名の方の意向もぜひ聞いてみたいなというふうに
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思ってございますが、１年がもう少し延長が可能な

のかどうかも含めて、これからの検討課題だなとい

うふうにも思ってございます。 

 また、購入した家財道具につきましては、実は、

日本赤十字協会のほうから、無料で現物を提供しま

すよという制度ができ上がりまして、これらの方々

についてはこの申請をして、一定程度、ストーブは

別ですが、現物が提供されてございます。 

 したがって、ダブルの物品もありますことから、

これらのダブった部分については、移住準備住宅の

１０戸がございますので、そちらのほうにいずれ転

用できるかなというふうにも思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 備品のダブったものについ

ては、移住対策の一環としてそちらのほうに移した

いという話でありますが、その点は十分話し合っ

て、今後に生かしていただければいいというふうに

思います。 

 あと、どちらにしても移住されてきた、いわゆる

被災に遭った方がこちらに来られて住んでいるわけ

ですから、そういう人たちの話を親身になって聞い

てあげて、今後どういうふうにするのかということ

が一番やっぱり求められている状況かというふうに

思います。 

 仮に、そういう人たちが、どこまでが対象になる

かわかりませんが、民間の住宅に住みたい、戻る方

もおられるかもしれませんが、そういう民間の住宅

に住みたいという場合は、現状の中では、補助対象

ということで家賃の補助だとか、そういうのは種々

あるのでしょうか。ちょっとその点だけお伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） 米沢委員の御質問であ

りますが、今、国においては、いつまでなのかはわ

かりませんが、民間のアパート、あるいは一部ホテ

ルや旅館等もいいよということで、被災した方の避

難場所として、それらの優遇措置が図られていると

ころであります。 

 これがいつまで続くのかは、まだ今の時点では見

通しは立ってございませんが、国の制度は別とし

て、あの大きな被害を受けた被災者の方が上富良野

町に避難をされているという現状を踏まえて、先ほ

どの繰り返しになりますが、１年間の当初の約束を

しましたが、これらの方々には誠意を持って我々も

意向を聞いていきたいと。いつまでもということに

はならないということは、本人もおわかりになって

いますし、職業もある程度めどがたってございます

ので、民間に行った場合についても、町のほうでそ

れらのバックアップを、国に申請をするなりのバッ

クアップをぜひお手伝いをさせていただきたいなと

いうふうにも思ってございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ８５ページですね、今の

備品購入の部分の上の欄の、携帯無線機購入という

欄で１３３万円ありますが、これは増設なのか、老

朽化に伴う買いかえなのかということをお聞きした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ただいまの御質問

にお答えを申し上げます。 

 老朽化による更新でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） これは何台買いかえ更新

されましたか。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） 数については、

ちょっと今承知していませんので、後ほど連絡を申

し上げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員、その

ほかに今の、数……。 

○１２番（岡本康裕君） その他としまして、今

後、無線はデジタルに移行していくということにな

るかと思います。全国的にですね。デジタル対応か

どうかもひとつ教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） 確認して。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員の質問

に答弁をいたさせます。 

 防災担当課長。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） 先ほどの岡本委員

の御質問にお答えを申し上げます。 

 台数については７台でございます。それとデジタ

ルなのかどうなのか、デジタル対応だそうです。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで１款

の議会費及び２款の総務費の質疑を終了します。 

 ここで、昼食休憩といたします。 

 再開時間を午後１時といたします。 

────────────────── 
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午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、３款民生費の９６ページから１１８ページ

までの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １０１ページ、保健福祉総

合センターの管理運営費でございますけれども、昨

年度と比べまして２８０万円多く使われたわけです

けれども、この主な要因は何でしょうか、お尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年度との対比の関係でございますが、主には、

燃料費の高騰といったような要素がございます。そ

れと、あと１０３ページのほうにございますが、ケ

アハウスの地上デジタル放送の受信施設の整備とい

うことで、昨年、地デジ化ということで、その工事

に要した経費というようなことで増嵩しているとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） デジタル化でそういったも

のがふえたということだとおっしゃいましたけれど

も、清掃とか警備のほうは、何年かごとに契約を交

わしていると思うのですけれども、その状態は、２

２年度はどうだった、まだ継続しているのでしょう

か。ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 清掃関係につきましては、長期継続契約で、１９

年度から２２年度まで長期継続契約となっておりま

して、この年度までの変更はございません。２３年

度から５年間の長期継続契約ということで、２３年

度以降につきましては、金額の変更がございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 管理費のほうは２２年度、

３年契約だということで、これも清掃、警備につい

ては余り下がるということは考えられないかなと。

入札して３年ということでやると思うのですけれど

も、運動指導員にしましても、余り下がることがな

いのかなということだと思うのですけれども、私、

１７年度の決算書をちょっと持ってきたのですけれ

ども、ここの施設は平成１６年に建てまして、こと

しで７年経過しているわけですけれども、１７年度

は４,１７２万円でございました。今、７年経過し

まして５,５３０万円と、大変維持管理、管理費の

ほうはなかなかあれですけれども、維持費のほう

は、やっぱり老朽化してくると、またあちこち壊れ

て修繕しなければいけないと、こういうふうになる

と思うわけなのです。 

 それで、７年で１,５００万円もふえているのか

なと、これではやっぱりこれから考えなければなら

ないのではないかと思うのですけれども、建物はど

んどん老朽化していきますし、それで今エコとか、

ヒートポンプにするとかいろいろあるわけですけれ

ども。 

 私、剣淵に先日行ってまいりまして、そこで児童

保育所を建てたのですが、そこは床暖で、夜間電気

料金で、建てるときにはかなり経費がかかるわけで

すけれども、ランニングコストを考えますとすごく

費用がかからなくて、電気代も１００万円ぐらいで

済むと。非常に効率がいいので、こういったこと

も、やっぱり維持管理費も５年後、１０年後という

のをきちっと、計画というのは必要でないかなと、

こういうふうに考えているのですけれども、その点

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の施

設の老朽化に伴うエコ対策も含めた対応についての

御質問かと思いますが、委員おっしゃいますよう

に、施設の長寿命化、それから地球に優しい環境だ

とか、そういった部分につきましては、行政全般的

な部分も含めた中で検討して、そういったものを取

り込める部分については取り込んで、検討してまい

りたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ９８ページにかかわって、

民生児童委員のことについてお伺いいたします。 

 民生児童委員は、現在数でいえば、２２年度３４

人という形になっております。非常に地域とのかか

わりは密接になっており、頼りにされている方も地

域ではたくさんいるというのが現状かというふうに

思います。 

 そういった大切な役割を担っている方々で、決し

て、報酬等というのですかね、そういった部分で

の、前回も話されましたが、改善すべき余地がある

のではないかというふうに思いますが、この点、ど

のようにお考えなのか、現状の報酬体系は２２年度

においてどのようになっているのか、お伺いしたい
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と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、民生児童委員につきまし

ては、昨年１２月から、それまで３２名体制から３

４名体制ということで充足させていただいたところ

です。 

 報酬の改善等につきましては、昨年の決算委員

会、それから、ことしの予算委員会のときにもあっ

たかと思いますが、今現在、報酬の改定に向けまし

て、まさに検討している段階でございます。 

 現状で申し上げますと、委員さんにつきましては

８,０００円、それから副会長、会計が８,５００

円、それから会長が１万円というようなことで、い

ずれも月額でございますが、あと活動費ということ

で月１,０００円を支給している実態にございま

す。 

 ここら辺につきましても、管内の状況だとか、そ

れから御苦労が多いというようなことで、うちの町

の、特に民生児童委員の方々につきましては、５

月、６月の高齢者実態調査だとか、そういった部

分、それから、いろいろな地域活動をする中で御苦

労が多いというようなこともございまして、今、引

き上げに向けて検討をさせていただいているところ

で、平成２４年度からは引き上げするようなことで

検討中というような状況にございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０８ページ、１０９ペー

ジで、児童措置費の特別保育にかかわってお伺いい

たしますが、特定保育、あるいは一時保育という形

の中で実施されて、利用人数においても比較的多く

利用されているということで喜ばれておりますが、

委託されている各事業所等においての補助金の額そ

のものが、始まって間もないという点もあるかとい

うふうに思いますが、改善すべき余地という点でお

伺いしたいと思いますが、現行ではどういうような

内訳で補助されているのか、結構人の確保等におい

ても苦慮されているという点も考慮した場合、そう

いった部分も加味された中で、当然当初においては

補助もつけられているかと思いますが、そういうこ

とも含めて現状と改善の余地についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ２２年度に補助要綱を改正していまして、国の補

助制度にできるだけのって、有効に活用できるよう

な形で要綱を改正しまして、延長保育事業に関して

は、２２年度、相当金額的にはふえています。それ

で、障害児保育の部分が少し金額的には減ったよう

な形にはなるのですけれども、国の補助をできるだ

け有効に活用するような形で、２２年度には金額的

には相当ふえるような形で制度を改正しています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、現状では、

障害児保育の部分等については若干減ったけれど

も、それ以外の部分については若干加算があったと

いうことでありますが、そうしますと、これからこ

ういった部分を維持していくということは、働く保

護者にとっても大変大事な部分です。また同時に、

委託されている保育所にとっても、そういった部分

の加味された予算づけというのは、改善されたとい

うことでありますが、部分的にもっと改善できる余

地があれば、必要に応じて対処するということは当

然考えておられると思いますが、この点をお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の質問にお答えします。 

 特別保育事業の補助金に関しましては、国の補助

制度にのっている部分が多いので、できるだけ国の

制度を活用しまして、保育所に対して町としてもで

きる限り補助したいなというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、現状に合った支援

の、委託料の改定なども今後十分さらに検討を加え

ていただきたいと思います。 

 次にお伺いいたしますが、保育所にかかわって、

保育料の点についてお伺いいたします。 

 近年、保育料等については、国の制度もあって、

入所されている子供さんがいて、その第３子目のお

子さんも入所されている。そういった部分について

は、第３子は全額無料になっているかというふうに

思いますが、上富良野町もそういった制度で実施さ

れているかというふうに思います。 

 また、進んだ地域においては、子供さんが小学校

に上がっていると。そういう場合で、下２人の子供

さんが保育所に入所しているという場合は、その第

３子目についても減額する、あるいは、もしくは無

料にするというような先進的な取り組みをやられ

て、子育てを応援しようという、そういう地域もあ

ります。 

 そういった意味で、上富良野町においても、確か

に前年度に対する９割でしょうか、減額措置はとっ
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ているのですが、引き続き、それに上乗せして、

やっぱりそういった環境づくりをともに進めるとい

う点で、減額措置を講ずる必要があるのではないか

というふうな、いろいろ意見を聞きまして私そう思

うのですが、この点は、平成２２年度の部分におい

てもそういうような観点で、今後臨まれる必要があ

るのではないかなというふうに思いますが、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 保育料の減免等の考え方、また、基準につきまし

ては、委員御承知のとおりでございます。 

 今、委員御提案のありました件につきましては、

今後検討していくようなことでお答えさせていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

○４番（米沢義英君） はい。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 保育所の臨時職員等が中央

保育所においてもふえるという傾向があります。将

来は民間に委託するという話もあります。しかし、

一方で、臨時保育士にかかわって、ウエートが、責

任が持たされるという形になります。そういう意味

で、臨時保育士の処遇の改善も当然必要になってき

ている部分があるのと同時に、障害児保育という形

の中で、そういった方々の保育のウエートも、これ

を見ましたらふえるという状況になってきておりま

す。そういう意味では、正規の保育士をふやすだと

か、臨時の保育士に対するそういった対応を改善す

るだとか、双方からの検討を十分進めなければなら

ない、そういうことも障害児保育や保育全般にかか

わっても大切になってきているかというふうに思い

ますが、そういった部分についてお伺いしておきた

いというふうに思います。民間保育もそうですか

ら、そういった部分に対しても手厚く保護するとい

うことは当然ですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の保

育所に関連します御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のとおり、中央保育所だとかにつきま

しては、多くを臨時職員の方に担っていただくとい

うような状況となってございます。 

 また、処遇改善だとかにつきましては、ほかの介

護職場だとか、そういったものやなんかと合わせま

して、この間、見直しを図っているところで、そう

いったことで処遇の改善は図っているところです。 

 また、委員御指摘のように、障害児の保育という

ことで、ここ最近、障害を持ったお子さん、また発

達障害、それからグレーゾーンのお子さんだとか、

そういったお子さんは確かに徐々にふえてきている

傾向にございます。そういった中で、町として、そ

ういった障害、発達障害、グレーゾーンのお子さん

たちをどのようにして支援、サポートしていくかと

いったような体制づくりを現在検討しているところ

でございます。 

 そういった意味で、町としてできる部分の支援、

サポートを図ってまいりたいなというふうに思って

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、その点、改善してい

ただきたいというふうに思います。 

 次に、今回２２年度の予算の中で、光をそそぐ交

付金の中で、感覚統合訓練遊具整備という形で補助

がついて整備されております。西保育園、わかば愛

育園、高田幼稚園等でありますが。これは設置され

てどういうふうに利用されているのかとか、そこら

辺について、すぐにどうのこうのという話ではあり

ませんが、こういったものによっていろいろと機能

が訓練されるだとか、そういう話を聞きましたの

で、そこら辺の活用の仕方、あるいは、園児にとっ

てどういうふうな機能訓練に役立っているのかとい

うところをちょっとお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 西保育園と高田幼稚園では、木でできたままごと

のセットですとか、台所のセットを購入していま

す。それでわかば愛育園のほうでは、床に上り下り

のあるようなものを並べて、そこを歩いたり、坂を

おりたりするとかというような遊具を購入していま

す。通常の保育の遊びの中で、そういうものを使っ

て感覚、刺激を発達段階のお子さんたちが受けるこ

とによって、成長が促されるというような効果があ

ると思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 災害弱者の要援護者の

マップの件ですけれども、きのうもちょっとお伺い

したのですけれども…… 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、ページ数。 
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○１１番（今村辰義君） 民生のほうで載っている

のですが。ページ。ページはちょっと、一般的な話

で、調べてもわからなかった。多分９７ページだと

思いますね、民生費も載っているから。 

 担当者の方に私の意思が通じればいいのですけれ

ども、災害弱者の要支援マップの話なのですね。書

類のほうはでき上がっていると言いましたね、名簿

の。マップのほうの進捗状況というのが、あるい

は、いつ一たんつくるのか、そこら辺をお伺いした

いというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 災害弱者の関係で、要援護者の支援関連での御質

問でございますが、町のほうで民生児童委員の方々

に高齢者宅を回っていただきまして、災害時に避難

支援をお願いするかどうかというようなことで、確

認行為を行いまして、現在、その集約をまとめまし

て、この後、住民会、それから自主防災組織のほう

にもお話をしまして、個人情報という観点があるも

のですから、お名前と住所と年齢とどのような世帯

か、例えば高齢者のみのお宅なのかどうなのかと。

それから、それ以外の部分で、緊急時の連絡先だと

か、あと避難するときの持ち物ですとか、そういっ

た部分やなんかにつきましては、情報を出す部分を

各住民会、自主防災組織のほうから情報提供の請求

を出していただくときに、個人情報の誓約を出して

いただいて、それから町のほうからそれぞれの住民

会、自主防災組織のほうにお渡しするというような

手はずとして進めているところです。 

 それが終わりましてから、各住民会、自主防災組

織の中で、そういった方々をどなたが避難支援をす

るのかといったことを点で落とすというような作業

に移っていく段階にあるというようなことで御理解

を賜っておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。ありがと

うございます。非常に心強いなと思っております。

防災担当のほうともすり合わせしなければならない

から、個人情報の関係もございます。いろいろな災

害が想定されますけれども、十勝岳なんかもその一

つですよね。だから、やはりこれはなるべく早く

やっておいたほうがいいと思うのですね。その後も

また逐次修正は入ってくると思いますが。 

 先ほどのお話で、おおむねの目安というのですか

ね、いつごろまでにやるのだということもちょっと

質問したのですけれども、いつごろを目安にしてい

るのですかね。完成の目安というのですかね、いつ

ごろまでにまずマップ等をつくるという、時期であ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 マップ自体の作成につきましては、こちらのほう

で情報提供いたしまして、どこにそういう方がおら

れるのかというのを住民会、自主防災組織のほうで

落とすようなことになろうかと思いますので、今

後、１０月なり１１月、そういう情報提供の請求を

受けて、今度、住民会、自主防災組織のほうでそれ

を入手して、どこにこういった方がおられるのかと

いったことを点に落として、ここの方については、

例えばこの方、隣の方が近いので、こういう方が支

援するというようなことで点を落とすというような

作業に移っていこうかと思いますので、やはりそこ

ら辺につきましては、それぞれその自主防災組織で

すとか住民会の検討の度合いによって違ってくるか

とは思うのですが、極力早く進めていただくような

ことで、町のほうからもお話はさせていただきたい

なというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０４ページの子育て支援

センターのことについてお伺いいたしますが、この

成果調書の中でも、育児相談に対する件数というこ

とで、１１４件に上るという形になってきておりま

す。そこの中にはいろいろ育児に対する悩みやら、

その他一般的なことがたくさんあるかというふうに

思います。 

 この子育て支援センターというのは、いろいろ個

別指導もされているかというふうに思います。個別

指導し、モニターで見ながら指導もさらに加えて、

一人の子供に対する支援をどうするのかというよう

な判断も地域の中でされている部分もあるかという

ふうに思いますが、そういった場合における個別

の、例えばＡさんに対する、悩みを持ってこられ

て、そういう指導をされて、なおかつ、個別に対応

するというような保健福祉のほうもかかわってやっ

ているかというふうに思いますが、その指導の流れ

というか、そういった相談を受けた場合、子供さん

に対する、親に対するケアというのはどういう手順

でやられているのかということを、大まかでよろし

いですが、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） 発達支援セン

ターのほうですね。まず、最初は、いろいろな健診
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とかで心配な面があったりということで、まず相談

にいらっしゃいます。そこで相談した中で、個別の

指導をしたほうがいいなということになれば、発達

支援センターに通級してもらうという形になりまし

て、デイサービスのほうを利用することになるので

すけれども、その中で個別指導をしていくのですけ

れども、その指導に当たっては、６カ月に一度、発

達支援会議ということで、この子に対してどういう

指導をしていくかという会議を、保健師ですとか、

幼稚園、保育所に行っているお子さんであれば幼稚

園、保育所の先生も交えたりとか、保護者の方を交

えた中で相談して、この先こういう指導をしていき

ましょうということで、個別指導をしていくような

形になっています。 

 通級に至らない程度の障害というか、グレーゾー

ンと言われているお子さんに関しましては、相談し

て、通級の必要はないけれども、少し経過を見ま

しょうということで、その後、お母さんが必要に応

じてだとか、何カ月後にもう一度相談しましょうと

かというようなことで経過を見ていくような形に

なっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） なかなかこれはすぐその結

果が出るという話でもありませんし、相手があると

いうことなので、そういった意味では、この発達支

援センターの役割というのは、本当に地域にも、ま

た子育てにおいても、重要な役割を担っているのだ

ろうという話ですね。そういう中で、いろいろと改

善される部分、まだ個別指導が必要な部分という形

でやっておられて、やはりこういった支援体制にお

ける、何回も言いますが、職員の配置においても、

職員の体制についても、改善を図る必要があるとい

うふうに思います。 

 確かに、町においては行政改革プランや改善プラ

ンという形の中で、職員定数を減らすという方向の

ウエートを高めていっているという中で、こういっ

たところにこそ、これから障がい児やそういった子

供たちがふえる傾向があるという中で、だれもふえ

てほしくないのですが、やはり一定の職員配置をす

る必要があるというふうに思いますが、この点、町

長でも副町長でもいいのですが、どのように考えて

おられるのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 今、実態については、現場のほうから説明させて

いただいたところであります。 

 もう既に御承知のように、対象者も若干ふえつつ

ございますし、非常に多種多様なケースがございま

すので、それに行政側としても柔軟に対応するため

には、専門的な知識、あるいは経験を持った者を人

材としてしっかり確保しなければならないという認

識を持ってございますので、どういう身分でそうい

う人材を確保したらいいのかについては、喫緊の課

題というふうに認識しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで３款

民生費の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１８ページから１３４ページまでの質疑を行いま

す。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２５ページ、２４から５

にわたってですね。予防接種のところですけれど

も、ここはかなり金額的にふえているのですけれど

も、この内訳を見させてもらいますと、高齢者の肺

炎球菌ワクチン接種費の補助も、それから新型イン

フルエンザワクチン接種、ここの補助、それから、

特に小児任意予防接種費補助が当初１２１万円予算

を組んでおりましたが、１７万５,７００円と１４

％ぐらいしか使われていないということなのですけ

れども、これはどういったことなのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ３番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 予防接種費に関しましては、小児の任意の予防接

種費につきましては、当初、ヒブワクチンですとか

肺炎球菌ワクチンですとか、インフルエンザワクチ

ンとかを含めて予算計上しておりましたけれども、

町では低所得の方を対象にということで計画したの

ですけれども、国のほうのすべての子供に補助制度

をということで補助の制度の体系が変わりましたの

で、その方たちに関しては、新たにヒブワクチンと

小児の肺炎球菌ワクチンのほうで対応させていただ

くというようなことで、対応しております。 

 あと新型インフルエンザのワクチン接種費の補助

に関しましても、負担金補助金のほうで組んでおり

ました部分につきまして、委託契約のほうに移っ

て、国のほうの補助制度の制度変更があった関係

で、当初予算のときと入る科目が変わった関係で大

きく数字の変更になっております。 
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○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そういうのでということで

大体わかりましたけれども、この新型インフルエン

ザワクチンですね、これ、９万２４０円ということ

ですけれども、これは全年齢でやっておりまして、

２７３人ですか、５,０１７回やっておられますけ

れども、全年齢対象にしてやっておられますけれど

も、これであれば、もう少し補助を見てあげてもい

いのではないかなという気がするのですけれども、

そういったお考えはお持ちにならないのかどうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 新型インフ

ルエンザワクチンにつきましては、当初、負担金補

助金のほうは償還払いを受ける方のほうの対応費用

として見ておりまして、そして、実際に高齢者のイ

ンフルエンザとあわせて新型インフルエンザワクチ

ンが実施されましたので、その部分に関しては委託

料のほうで見ているという形で、ちょっとここ、両

方に新型インフルエンザの関係の補助になっており

ます。 

 それで、高齢者のインフルエンザの助成に関しま

しては、１,４９７人が打っておりまして、その中

で新型インフルエンザの助成対象となったのが２７

３人になっています。あと、１５歳から６４歳まで

が８３回、１５歳以下１３４回が新型インフルエン

ザによる助成対象費用ということで、全額の助成対

象になっている方がいらっしゃいます。 

 ちょっと予算の枠組みが移行したためにわかりづ

らくなっているのですけれども、総額としてはそれ

だけの方に助成を行っている状況になっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １２０ページの予防費にか

かわるところなのですが、この成果調書にも載って

おりますように、乳幼児の口腔健診というものを

行っておりまして、ここに衛生士の予算がついてい

るのですけれども、高齢者の口腔健診というものに

関しては、今現在、取り組み状況というのは、行っ

ていないということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 高齢者に関しましては、介護予防事業の一環とし

まして、口腔内の清掃等の支援が必要な方につきま

しては、介護予防の指導対象者として歯科衛生士が

介護保険サービスの枠組みの中で行うという形にな

りまして、保健予防の中での枠組みでは支援を行っ

ていない状況になっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 介護事業のサービスの中で

あることは承知をしているところでございますが、

一般の健診の中で指導をするということは今後も行

わないということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 実は、上富良野町につきましては、早い時期から

歯科衛生士をお願いしまして、それこそ住民健診の

会場の中で、歯科衛生士の個別の指導を行うという

のも１０年から２０年ぐらい実施するような体制で

行ってきていたのですけれども、実際にその実施体

制を担っていただいた方が、ちょっと今後継続が難

しいというお話をいただいた時点で、町内の歯科衛

生士の方々に１年かけてお願いをして、やっと乳幼

児のほうは確保できたという状況になっています。

歯科に関しましては、保健事業の中で歯科対策を行

う方法がいいのか、たくさん町内には歯科医院があ

りますので、その歯科医院との御協力をいただく中

で考えていくのかというのは、もうちょっと考えて

いかないとだめな対策かなというふうに考えており

ます。ちょっと検討が必要な部分だと思っていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 同じ１２５ページ、妊婦の

健康診査費補助のところですが、当初、１２万５,

０００円を見ていたわけですけれども、３万２,０

９０円と。資料１８でちょうだいしております。そ

れでこれを見せてもらいますと、妊娠８週前後で１

０２人ということで、大体、通常は１４回健診を受

けるようにということで、町としても、それら健診

が受けられるようにということで予算づけをしたは

ずなのですが、見せてもらいますと１４回受けてい

らっしゃる方は３３人しかいらっしゃらないという

ことで、これについて課長はどのようにお考えなの

か、ちょっと見解を伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 妊婦健康診

査につきましては、国におきましては、８週、１２

週、１６週というふうに健診の時期が母子保健法の

中で定めておりますので、その時期に健診を行える

ようにということで、町におきましても、１回目か

ら１４回目までの妊婦の健康診査の受診券を発行し

ている状況にあります。 

 そして、人数が後半になるほど減っていく部分に

つきましては、やはり４０週までたどり着かない

で、３６週以降で分娩になる、特に３８週以降で分

娩になる方がふえていくということで、４０週前に

生まれてしまうために回数が、週数によってばらば



― 37 ―

らな状況になっています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２３ページ、がん検診の

ところなのですけれども、乳がん検診、４１歳、４

６歳、５１歳、５６歳というふうになっていると思

いますけれども、調書の中で３２５人とありますけ

れども、どの年代でというのがわかれば教えていた

だきたいと思います。何人ぐらい受けたのかという

のがわかれば。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 年代ごとの

資料がちょっと、手持ちが、もうちょっとお時間い

ただきたいのですけれども、今、１番の佐川委員が

おっしゃっていた５歳刻みの部分につきましては、

乳がんは、平成２２年度はクーポンを使って４２.

３％の方が受けている状況です。４１歳、４６歳、

５１歳、５６歳、６１歳の方の４２.３％の方が受

けているという状況にあります。全体の数字は

ちょっと待っていただいていいですか。済みませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １３１ページ、クリーンセ

ンターの管理費でございますけれども、修繕費とい

うのがありますけれども、ちょっと済みません、委

託料のほうなのですけれども、２１年度の決算では

７４２万円、２０年度で７４０万円というふうに

なっているのですけれども、毎年大体同じような金

額で決められているようなのですけれども、少し安

くなるというか、そういうことは可能なものか、決

まってしまっているものなのかというのが一つ。 

 それと、最終処分場の重機借り上げというのがそ

の下のほうにありますけれども、これで２０年度は

４万７,２５０円でしたが、急に上がってきている

のですけれども、これの理由についてもちょっと伺

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １番佐川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、委託料につきましては、３年間の長期継続

契約を行ってございます。そういう結果で毎年多少

なりとも金額が変わってございます。 

 それと最終処分場の重機借り上げなのですが、最

終処分場の飛散防止用の木柱をそれぞれ毎年毎年計

画的な補修をしております。建設から１２年経過し

まして、木柱ですので腐食しまして、それを電気屋

さんの建柱車をお借りしまして、現場で職員が入る

と。そのときに、木柱の場合であれば、建柱車だけ

お借りしておりますが、最終処分場の上のほうに行

きますと、建柱車が入りませんので、小さなミニ

ショベルをお借りしております。それで昨年と若干

の金額の差異があるということで御理解をお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ３年契約というふうに今伺

いましたけれども、この次、契約時はいつになるの

か、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １番佐川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今年度、２３年度から、長期継続をまたことしの

３月に入札を行いまして、２３年度から５年間の長

期継続契約を結んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 金額的には例年と同じよう

な金額でということになったのでしょうか、その辺

もちょっと伺いたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） 金額につきまし

ては、こういう御時世の部分でそれぞれ職員給与費

の見直しとか、その企業でやっておりますので、大

体増にはなってございません。横並び、あるいは微

減。また、その長期継続契約の中につきましては、

ダイオキシン対策という試験も入れておりますの

で、そういう形で若干の変動があることを御理解い

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） それから、その上のほうに

修繕料というのがあるのですけれども、他町村から

の受け入れの部分もあって、Ａ炉、Ｂ炉、稼働が結

構きつくなってきているのではないかなというふう

に思っているのですが、この修繕料の展望という

か、どんなふうに考えていっているのか、その辺も

伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １番佐川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 クリーンセンター、この修繕につきましては、中

間処理施設、今、佐川委員が御指摘されました焼却

炉の補修の関係が主なものでございます。 

 沿線自治体と共同でやってございますので、負担

割につきましては、当然ながら、自治体それぞれに

通知をいたしまして、今年度から、２３年度から１

０カ年の修繕計画をそれぞれ自治体のほうに説明さ

せていただきまして、計画的な修繕のほうについて



― 38 ―

は入らせていただいております。 

 稼働時間につきましては、Ａ焼却炉、Ｂ焼却炉、

それぞれ平均的に年間時間、２万７,０００時間の

稼働を行っているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １番佐川委

員の御質問にお答えいたします。 

 先ほどの乳がん検診の年代別の受診状況につきま

してですが、４０代が１１８人、５０代が８６人、

６０代が９０人、残りが７０代となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今伺ったところなのですけ

れども、２０代、３０代について、今後どんなよう

な考えを持たれているのか。このままの経過でいく

予定でいるのか、その辺をちょっと伺いたいと思い

ます。若年齢化してきている実態がありますので。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 乳がんにつ

きましては、若干、年代が下がってきているという

実態はあるのですけれども、さまざまな実施方法を

検討しなければいけない検診でもあるのですね。 

 例えば、２０代、３０代で乳腺の写真を撮ったと

して、非常に乳腺が発達している時期で、見落とし

のリスクも非常に高くなるということがありますの

で、検診を行う方法としては、マンモグラフィーは

優先ではなく、超音波が優先になるかと思います。

その超音波をかける時期も、やはり乳腺の状況に応

じたかけ方というのを考えていかなければいけない

と思いますので、それが集団検診という固定した形

で実施できるのか、それとも、やはりリスクのある

場合の医療機関での受け方を優先させたほうがいい

のかとか、定期的に２年に１回マンモグラフィーの

写真を撮るよりも違う方法での実施方法というのも

考えていかなければいけない部分もあるということ

で、今の段階につきましては、もう少しその専門部

会なり国の指針なりをもう少し見きわめてから、次

の町の対策としての体制を考えるほうが望ましいの

ではないかというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２７ページなのですが、

地域新エネルギービジョンの策定４２０万円という

のがございます。これに関しましては、策定委員の

人たちも含めて、町も今年度いろいろな実施をして

いただきました。ＬＥＤも含めてリフォーム助成で

すか、いろいろやったのですけれども、当初、たし

か６４０万円ぐらいだったと思いますが、これ、少

なくなりまして、この中でセミナーだとかワーク

ショップとか、いろいろなことも含めて策定書もで

きましたけれども、この金額が少なくなったことの

要因と、それからもう一つは、今年度も順調に進ん

でいるのですけれども、その進み方と来年度に向

け、また今後に向けて、こういう補助の部分が検討

できるようなものがあるのかどうか、そこら辺も

ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １番佐川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 新エネルギービジョンの策定につきましては、通

称ＮＥＤＯさんの補助を１００％いただくという形

で年度当初予定していたものが、相手側の公募した

結果、それぞれの金額が少なくなりました。そのこ

とによって中身が軽々なものになってはいけないと

いう思いもありまして、製本する部分で少し落とさ

せていただいて実施をしてございますので、中身に

ついては、当初６４０万円の申請の中身をクリアし

まして、製品的な提出のそういう図書とか、そうい

うものについて変更させていただいておりますこと

を御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） １番佐川委員の後

段の質問ですが、委員おっしゃるとおり、ことしか

らＬＥＤであるとか、住宅リフォーム等の新エネル

ギー機器等の導入ということで、本年度から３カ年

の予定で実施しているところでございます。 

 ことしの予算につきましては、もう既に御存じの

とおりだと思いますが、来年度につきましても、今

どれだけの需要があるのかということで事前に調査

もいたしまして、予算要求して、３カ年間の中で、

この実績を踏まえた中で、何が有効的な施策なの

か、また検討して、今後の対策を講じてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３１ページのクリーンセ

ンターの部分にかかわるところでございます。負担

金補助金及び交付金というところで、例年いつも出

ている金額なのですけれども、一般廃棄物処理施設

設置地区連絡協議会負担金１００万円とあります

が、これについて若干御質問させていただきます。 

 数年前も質問させていただいたときの理事者の方

は、在任期間中はずっと出し続けるという御返答を

いただいた記憶がありますが、炉の状況によって、

一部ちょっとダイオキシン等々が出たときがありま

して、風評被害等で地区の方に御迷惑をかけた経過

があったという事実もありますが、もう既にそれか

ら経過年も随分過ぎておりますし、町民すべてが、

その地区の人も含めてごみをたくさん出している方
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について応分の負担を求めるという原則の中で、も

うそろそろこの部分に関してはいかがなものかなと

いうふうに考えておりますが、いかがでございま

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の一

般廃棄物処理施設設置地区連絡協議会負担金という

ことでございますが、委員が今おっしゃったとお

り、数年前の当時も、当分の間は減額しないという

ことのお答えをしていたのではないかと記憶してお

りますが、現状的にはまだ当時の状況とも変わって

いないと私も思っておりますので、今のところ、減

額の予定というのは、私自身の中では考えていない

ところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、課長おっしゃったよう

に当分の間、当分の間が何年間なのかというのは課

長の判断なのか、町長、副町長、理事者の判断なの

か、ちょっとわかりませんが、この間、各住民会に

おかれましてもさまざまなごみの分別、それから軽

減化に携わることにクリーン推進委員を置かれた

り、また、地区によっては町内会長さん、また住民

会長さんを中心として鋭意努力をされている経緯が

あります。もちろんクリーンセンターを有する地区

の皆様には、トラックが通ったり、それから周囲の

におい、騒音等の被害も、それは心情的に私も理解

するところでございますが、やはり２５ある住民会

すべてが町全体のごみの問題で取り組んでおります

ので、一地域に限定されることではなく、やはりそ

れは住民の努力の結果として、公平にそれぞれの地

域にも分配すべきではないかというふうに考えます

が、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、担当課長のほうからも説明申し上げましたよ

うに、ある意味では、ある種の迷惑施設をあの地域

で受け入れしてくれているということでございまし

て、今、委員のほうからも話ありましたように、

いっときダイオキシンが町独自の規制値を超えたと

いうような経過もありまして、非常に風評被害等の

問題で地元の方に御心配をかけたところでありま

す。 

 あそこの施設の開設当初から、いずれにしても迷

惑施設の受け入れに御理解をいただき、行政なり、

町全体でそこに誘致をいただくということについて

合意形成をした、そういう経過を踏まえると、これ

からあそこには焼却施設と、それから併設して最終

処分場もございますので、そういう施設が不用にな

る、もしくはあの地からなくなるというようなこと

があれば別ですけれども、そういうことがない限り

は、今のところ町としては、合意形成をしっかり踏

まえて、町のほうから金額のありようについても、

この１００万円でいいのか、１００万円以内でいい

のかどうかわかりませんが、そういう積み重ねをし

てきた皆さんとの合意をしっかり尊重する要素も十

分にあるということを踏まえて、今、担当課のほう

から申し上げましたように、この状況をまた引き続

き将来に向けて見守っていくということが妥当かな

というふうに認識をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） では、質問の仕方を変えさ

せていただきます。 

 私も、何も、本当に町民全員が出したごみをあそ

この地域の方が引き受け場所として誘致していただ

いたことには、もちろん感謝と敬意を表する一人で

ございますし、それがあって当然だろうというふう

には私も認識はしておりません。やはり何らかの迷

惑料というものは必要だというふうには考えており

ますが、もう随分長い間この金額というのは固定さ

れているように思っておりますし、一方で他町村、

この沿線からも金額にして約４,２００万円の一般

ごみを受け入れているという段階で、この１００万

円に関しては恐らく一財のほうから出ていると思わ

れますが、他町村からの負担金とかというものはこ

の中には入っていないのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） 金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 １００万円の中で、他市町村の自治体からの負担

については入ってございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 現在、病院の産婦人科の部

分についても応分の負担というものを自治体で分け

合っている状況にある中においては、当然、迷惑料

ということが適切かどうか別として、迷惑をかけて

いる地域に上富良野町だけでこの部分を補てんする

ということではなく、当然受け入れをしている自治

体の皆さんから応分の負担を求めるべきというふう

に考えますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） 金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 他市町村のごみにつきましては、受け入れる際に

道路整備などの負担をいただいてございます。そう

いう形で、当初入った形をとらせていただいていま

すので、この１００万円につきましては、今現在、
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町のほうで進めている分別の中で、まだ１００％分

別がしっかりできていない部分、そういうものも含

めて迷惑という形で、町の部分として１００万円の

積算をさせていただいているところですので、そう

いった意味で御理解をいただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分別できているかできてい

ないかというのは、こちら側の問題になることで

あって、受け入れのいわゆる目的ですよね、道路の

部分に使ったりとかというのもわかるのですけれど

も、実際、直接一番影響をこうむっているところに

対して払っているのであれば、当然その部分も中に

入っていってしかるべきだと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えしますけれども、今、町外から

の粗大ごみ、一部、一般ごみも受け入れているのが

実態でございまして、それらを処理する、直接かか

るコストについては、試算をしまして、係る応分の

負担をごみ処理の量に応じて負担をしていただいて

いる実態にございます。 

 ただ、今、委員のほうから発言あるように、こう

いう要素の費用については、そういう排出者のほう

に、もしくは自治体に転嫁をしてございません。開

設当初、町と地域とが合意をしたものについて、後

で入ってきた方々というか自治体に、そういう費用

を転嫁していないのが実態でございます。 

 たまたま、ちょっと私の記憶が正確でなければま

た担当のほうから訂正の発言あるかと思いますけれ

ども、富良野の環境衛生組合時代から施設を新築し

て、富良野でもいろいろとそれ以前に市独自で対応

していたものと、それから広域処理することになっ

て、そういうスタートを機に、一定の期間、そうい

う関係の自治体も費用負担をお願いしたいというよ

うなお話もありましたが、私どものほうは、最初か

らそういう仕組みをずっと今まで継続していますの

で、受け入れの状況が変わりましたけれども、その

段階で転嫁することが妥当かどうかわかりません

が、転嫁しないことがより妥当かなという感じで、

転嫁していないのが実態でございますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 金子委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） では、確認なのですけれど

も、今後においても、まず他町村から、この交付金

に対しての応分の負担を求めない考えであるという

ことと、この金額に対しても、まだ当分の間はこの

金額で進めていくという御回答というふうに理解し

てよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ただいまの御質問であり

ますけれども、まだ向山町長とこの課題について

突っ込んだ議論をしてございませんが、町長もそう

いう発言があるというのは、こういう場を通じまし

て耳にしてございますので、今、さらに御意見をい

ただきましたが、今後どうするかについては、今回

の御発言も含めて慎重に協議をしながら、ありよう

をしっかり定めていくというか、継続するのか、継

続しないのかも含めて判断すべきものというふうに

認識しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 関連で、ちょっと御質問させ

ていただきます。 

 この地域というのは、住民会地域全体をおっ

しゃっているのか、それとも部分的な部分なのか、

そこからお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ８番谷委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 構成につきましては、その地域で農業を営んでい

る世帯でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） そこに住まわれて農業を営ん

でいる方というふうに限定されていると理解してい

いのですか。では、通いでつくられている方はどう

なるのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ８番谷委員の御

質問にお答えします。 

 夏場、そちらのほうに行って、町のほうに住宅を

持っていらっしゃる方もいますけれども、その方も

会員のお一人です。冬は町にいて、夏場忙しいとき

は、その地区に住まわれているということでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 私の聞いているのは、ほかの

地域からそちらに農地を求めて持っていられる方お

るでしょう。そこに農地を持っている人は対象外な

のか。全体でいただいた１００万円のお金について

は、飲んで食おうと焼いて食おうとどうでもいいの

だろうけれども、私が知ったことでないのだけれど

も、そういう人方も対象として、先ほど風評被害が

何年か前にあったというような話もありましたね。

それは地域の方でなくて、ほかの地域から農地を求

めて、今広域的に農地を持っていますから、おられ

るのですよ。そういう人方は対象になっているの
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か、なっていないのか。その構成員の中に入ってい

るのか、入っていないのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ８番谷委員の、一

般廃棄物処理施設設置地区連絡協議会の構成メン

バーですが、いわゆる日新地区の住民会組織がこの

組織と統一になっておりますので、今、担当主幹が

申し上げたとおり、通いの人もいらっしゃいます

が、その他の地区からの通いで行っている人たち

は、この協議会の中には入っていない状況にござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） その説明では、いかにも不公

平ではないですかね。例えば風評被害があって、そ

の地域の方だけが風評被害をこうむったというわけ

ではないのですよ。そこの農地全体が風評被害をこ

うむったことになるでしょう。それはどういうふう

にお考えですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ８番谷委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど、クリーンセンターが平成１１年の４月か

ら稼働する際には、生ごみもそこで燃やして、にお

い、それとかハエとか、そういうものの環境の部分

ということで、その地域に住んでいらっしゃる方に

対することで協議会に対する負担をしているもので

ございますので、他地域の通いの部分については、

この協議会についての負担には入れてございませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 理屈に合わない答弁してもだ

めなのだ。先ほど、町に住んでいる方も地域に農地

があって、日新地区の住民会として登録してあっ

て、町に住んでいる方も対象ですよと答弁している

でしょう。それ、同じことではないですか。ほかの

地域から農地を求めている人、同じことでしょう。 

理屈は。そういうちんぷんかんぷんな答弁してもだ

めなのだ。整合性のある答弁して。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ８番谷委員の御質

問です。先ほど言ったように、日新住民会というこ

とで、その組織とここがイコールでありまして、そ

の日新住民会の中に、町から通っている人たちもい

らっしゃると。それから、夏場だけこちらに住まわ

れて耕作している方もいらっしゃるということで、

他地域の人が通って云々ではなくて、日新住民会の

構成メンバーとこの連絡協議会の受益者が一致して

いるということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） しつこいようだけれども、そ

の辺はやっぱり改善していくという余地が私はある

と思うのですよね。夏は地域に住んで、冬は町場に

住んでいる。これは当たり前のことですよ、農家

やっているのだから。そういう人もおる。ほかの地

域にもおられますよ。夏場はその地域に住んで農作

業をやって、冬期間については町にセカンドハウス

的なものを持たれて、そこで生活されている。同じ

でしょう。それ、ほかの人も同じなのです。だか

ら、地域だけが被害をこうむるとか、風評被害があ

るとかというものではないから、今まではそうで

あったにしても、これから改善していくという余地

はないのかあるのか。考えがあるのかないのか。そ

の辺、伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 先ほど金子委員にも御発言させていただきました

ように、今後のあり方については、御意見もちょう

だいしていますので、それらを含めてどういうあり

方がいいのかについては十分検討させていただきた

いと思います。 

 もう１点、つけ加えておきますけれども、記憶が

正しくなければ、担当のほうからまた発言あるかと

思いますけれども、風評被害については、いっとき

ダイオキシンの測定値が上がりましたことから、非

常に地元というか、日新のあの近隣で生活されてい

る方を中心に、いろいろと危惧する御発言がござい

ました。かといって、あの施設を他に移すようなこ

ともできませんので、そういう合意の一つの方法と

して、そういう助成の額を増額した経過もいっとき

ございました。それも一つのお互いの知恵、合意の

形成の一つでございますので、御理解いただいてい

ると思いますが、それがなくなった今後について、

金額の水準や、今いろいろな意見をいただきました

ので、そういうことを踏まえたありようについては

十分議論を行政内部でもさせていただきたいという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 谷委員、よろしいです

か。 

 それでは、１１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １２９ページの墓地管理

ですけれども、中央、東中の墓地の草刈り等の作業

ということで、金額が書いてございますけれども、

この草刈り等の作業というのは、具体的にどこをど

ういう目的で刈っているのかをお聞きしたいと思い

ます。 
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○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １１番今村委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 中央共同墓地と東中の墓地の２カ所でございます

が、中央共同墓地につきましては、全面、葬斎場か

ら上の墓地、１０年に造成した全面の部分の草刈り

をしまして、草を集めております。それと東中につ

きましては、地域住民の方にお願いしまして、あそ

こも同じように町のほうで管理している部分の墓地

の中の伸びた雑草を刈り払い機で刈っていただいて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 要は、それぞれの墓地を

持っていますよね。それ以外の共用的なところ、そ

ういったところを刈っているというふうな認識でよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） 共用部分はもち

ろんですが、まだ建てていないところで伸び放題の

ところにつきましても、ほかのお参りのお客さんの

ほうについて迷惑ですので、草については刈り払い

機を使って刈り取っているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。日本人と

いうのは先祖の霊を奉る民族でございます。通年を

通してお墓参りをやっていますよね。私がこれから

聞きたいのは冬の話なのです。夏、共用の部分だと

か草刈りやりますよね。冬は雪が降ります。おじい

ちゃんもおばあちゃんもお墓参りに行くわけです

よ。除雪の話なのですね。夏場はそういう草刈りを

やるという考えがあるのでございましたら、冬は除

雪をやるべきだろうと思うのですけれども、現在、

実際にやっておらないというのはわかっています。

なぜやらないのか、その理由をお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １１番今村委員

の御質問にお答えさせていただきますが、委員、今

言われたとおり、冬場は除雪車を入れてございませ

ん。冬もお参りをされる方はいらっしゃいます。そ

の際は、葬斎場が３６５日管理をさせていただいて

いますので、そこの管理人さんと歩いて跡をつけた

りとかしておりますけれども、車両については、随

時入っていく部分ではございませんので、お客さん

がそういるわけでございませんので、あくまでも葬

斎場までを重機であけまして、それ以降につきまし

ては、除雪をしていない、行きどまり道路、目的が

そのお墓ということだけの部分でありますので、奥

に住んでいらっしゃる方とかございませんので、今

のところは、冬場については除雪を考えてございま

せん。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私が言っているのは、除

雪を一部やっているのはわかりましたけれども、共

用的なところですね、もしやっていなかったら、奥

のほうの人は全部やらなければいけないわけです

よ。実際にそういうお話も聞いているわけです。 

 今の答弁からいきますと、夏場は草刈り等はやる

のだと。冬のお墓参りについては、町は除雪はやら

ないと。今後もそれぞれのお墓参りの方は、自分で

除雪をやりながらお墓参りをやってほしいという、

町の考え方はこういうことでよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問ですが、先ほど言いましたように、除雪は葬

斎場までということで、その奥がお墓、共同墓地が

ございます。今言ったように冬期間の除雪作業をし

ていないということで、特に草刈りにつきまして

も、お盆の時期がございます。それからお彼岸の時

期が。お墓参りする時期というのも、やはり時期的

に定まっているものもございます。草刈り業務につ

きましては、夏場でありまして、お盆の時期に皆さ

んが気持ちよくお参りができるようにということで

実施しているところでございまして、冬場の、それ

ぞれ個別に御命日があると思いますが、それに合わ

せての除雪となると大変困難な状況でもありますの

で、通常、皆さんが共通してお参りする時期の対応

ということで今進めているところでございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １１９ページなのですけれ

ども、地域センターの、先ほど同僚委員からもお話

ありましたけれども、産婦人科医の件で出てきてい

ますけれども、協会病院におきましては、何か２名

体制の婦人科医で今後いくような形だという情報を

受けているのですけれども、その２名に関しまし

て、今後の動きとして、また、この負担がふえてい

くものなのか、そんなような情報はどんなふうに

伺っているのか、何かわかりますでしょうか。そこ

ら辺を伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １０月に入

りまして、富良野協会病院のほうに旭川厚生病院で

産婦人科をされておりました先生が着任されたとい
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うことで、現在２名体制で診療は行われている状況

にあります。 

 現在のところ、こちらのほうが確認している状況

では、今年度につきましては、産婦人科医師の費用

については負担はしますけれども、来年度以降につ

いてはなくなるだろうということで話を聞いている

段階です。 

 ただ、ちょっとそこに関しまして、また確実な情

報が入りましたらお知らせしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） この款に関して、ほか

にございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２９ページの墓地の管理

の件なのですが、墓地の間仕切り、通路があります

よね。通路が比較的でこぼこであったり、削れてい

たりする部分が、全部とは言いませんが、やはり水

の流れが、雨降ったときにちょっと側溝みたいなの

があれば、流れなくても済むというような現状も見

受けられますので、そういった意味で、この維持管

理の部分でもうちょっと予算をふやしながら、全体

のそういった悪い通路だとか、そういったものも

やっぱりきちっと整備する必要があるのではないか

なというふうな気がするのですが、この点をお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ４番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 墓地の管理用道路の部分の、ことし水害等ありま

して、昨年もそうなのですが、水の流れる道等々が

できましたので、都度、雨の降った折には現場のほ

うへ行きまして、可能な限り、自分たちの自営で整

備してございます。 

 また、これからも同じように、本職の業者さんが

やったようにはいきませんけれども、砂利を入れた

りして管理はしていきたいと思いますので、御理解

をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 一般廃棄物の、いわゆる有

料化という形の中でごみの収集が行われておりま

す。成果表の中にも、一般ごみの指定袋４５リッ

ターで１３万５,０００枚、３０リッターで６万枚

という形で販売もされているかというふうに思いま

す。 

 近年、高齢者の方がふえたりだとかして、前回も

こういった問題に対して質問いたしましたけれど

も、やはり袋を小さくしてほしいというような声が

聞かれますが、なかなかそういった部分での対策と

いうのが見受けられませんが、そういった部分につ

いてはいろいろ条例の見直しや経費等のかかわり合

いもあるかというふうに思いますが、可能であれ

ば、そういったものも対策の中に必要ではないかな

というふうに思いますが、この点、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ４番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ごみ袋につきましては、一般可燃ごみ、それと生

ごみ、よく御意見いただくのは生ごみのほうでござ

いますが、生ごみのほうにつきましては、この５市

町村で富良野地区環境衛生組合さんのほうに入れて

ございます。 

 生ごみ自体の袋につきましては、メーカーがつ

くっておりますので、今残っている大きい袋が販売

されないままいくと、またメーカー側の負担がある

ということで、足踏みしてございますが、今、試作

品ができまして、市場のほうに流れていくような形

になってございます。 

 生ごみはそういう形で、小さい袋が出ていき出し

ておりますが、一般可燃ごみにつきましては、４５

リットルと３０リットルと。委員御指摘のありま

す、２人家族でいけば３０リットルも結構時間がか

かるよということを言われております。袋につきま

しては、製造部分が十二、三円程度でございますの

で、町のほうでつくっているものでございますの

で、今言われました４５リットル、３０リットル、

あるいは２５リットル、２０リットルですか、そう

いうものはこれからのごみの有料化の中で、いわゆ

る負担金の関係で、担当のほうでこれからも整理し

ていこうと思っていますので、御理解をお願いした

いと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あわせてお伺いしたいの

は、いわゆる生ごみ関係の件で、町の中は収集体制

は整っておりますが、町外になると、収集体制とい

うのはありません。そういう収集体制を整えるとな

ると、いろいろと伴うものが出てくるかというふう

に思います。農家とはいえ、ごみをきちっと収集し

てほしいという地域も一定程度ありますので、そう

いったものも含めて、可能なものかどうかというと

ころでちょっと検討できるようであれば、すぐには

ならないかというふうに思いますが、その点、お伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の生
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ごみの収集についてですが、今、市街地の生ごみに

つきましては収集業務を行っておりますが、郡部に

おけます生ごみにつきましては、以前からコンポス

トの補助をしたり、畑、堆肥場等が農家の人はたく

さんあるということで、それで対応していただくと

いうことで進めてきたところでございます。 

 確かに、最近は非農家の方もふえてきている状況

にもあるかと思いますが、その実態等も把握しなが

ら、今後の研究課題として取り組んで、実施できる

ものなのか、費用対効果もあります。その部分も含

めまして、なかなか費用のかかることですので、実

施というのが厳しいものもあると思いますので、た

だ、こちらとしては、どのような状況なのかという

ことの実態だけは調査すべきだと考えているところ

です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○４番（米沢義英君） はい。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで４款

の衛生費の質疑を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開時間を２時４５分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時２７分 休憩 

午後 ２時４４分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 次に、日程では５款、６款が一括して質疑となっ

ておりますが、説明員の都合上、５款のみの質疑と

させていただきたいと思いますけれども、よろしい

ですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、次に、５款

労働費の１３４ページから１４１ページまでの質疑

を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １３９ページ、国の緊急雇

用創出事業ということで、２名雇用しまして、観光

特産品の開発事業を行ったわけでございますが、商

工会としても上富良野ブランドということで、ビー

ンズカレー、朝めざめのカレーですか、こういった

ものを開発されたということを聞いておりますけれ

ども、これが、売れ行きが大変悪いのだそうで、そ

れで、行政として、その売り上げに協力する気はな

いかどうか。また、今度はコロッケを何か開発する

というようなことも聞いておりますけれども、この

点についてどうでしょうか、お尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 今の特産品の絡みで、商工会が開発しております

ポーク＆ビーンズカレー、レトルトカレーでござい

ますけれども、これにつきましては、基本的には全

国商工会連合会のほうからの助成金をいただいた中

で、２２年度におきましては１００％助成をいただ

いているというふうに私どもは聞いてございます。 

 そうした中で、開発等についてもちょっと町が絡

むというよりも、商工会さん独自の事業ということ

で私どももとらえておりますので。 

 ただ、利用の際等々については、当然観光事業の

中で、オータムフェストですとか、さまざまなイベ

ントの中でも活用はさせていただいてございますけ

れども、深くかかわっているというようなことはご

ざいませんので、まず、この辺のところも御理解を

いただければと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） これは、商工会は商工会さ

んで考えてほしいというような意向なのですか。そ

のかかわりは、今後についてはあまりしていかな

い。款が違うから、あれですか。それではまた、後

で。済みません。 

○委員長（長谷川徳行君） 課長、うちの事業では

ないということで、もう一回。はっきり。 

○産業振興課長（前田 満君） 基本的には、町の

補助の対象事業でもございませんし、商工会さん独

自の事業であるということで御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １３９ページの緊急雇用創

出事業の中の商店街空き店舗及び商店街の現況調査

について、この結果について詳細に御報告を願いた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ９番岩崎委員の

緊急雇用に伴います商店街空き店舗及び商店街現況

調査の報告に対して答弁をさせていただきたいと思

います。 

 この事業につきましては、７月１日から１２月３

１日まで調査期間がございまして、臨時職員１名を

雇いまして、町にあります商店街の空き店舗、さら

には空き地の現況調査を行ったところでございま

す。 
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 ざっくりではございますけれども、内容につきま

しては、店舗の状況でございますけれども、宅地と

店舗が一体化になっているというようなことから、

非常に今後の対応が厳しいというような報告も受け

てございますし、また、店舗の所有者につきまして

も高齢化が進んでいるというようなことから、なか

なか今後の対応についても厳しいのではないかとい

うような報告書をいただいているところでございま

す。 

 簡単でありますが、以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） そういう事業でもって調査

を行ったということでございますけれども、調査の

結果について、内容で報告できる部分があったら、

その空き店舗とか空き地の数とか。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員、ここの

説明だけでよろしいですか。今、説明だけでわかり

ますか。資料か何か要りますか。本当はあれですけ

れども、多分今言ってもなかなか全容がわからない

と思いますから、後からもしあれでしたら。 

 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ９番岩崎委員の

空き店舗の関係につきましてお答えさせていただき

ます。 

 空き店舗の数、さらには空き地の数につきまして

は、今ちょっと資料が手元にございませんので、後

ほど答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 後ほど報告していただける

ということで、そこで、経営の意向調査も一緒にや

られているのでしょう。何かちょっとこれを見ます

と。そういう部分についてもわかれば、お願いした

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ９番岩崎委員の

御質問にお答えします。 

 意向調査ということで、今後継続するかしない

か、そういったことを確認して、今後その店舗を売

り払う気持ちがあるのか、また、人に譲り渡す気持

ちがあるのか、そういった調査を実施させていただ

いているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 岩崎委員、よろしいで

すか。 

○９番（岩崎治男君） ええ、後ほどということで

了解です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 同じページの一番下です

ね。かみふらの「冬の食と温泉体験観光」なんてテ

レビドラマの題名みたいな感じですけれども、これ

の成果についてお聞きしたいのですけれども、成果

ですね、いろいろあると思いますけれども。 

 まず、雇用が１１名と資料になっていますよね。

これは、最終的にはどのようになったのか。主とし

て聞きたいのは、上富の人間が入っているのかどう

かも含めて聞きたいのですけれども、まず、この雇

用についてはどうなりましたか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ただいまも緊急

雇用の関係でございます。冬の食と温泉体験観光の

雇用の関係かと思いますけれども、１１名、既存も

含めて雇用させていただいておりますけれども、富

良野、旭川で募集したところ、地元からなかなかい

なかったというようなことから、実際には旭川のほ

うからの雇用ということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 旭川のほうから雇用した

と。非常に残念ですけれども、仕方ないですね。 

 それで、延べ４８９人の方がこれに参加してきた

のですかね、何か違うのですか。成果報告書の３５

ページの４８９延べ人日というのは何ですか、こ

れ。そこから。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １１番今村委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 これにつきましては、１１人が雇用日数を掛けた

数字が延べ日数となって、４８９日ということで記

載しているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。そうした

ら、この事業で、上富の食と観光ツアーに来られ

た、その他の人の数というのはわかるのですか。要

するに、実際に来てくれた人たち。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １１番今村委員

の御質問にお答えします。 

 ４つのモニターを設定しまして、ツアーに参加し

ていただいた方、全部で大人が６２名、それと子供

が６名ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。せっかく
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こういう事業をやられたわけですから、今後という

か、もう２２年度は終わっていますから、この事業

によって、あるいは、例えば定住移住に結びついた

とか、今後そういう動きがありそうだとか、そうい

う観点から見たらどうですか。そういう方はおられ

ますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 この冬の食と温泉体験観光のモニターの結果等々

も踏まえて、今後においても、観光協会、それから

町とあわせて、冬に対する、我々の気づかない点、

私も生まれてからずっと上富良野に住んでいる中

で、先ほど移住、定住の中でもお話も出ましたよう

に、本当に私どもが気づかない点、そういう部分も

含めて、まず気づかされた部分、それから、これは

宿泊を伴う体験ツアーでありますので、それぞれの

旅館での通常のサービスの中で、どこが足りなく

て、どこがよくて、そういう部分も気づかされてい

る部分がございますので、そういうものも大いに参

考にしながら、今後の観光事業の中で、当然温泉も

含めて、冬も含めて、活用できるものがないかも含

めて、今後の検討材料ということで、今後に向けて

の話し合い等については、また観光協会等とも進め

ていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の１３５ページの緊急

雇用の成果表の中ですが、非常に使いやすいものと

使いづらいという形で、国の交付金ですから、仕方

ない部分もあるのかもしれませんが、雇用人数は３

３人という形で、これは総体的にいえば、町内と町

外という形になれば、内訳ですね、聞いていなかっ

たと思うのですが、どういうような内訳になります

か、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 雇用の形態等につきましては、基本的に、私ども

もいろいろな事業を進めていく中では、地元の方と

いうのを一つのキーワードにはしてございました。

ただ、先ほど申し上げましたように、冬の食と温泉

体験観光、この部分については、実はこれもハロー

ワークの旭川管内だけではなく、当然、私ども上富

良野町が属しています富良野管内のほうにも募集を

かけていただいた中で、できれば地元ということで

お願いをしていたのですけれども、基本的にはなく

て、この部分だけはどうしても旭川から雇用になっ

ております。その他については、基本的には地元の

上富良野の方を雇用させていただいているというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２２名が地元雇用という形

になっておりますが、それで次にお伺いしたいの

は、上富良野の温泉体験観光という形で、それぞれ

のデータは成果表として一定部分あると思います

が、これは何らかの形で提供していただきたいと思

います。 

 これは、単に雇用だけの話ではなくて、やはり雇

用促進と同時に上富良野町の観光のあり方を見直す

ということが原点に当初はあったかという説明があ

りました。それで非常に大事なことであって、そう

いうもとに、どういう上富良野の観光のあり方が、

これから利用する側、観光客のニーズに合ったもの

にしていくのかという立場からの、雇用と同時に一

方で求められているものだというふうに思います

が、そういう観点から、接客のマナーの問題だと

か、いろいろ出てきたのだと思いますが、もう少し

詳しくそこら辺、知らせていただきたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 具体的な報告書の中身等でございますけれども、

４つのモニターツアーを実施した中で、それぞれ皆

さん１泊、温泉につかっていったわけなのですが、

その夜、皆さんと懇談を実はいたしまして、それぞ

れいろいろな御意見をいただきました。 

 その一例をちょっと言わせていただきますと、

「上富良野というネーミングがなかなか行き渡って

いない」、あるいは「町に入ってくるときの標識が

足りない」「もっともっとＰＲしたらいいのではな

いか」等々、忌憚のない意見を十分いただきまし

て、なるほどなというようなこともありますので、

その辺、今後に向けまして、さらに十勝岳の旅館組

合と、あるいは観光協会等も、この報告書をみんな

で認識し合い、今後の対応に向けていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解を賜っておきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう貴重な体験ツアー

の中でいろいろな声が出されております。今、部分

的ではありますけれども、素朴な利用者の意見とし

て、やはりそれは率直に耳を傾けるべき内容だと思

います。 
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 観光特産品開発事業という形で、ラベニューです

か、リキュール。これも東海大学の学生さんでしょ

うかね、ラベルだとかいろいろな形で開発したとい

うことでありますが、こういうものも商品化に向け

ていろいろと模索している部分だと思いますが、私

の言いたいのは、単に雇用だけではなくて、これが

さらにどういう形になるかは別としても、やっぱり

地域でいろいろな関係者と話し合いながら、これを

生かす取り組みがなければ、ただ雇用しただけで終

わってはならない話だというふうに思うのですが、

この点は今年度から手がけている部分もあるかとい

うふうに思いますが、こういった部分についてお伺

いしていきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 今、特産品等の開発事業につきましても、委員御

指摘のとおり、東海大学ですとか、あるいは奈良県

の北岡商店さん等々の御協力をいただきながら、観

光協会が中心となって進めていただいた事業であり

ます。 

 結果として、基本的には、委員も御存じのように

ラベニューという商品開発をして、リキュール、当

然お酒でありますので、なかなか観光協会で販売で

きない部分がございます。酒類の販売認可等の制約

もございます。ただ、町内の商店でも取り扱ってい

ただきながら、あるいは、町でお土産等に使う場合

に利用していったり、そういう部分では、利用につ

いても今後図っていきたいなというふうに考えてご

ざいます。 

 こういう大学と一般の商店主さんと町の関係機関

とのつながり、そういう部分も含めて今後大いに活

用できればなというふうに考えてございますので、

御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今、担当課長もおっしゃっ

たように、こういう開発したものですから、ほかの

地域でもいろいろ、上富良野でいえば豚肉やらいろ

いろな農作物があります。そういうものと結びつけ

た中で、この商品を浮き上がらせるような、そう

いった戦略をきっちり示さないと、前のお酒もそう

なのですが、もっとこれも生かし方をいろいろと工

夫するということが大事だと。 

 上富良野は、つくったはいいけれども、努力はし

ているのですよ、その努力がちょっとなかなか結び

つかないというジレンマがあって、その努力を

ちょっともう少し変えてみるだとか、移住、定住で

もプロジェクトを立ち上げて、その定住者との協議

会をつくるだとかやっていますので、そういう連携

をしながら一つの商品を大きく育てるという、その

育てるところの幹を太くしてずっと上に上げない

と、ただ単発的に終わっては、本当に商品としての

価値が生まれないというのは、これは商品の販売の

常道なのですよね。そこら辺をきっちりとした戦略

として持ち得るかどうかというところで、そこには

改良だとか工夫も当然かかわってくるわけですか

ら、そこがいま一度ちょっと足りないような気がす

るのですが、確かに行政だけではできませんので、

そこら辺なんかはどうお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきますが、今、委員御指

摘のとおり、私ども行政はそういう部分についても

本当に素人の部分がございます。そういう意味も含

めて、開発をした観光協会、あるいは、言葉は

ちょっと適切かどうか、御商売につながる商工会さ

ん等々と、そういう連携をさらに深めた上での中

で、こういう戦略的なものというのも、それぞれ御

意見いただきながら進められればなと思っておりま

すので、そういう部分では今後も進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、そういった点でも改

善を重ねていただきたいというふうに思います。 

 それで、観光案内事業についても、これはいろい

ろ担当者の方から聞きましたら、中国語ができるよ

うな、そういう人であったということで、そういう

人の活用が今後また生かされるかどうかという点も

あります。人がいるかどうかということも含めてな

のですが、やっぱりそういう利点があるとするなら

ば、それをまた結びつけていくような、そういう展

開も雇用という立場からいけば、そのときだけの国

の交付金を使った雇用の展開ではなくて、それを持

続的にできるのかどうなのかというところも含めた

展開をしていかなければ、これが生きてこないと思

うのですが、そこら辺はお伺いしておきたいと思い

ますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 これはまた別な事業の観光案内事業ということ

で、これも実は観光協会さんにお願いをして、１人

雇用していただいた中で実施をさせていただきまし

た。本当に幸いというか、そういう形の中で今回務

めていただいた方については、本当に語学も達者な

方でありますし、また、観光ボランティアの方々と

も本当に協調しながら進めていただいた中では、大

きな活躍をしていただいたというふうに認識してご
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ざいます。その成果としても、訪れた観光客にも十

分満足して帰っていただいた。 

 ただ、これが国の事業の中での事業ということ

で、緊急雇用という宿命の中では当然単年度という

事業でありますので、どうしても１年で終わってし

まうというふうに。できれば、こういう方々をまた

観光ボランティアですとか、そういう部分も含めて

協議を進めながら、継続できればと思いますけれど

も、ただ、当然費用の伴うことでもあります。単独

事業の中でどこまでできるかも含めて、なかなか難

しい状況もございますので、それも含めて今後の材

料かなというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、そういう角度からも

検討していただいて、この雇用という点でも引き続

き、仕事がないだとかいろいろな面がありますの

で、きっちりとした持続できるものは何らかの形

で、やはり町単独でも、雇用の確保という立場から

も予算づけする必要があるのだろうと思いますが、

この点、最後、確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） 観光案内事業につ

きましては、実は、たまたま今回緊急雇用という形

の中で１人雇用させていただきました。ただ、それ

以前からも、観光ボランティアの方々に本当に活躍

をしていただきながら、上富良野町を訪れる観光客

の方々に案内をしていただいております。その成果

も含めて大事にしていきたいと思っておりますの

で、その中で取り込めるものがあればということ

で、また検討していきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ページ数、調書１３５

ページですね。負担金の部分で、富良野広域圏通年

雇用促進協議会負担１８万９,０００円とあります

が、上富良野から何名これを受けたのか、わかるで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １２番岡本委員

の御質問にお答えしたいと思いますが、通年雇用の

関係でございますが、ちょっと今、資料が手元にご

ざいませんので、済みません、後ほど答弁させてい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 季節労働者の通年雇用化

に取り組んだという、そういった内容のものだと思

うのですが、結果、通年雇用化に結びついているの

かどうかということは、わかるのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １２番岡本委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 通年雇用の関係につきましては、それぞれ各企業

さんからの資格の取得ですとか、例えばフォークリ

フトですとか、ホームヘルパーですとか、そういっ

た講座を開きながら、それを恒久的につなげていく

というような、そんな事業でございますけれども、

現実には、実績等については我々のほうにはまだ示

されていないというのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ずっと続けていくという

ことでよろしいかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） 今、委員も御承

知のとおり、大変厳しい雇用情勢というようなこと

もございまして、また、パート、季節雇用等が多い

中では、臨時的ではなく、通年して雇用するという

ことはとても大事な部分かなというふうに認識して

おりますので、今後においても、この協議会を活用

しながら、また、ＰＲ等を行いながら、それぞれ各

企業さんに通年で雇っていただきたいということ

で、継続してまいりたいというふうには考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番岩崎委員のですか。よろしくお願いします。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ９番岩崎委員の

答弁漏れが先ほどございましたので、お答えをさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 商店街の調査の報告書の関係でございますけれど

も、空き店舗が５４件、それと空き地が４０件とい

う報告でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） こういうふうに詳細な調査

を行って、我々も大通りを通るときに、見るたびに

店舗が消えていくということで、寂しい限りであり

まして、これを何とか、店舗として活用するのも一

案でございますけれども、空き地が４０件というこ

とでございますし、そのほかにいろいろと活用方法

があるのではなかろうかなというふうに考えるわけ

でございまして、町の将来像を考えるときに、これ
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をどのようにして活用したらいいかというようなこ

とで、理事者の考えを伺いたいなというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番岩崎委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきますが、昨

年、今申し上げましたような調査を商工会と共同で

実施しまして、成果を得ましたので、少なくとも来

年度の予算に何らかの形で、施策が展開できるよう

な努力はしなければならないと思っていますが、い

かんせん、それぞれ地主の方がいて、所有者のいろ

いろな諸事情もございますので、客観的に見て、よ

そでやっているようなことが簡単に導入できるのか

どうかについては、十分な検討が必要かと思いま

す。 

 今、よその地域でもあるように、こういう商業地

域に市民の方が集うような、そういう活動の場を確

保しているところもございますので、どういう形が

いいのか、我々が今想定していることが机上の空論

になっても困りますので、商工会の関係の皆様方と

そういう議論をしながら、一定程度、町が役割とし

て、新しい補助制度を設計するのも一つでしょう

し、商工会が担う、もしくは共同で何かを取り組む

のも一つでしょうから、そういうことが具体化でき

るような努力を、こういう結果、成果を得て取り組

んでいけるような、そういう努力を引き続き、来年

度の予算に向けてもしてまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○９番（岩崎治男君） はい。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで５款

の労働費の質疑を終了いたします。 

 説明員の交代がありますので、少々お待ちくださ

い。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、６款農業費の１

４０ページから商工費の１６４ページまでの質疑を

行います。 

 その前に、先ほど１１番今村委員からの、白銀荘

の答弁漏れを産業振興課長からいたさせます。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番今村委員の

入湯税に関する中で、白銀荘の入館者数についての

御報告をさせていただきたいと思います。 

 これは宿泊、それから日帰りと合わせた数字で御

報告をさせていただきたいと思いますが、平成２１

年度については８万６,８８７名、それから平成２

２年度におきましては７万９,６２７名ということ

で、９２％の利用率というふうになってございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員、これ

についての質問はございませんか。 

 それでは、６款、７款の質疑に入りたいと思いま

す。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４１ページのアグリパー

トナー事業につきまして、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

 成果表によりますと、農業後継者事業の結婚記念

品が３件ということで、３人決まったということで

しょうか。そのほか、後継者の家族交流会ですと

か、結婚相談員の研修会ですとか、こういったこと

をおやりになっているようですけれども、昨年も申

し上げましたけれども、検討してみるということを

おっしゃっておりましたが、自衛隊曹友会主催でふ

れあいパーティーが、ことしも１２月１１日日曜日

に行われるわけなのですけれども、こういったとこ

ろに農業者も入れてもらえるように、商業者もとい

うことで申し上げまして、それでは検討してみたい

というようなお話だったのですけれども、こういっ

たことにつきましてどのような取り組みがされたの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ３番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 昨年御質問いただきました、自衛隊曹友会との合

同の交流会、お見合いといいますか、そういう会に

参加できないかということで委員から御指摘いただ

きましたのを受けまして、早速、自衛隊曹友会の担

当のほうと協議させていただいたのですけれども、

向こうもまだ、唐突だったということもあるのか、

それと向こうの対象の方は自衛隊員の男性の方のみ

だったわけなのです。それでいろいろ部隊の中の都

合とかもお聞きしたところによりますと、結婚され

て自衛隊を退職されたりとか、そういうことも懸念

されるので、まだちょっと検討させてくれというこ

とで、今までにはちょっと話は進んではいないので

すけれども、今聞いたところによりますと、正式で

はないのですが、自衛隊の女性の方、ＷＡＣの方に

ついても、そういうような事業を進めたいというこ

とでお話を伺っております。その節には、農業後継

者の青年の方にもぜひ参加の機会を与えていただけ

ればありがたいなというふうに考えてはいるところ

です。 
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 申しわけありませんけれども、そのような形で、

結果として成果を見ることができませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私も、農業後継者のお嫁さ

ん探しは大変だなと承知いたしておりまして、それ

で今回会う機会がありまして、女性のほうを協力し

てほしいということで、私もちょっと携わらせても

らっているのですけれども、何か聞きましたら、何

もそういった具体的な話がないので、私、どうなり

ましたかとお聞きしたのですよ。そうしたら、別に

何も申し出がありませんということを言われたの

で、どうなったのかしらと思って、ちょっと今それ

で確認させてもらったのです。 

 ことしはちょっと間に合わないかと思いますけれ

ども、今後につきましても、そういった機会をぜひ

とらえていただいて、農業者の方の後継者のお嫁さ

ん探しは本当に大変だと私も承知しておりますの

で、ぜひ、もう少し取り組みを前のほうに進めてい

ただきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １５１ページ、しろがね土

地改良区の助成にかかわるところでございますが、

貸付金が６５９万６,７２５円というふうになって

おるところですが、歳入のほうで、２０款のところ

で同金額、しろがね土地改良区償還金円滑資金貸付

の元金返還金が同額になっておるところでございま

すが、これは借りかえということでまず理解をして

よろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 このしろがねの償還金の未納部分の貸付金という

形で、年度当初にこの償還金を貸して、年度末に返

していただくという、毎年、その年度末年度末で未

納額というのが確定してくるものですから、あわせ

た形の中で貸付金を出しているということで御理解

をいただきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同額ということは、まず町

が一たん、年度当初に改良区に貸し付けをして、同

金額が年度末に返ってくると。ということは、減っ

ていないということですか。ちょっとその辺の説

明、今、私ちょっとわかりかねたのですけれども、

もう一度わかりやすく説明してください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） 年々、未償還額の

中で、未済額の中で当然納めていただいておりま

す。その部分については、翌年度に減額した中でま

た貸し付けをするという形をとらせていただいてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません、ちょっと頭が

悪くて申しわけないですけれども、町が一たんこれ

を貸し付けるわけですよね。その金額が元金として

年度末に入ってくるということなのですね。（「は

い」と呼ぶ者あり）ということは、もともとの償還

金は減っていないということで理解してよろしいの

ですね。それは問題あるのではないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきますが、この貸付金そ

のものの性質が、今まで償還金を滞納されている方

の分も円滑に、要するに信連のほう、貸付元のほう

にお返しするために、町が一たん立てかえるという

形で、しろがね土地改良区のほうに貸付金として払

うわけです。 

 決算状況を見ますと同額になりますが、実際は次

の年は滞納がふえていれば、そのふえた分を貸付

金、当該年度についてはその分をふやした形で今度

貸し付けになりますので、歳入歳出の数字が一緒に

なってはいますが、歳入については、前年の実績を

もとに歳入に入ってきている。ですから、その後、

歳出を組むわけですから、滞納が重なってくれば、

次年度の貸付金についてはだんだん増額されていく

ということになっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） よくわかりました。ただ、

本来であれば、それは借りかえになっているので、

よろしくない状況であると思うのですけれども。 

 お聞きしたいのは、毎年変動があると思うのです

けれども、元金自体は減っているのですか。ふえて

いるというか、確実に大きな数字的に減っていくの

ですか。毎年貸し付けて翌年に戻ってくるというシ

ステムはわかるのですけれども、それがだんだんだ

んだん減っていかないと本来はおかしいのですけれ

ども、それはどのように変動しているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 今まで滞納されて

いる方が何人かいらっしゃるのですけれども、滞納

されている方が滞納した分を納めていただければ、

次の年の貸付金は下がっていきます。ただ、滞納が

継続して行われてくれば、その分、本来支払うべき
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年間の額がプラスされて貸付金として支出するとい

うことになってきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今のこのシステムでいく

と、絶対元金が減らないシステムになっていきます

よね。そのときの、例えば取りきれなくなってしま

うというか、不納欠損処理みたいになるようなおそ

れというのはないのですか。それに対する補償で

あったりとか、担保であったりとかという部分の確

約は、町として受益者との契約はどのようになって

いますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたしますが、この事業において、そ

ういう受益者の滞納金が最終的にも埋まらないと。

発生した場合については町が補償するというルール

の中で始まっている事業でございまして、それをな

くすために、滞納者に対する対応をしろがね土地改

良区とともに行っている最中でございまして、この

償還年が最終的には平成２９年が最終年ということ

になっておりますので、その時点にきれいになって

いることが一番いいかなというふうには思うのです

けれども、今委員言われましたように、例えば滞納

金がまだある分については、しろがね土地改良区の

ほうから町のほうに請求を受けまして、差し押さえ

等のそういうような行政処分ということも念頭に置

きながら行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本来であれば、町税や国保

税と同じように滞納されたものを不納欠損処理しな

いで、もちろん差し押さえしないということが一番

の事業の目的でもありますけれども、平成２９年と

いいますと、もうそろそろ折り返しを過ぎてゴール

が見えてきている時期になっておりますので、今の

説明にもあるとおり、元金自体ほとんど減っていな

いのですよね。からくりで見ていっても、今年度貸

し付けする金額と昨年度償還してもらっている金額

が同じであって、その変動というのもここ数年の間

において大きな変動というのがないまま経過してお

りますので、やはり早急に、午前中の歳入の質問の

ときに課長は、８名ということでありましたけれど

も、対応策というのはそろそろ真剣に考えていかな

いと未来に負の財産を残していっては余りよろしく

ないのではないかなというふうに思います。この

辺、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この償還金等については、今、私どもも、実は昨

年度末ぐらいからちょうどこの対応策についての検

討に入ってきております。先ほど、うちの主幹のほ

うからも言いましたように、最終的に強制執行等々

もございますが、ただ、それにしても、それは最終

手段というふうに我々もとらえておりますので、改

良区ともまた協議を進めながら、まず、償還金の元

金の減額を大きく目指していきたいと思っていま

す。ただ、どうしてもという場合の検討について

は、まだ今後の検討課題ということでは十分とらえ

ております。ただ、まだ具体的な方策としては見つ

かってございませんので、今後として、また進めて

いきたいなというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません、くどいようで

申しわけないですけれども、抜本的な対策等は難し

いというのは、私も性質上わからないわけではない

のですが、金額が非常に大きい金額をずっと償還し

ておりますし、この部分に関して、過去のずっと経

緯があって今現在に至っているのですけれども、こ

の対応策というものは、副町長、どのようにお考え

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 この関係については、町は地方債になっています

し、農家負担については受益者から徴収して、土地

改良区を通じて、もう信連のほうに切りかわったか

と思いますが、そういう債権債務の関係で、土地改

良区が債務を履行できないときには町が代行します

という債務負担行為の設定をしていますので、そう

いう仕組みの中でそれぞれが権能を発揮していかな

ければならないと思いますが、先のことがどうなる

かは別として、今のような、都度受益者から納付さ

れたものを債務側に戻せば問題ありませんが、滞っ

た段階で償還する原資がございませんので、そうい

うことを前提に、こういう短期融資をできるように

制度設計をしたところでありますし、それが今現在

に至ってございます。 

 その短期融通が今６００万円余りになってござい

ますが、これの最終的な段階で焦げつくのかつかな

いのかについては、町としても大変大きな懸念材料

でございますので、都度、都度、そういうことにな

らないように受益者、債務者、農業者である受益者

のそういう担税能力がどうなのかということをもと

に、回収に努めなければならないと思います。 
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 第一義的な立場にあるしろがね土地改良区に御苦

労いただきますが、そこでなかなかうまくいかない

ときには、法に基づいて私ども、もしくは北海道が

代執行するというようなことでございますが、いず

れにしましても、そういうことで、今後、完済の時

期が２９年に迎えますが、そういう段階でこういう

状況がさらに悪化することのないように、今からそ

ういう解消をするような、そういう取り組みを町と

しても知恵を使って、しろがね土地改良区と連携を

しながら、そういうことの事態の解消に努める、そ

ういう具体的な方針を町としても持たなければなら

ないという、そういう程度の内部協議は今水面下で

しているところでございます。 

 いずれにしましても、今後、一定期間の時間がご

ざいますので、今、前段で申し上げましたようなこ

とにならないように、私どももいろいろ知恵を使っ

て、かかる事態に対処できるような、そういう備え

をしなければならないという認識を持っているとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 金子委員、よろしいで

すか。 

○５番（金子益三君） いいですよ、委員長。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） これね、正直に言って、現

在、農業されていますか、離農していませんか、こ

ういう方。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ８番谷委員の御質

問にお答えいたしますが、ほとんどの方が離農され

ております。農地をもちろん所有していない方もい

らっしゃいますし、一部、農地を所有している方に

ついては賃貸というような形で、現在、営農してい

る方についてはいらっしゃいません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 中身、ちょっと動いているも

のだからね、おかしいことは言わないのだけれど

も、最終的に債務不履行になって、行政負担にな

る。事業主体は行政でしょう。さっきそういう答弁

があったはずなのだ。副町長の答弁では、最終的に

行政あるいは道の負担が発生してくると。これ、た

だやりくりやっているだけさ。２９年になっても解

決しない、これ。はっきり言うとね。結局このまま

いくのだ。だから、つなぎつなぎでやっているだけ

さ。単年度のやつ。その繰り返しをやっている。そ

のことを聞いているわけさ。だから、これは明年に

なっても同じ金額がまた載ってくるという。結局支

払いが起きて、そういう繰り返しだと、こう思って

いるのですが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ８番谷委員の御質問にお

答えしますが、繰り返しますけれども、完済時期が

２９年でございますので、その間、平成１５年から

償還が始まったかというふうに記憶してございます

が、この間の経過につきましても、今委員のほうか

ら発言ありましたように、いろいろとそういう状況

が変わっているというのも我々現実としてとらえて

いますし、といいながら、我々としては、絶えず法

に照らして、法の措置を講じる、その中で、町が代

執行するのか、北海道が代執行するのか、そういう

ことも含めて、都度、都度、どういう対応ができる

のかについては、これはまだ途上でございますの

で、努力をしなければならないと思います。 

 今委員がおっしゃるように、状況が変わらなけれ

ば、こういう事態が最終的にはつじつまが合わなく

なるというのは事実でございますので、私どもはそ

ういうことのないように努力をする途上にあるなと

いう自覚を持っているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番一色委員。 

○１０番（一色美秀君） １５７ページ、これの企

業振興対策費でございますが、成果報告書の４１

ページ、この企業誘致対策、この件についてお伺い

します。 

 企業誘致補助ということで２社、約５９０万円が

支払われておりますけれども、この１社は、かみふ

らの工房が利子助成ということで２１万円、あと残

り全部がかみふらの牧場の助成、補助となっており

ますけれども、こういった会社に対する費用対効果

といいますか、具体的に言えば、法人税がどの程度

入ってきているか、固定資産税が入ってきている

か、その費用対効果を、もし金額がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １０番一色委員の

御質問でございますが、法人税等々の収入について

は、ちょっと私どもも掌握してございませんので。

ただ、それぞれ固定資産税にしても、雇用助成等々

にしましても、基本的には年数を限らせていただい

ております。そうした中で、含めたときに、もちろ

ん企業成績にもよりますけれども、法人税等々によ

り町への寄与は大きくなるものというふうに想定し

てございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番一色委員。 

○１０番（一色美秀君） 企業誘致する場合に問題

にしなければならないのは、やはりインフラ整備に
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非常にかかるということ、それからまた、汚水です

とか排水に対する処理、そういったことも含めて、

特に環境問題、いろいろなことに対して考えていか

なければならない。この点を十分考慮されましてで

すね。 

 ただ、ここで、参考資料によりますと、雇用が約

７名ほど出ているという形で、そういった面、特に

それからまた、上富良野の養豚ですか、上富良野の

ポークということも含めてのことだろうと思います

が、いろいろなそういった面を総合的に見て、企業

誘致をこれから考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は。 

○１０番（一色美秀君） よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １５７ページの商工事業補

助の中に、たしか商工事業の中、コミュニティプラ

ザのいろいろ補助も入っているかというふうに思い

ますが、中茶屋なのですが、相当施設も古くなって

きておりますが、やはり正面の看板だとか、ちょっ

と整備しなければならない部分があるのかなと思

う。ああいう場合は、どちら、町が改修なのか、委

託している商工会で改修なのか、その部分はどうい

うふうになるのか、お伺いしておきたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の中

茶屋、コミュニティー施設の利用の関係も含めてで

すけれども、基本的には、この事業主体自体が商工

会さんの事業ということで進めさせていただいてお

ります。その中で、私どものほうで助成をさせてい

ただいてございます。さらに、商工会さんのほう

で、ＮＰＯのほうに委託をしている形の中で運営を

進めさせていただいてございます。 

 そういう観点から、そういう施設の補修等々につ

きましては、基本的には商工会さんにやっていただ

くのが原則かというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それで次、１５７ページの

地場産品の普及事業負担補助という形で、成果調書

の中には札幌のビアガーデンだとか、オータムフェ

スタだとかいろいろ載っております。こういうもの

の地場産品の普及ということで、なかなか成果も見

づらい部分もあるのかなというふうに思うのです

が、単純にお伺いいたしますが、この行ってきた事

業負担のそのものの成果というのは、どういうよう

な形で結びつきつつあるのか、そこら辺はちょっと

わかりづらい部分もあるかと思いますが、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の地

場産品普及推進事業の負担金の関連でございます。 

 この中には、基本的には大きくプレミアムビール

等の価格抑制のための補助ですとか、そういう事業

にかかわる費用も含めてございます。 

 純粋な本当の地場産品等々のＰＲ活動につきまし

ては、この成果報告書にも書いてございますよう

に、それぞれのイベント等でノベルティーで配った

り、あるいは販売したり等々含めて、それに対する

職員の派遣だとかも含めて進めさせていただいてご

ざいます。 

 ただ、この成果を具体的にということで言われる

と、なかなか数字ではあらわれませんけれども、た

だ、基本的には大きく上富良野町の農産物、あるい

は畜産物ですね、主に。あるいは、観光協会で扱っ

ているラベンダー製品等々も含めながら、ＰＲをさ

せていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この商工会中心とした、い

わゆるまちづくり委員会とのビーンズカレーも、先

ほども出ましたけれども、なかなかやっぱり上意下

達の流れがあって、いわゆる底辺までいかないうち

に、こういう補助団体ですから、介入するかしない

かという問題もありますが、見ていたら、こういう

意見があるということだけちょっと聞いていただき

たいのは、ビーンズカレーをつくっても、やはり末

端の飲食部会やそういったところの話がなかなかな

いという話なのです。あったのかもしれないのです

が、しかし、やっぱり、本来、こういうものをつく

るという場合は、そういう関係者の声をまず集めな

がら、上段から構えるのではなくて、下から積み上

げるというような、そういう手法でなければ成り立

たない話なのかなというふうに、そういう声が多い

のですが、そういった部分について、どのように耳

を傾けて、印象としてそういった声を聞かれたこと

ありますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の

ポーク＆ビーンズカレー等の話でございますが、先

ほども申し上げましたように、事業的に私どもも関

与していない中では進めてございますが、ただ、

ポーク＆ビーンズカレーについても実は、成り立ち

としてはそういうふうに私どもも当初聞いてござい

ました。委員御指摘の話も聞いてございましたけれ

ども、ただ、少なくとも昨年の末あたりから、町内
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の飲食店でそのカレーを利用したりしている部分も

ございます。そういう意味も含めて、今年度もそう

いう販売も含めて、商工会さんのほうでそういう部

分では対応していただいているというふうに私ども

は認識してございます。 

 ただ、どこまで浸透するか等々については、まだ

大きな課題ということでは我々もとらえてございま

す。そうした中で、商工会さんも頑張っていただい

ているということで御理解をいただければと思って

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろ課題があるという

ふうに思います。コロッケづくりにしてもいろいろ

耳に入ってきます。補助団体としてのあり方という

点では、いろいろその自主性という点では大いに私

は尊重したいと思いますが、ただ、やっぱり地元の

農畜産物の消費につながるだとか、こぞってそこに

応援したいという気持ちになるような、そういった

仕組みがないとなかなか難しいのかなというふうに

思っています。 

 ほかのこういう地元農産物を売るだとか、あるい

はどういうふうにやっているのかということで、そ

れぞれ皆さん研究されておりますが、上富良野で

フットパスがあったり、美瑛だとか地域に行けば、

自転車で町を歩くだとか、ツーリングするだとか、

あとマラソン大会もやっております。そういう結び

つきの中で地元、上富良野をアピールするというよ

うな、そういう展開をしているのです。これは行政

だけではできませんが、それの関係する団体の力も

借りなければならない話なので、そういう動かし方

をどこかで考えないと、町長、だめだなと思うので

すよ。 

 この上富良野を絶対寂しい町にしたくないという

のは皆さんの思いで今高まってきています。神がか

りではないのですけれども、そういうものが肌で感

じるそういう時期です、今。そこは町長の決断で、

何かそういう上富の大きな、通年的にできるよう

な、また、来年、再来年とつながるような、自転車

だとかフットパスだとかマラソンだとか、そういう

ものを何か一つ立ち上げながら、そこに人がこぞっ

てきてもらうと、泊まってもらうというような、そ

ういう仕組みの展開なども織り交ぜて考えなけれ

ば、本当に上富良野というのは、いろいろな方が言

われている自然があって、本当に地方から来た人、

地元でも僕も感心するのですけれども、大いに生か

すような取り組みというのが必要だと思いますが、

町長、そういった企画を町長自身がきっちりと、ま

た発信して、それを住民にも投げかけると。こたえ

てくれるのだと思うのです。信頼するかどうかだと

思うのです、あとはね。つくっていくかどうか。そ

こら辺は町長どのようにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の町の振興策につ

いての基本的な認識ということでお答えさせていた

だきたいと思いますが、まさしく私は上富良野の町

民のまず人材は豊富に潜在しているというふうに理

解しております。ただ、なかなかその能力を発揮し

ていただけるような仕組みづくりが十分かという

と、それはまだまだ努力をする余地があると思いま

す。それらをうまくつなぎ合わせるような働きを行

政としてでき得れば、その力は相当大きなものにな

ろうかと思います。 

 また、先ほどからいろいろ御指摘の中でお話あり

ました、上富良野の特産物を利用したような、特産

品の開発、そういった物事につきましても、種をま

いている段階だというふうに私は理解しておりまし

て、その芽が生えて、それが実りをもたらすために

は一定程度の時間も、あるいはバックアップも必要

だというふうに考えております。 

 ただ、今、皆さん方にお話しできる事例の一つと

いたしましては、ここ数年、例えば地ビールのプレ

ミアムビールを皆さん方にいろいろお力添えいただ

いて取り組んできた成果の一つのあらわれとして、

明年度、サッポロビールさんが観光用のホップの棚

を来年に向けて今、新植作業に向けて進んでくれる

というような結果も生まれてきております。 

 そういうことで、時間はかかりますけれども、ま

ず種をまかなければ実はできないということを考え

ておりますので、米沢委員さんからお話ございまし

たような種をまいて、それに水をやって、肥やしを

やるというような役割は、行政は積極的に果たして

まいりたいというふうに考えておりますので、皆さ

ん方の御協力を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ページ、１６１ページの

観光客誘致事業、ここに何個か、日の出山の駐車場

の件が載っていますので、ここだろうと思います。

成果報告書の４２ページの下のほうにももっと詳し

く書いてあります。 

 この日の出山の臨時駐車場の件についてお伺いす

るのですけれども、成果報告書によると、観光シー

ズンの駐車場対策として、１５３万７,０００円か

かっております。例えば警備であれば、どこに駐車

場があろうが、これは多分同じ金額がかかるだろう

と。それと駐車場の照明というのも、今の臨時駐車
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場と、あるいは昔使っていたところだろうが、照明

のお金も多分同じぐらいかかるだろうと。それを

差っ引いても、１００万円以上の金が使われている

わけ。その予算が執行されて、住民の福祉の向上に

役に立っているか、将来財産になるのかと。全くな

らないわけですね、今のやり方であれば。これは福

祉の向上という、その目的からいくと、非常に問題

点があるということは、町長も重々承知されている

と思います。 

 やっぱり町の観光事業の一環として、１０年の計

というものを考えて、このままいくのかどうか。こ

のままいったら、１０年たったら、１,０００万円

超えてしまいますよね。やはりどこかで自前の駐車

場を確保してやっていかないと、町の笑い物になる

可能性があるのですね、この駐車場に関しては。将

来どのようなことを考えているのか、理事者の考え

方をぜひお聞きしたいなというふうに思うのです

ね。 

 当時の前まで使っていたものの、反対された人の

意見は、面積が大き過ぎるのではないか、あるいは

金額がちょっと高いのではないかというような話と

か、あるいは総合的な計画がまだないからだめだと

か、あるいは道路を挟んだ対面のところ、反対側で

すね、あそこでもいいのではないか、そういった意

見が主だったと思うのですね。 

 だから、そういう意見が出てきて反対されたので

すが、やはりクリアしていくように何らかの努力を

しながらやっていく必要が私はあると思うのです

ね。 

 そういうことを含めて、将来どうするかというお

考えを聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番今村委員の日の出公

園の駐車場整備についての認識についてお答えさせ

ていただきます。 

 従前、皆さん方に、町としての考え方を示させて

いただいております。そのときと基本的な認識は私

はずっと同じ気持ちを継続しておりまして、現時点

におきまして、そういった認識の差は埋まれきって

いない。今、御提案申し上げるような環境ではない

というふうな理解をしておりまして、この経費の使

途について今村委員なりの思いがあるということは

理解もできます。しかし、私といたしましては、や

はりベストの思いを皆さん方に御提示したという思

いがございますので、その後の大きな環境変化が生

じているということでしたら、これはまたいろいろ

練り直すということも考慮いたしますが、余り大き

な環境変化にはないのかなということでございます

が、これから時間をかけた中で、また私の思いも整

理しながら、皆さん方のいろいろ御意見も伺いなが

ら、また別な考えをお示しする時期が来れば、そう

いう対応をとりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今、調書の４２ページです

か、出ていたのですけれども、駐車場対策で１５３

万７,０００円というふうに書いてありますけれど

も、この下の日の出のスロープだとか、第２駐車場

だとか、合計したら違う金額ですよね。これの説明

をお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １番佐川委員の

御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 大変申しわけございません。今、積み上げました

ら１６３万８,０００円という積み上げ額になった

ところでございますので、もう一度精査させていた

だきまして、後ほど答弁させていただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 決算書の１６１ページ、こ

れと照らし合わせても、どこでどうなっているの

か、全然わかってこないのです。どこの部分に何が

入ってくるのか、それもちょっと含めてお願いした

いのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 後ほど答弁いたさせま

すので。 

 ほかにございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく１６１ページの富良

野・美瑛広域観光推進協議会の負担金の部分で質問

いたしますが、昨年までの３カ年の間に広域観光圏

事業としていろいろ行ってきたものについて、この

成果書の４２ページの中にるる説明があるわけでご

ざいますが、中を見ますと、実際、我が町で行った

事業というのは全く皆無でございますね。これはあ

くまでも広域圏の事業の中で、富良野・美瑛の全体

として行った事業で、上富良野町はこれには参画は

していませんね。まず、確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきますが、富良野・美瑛

広域観光圏の中では、もちろん私どもが参画してい

る部分もございます。例えば、もちろんＪＲのノ

ロッコ号ですとか、あるいは中国メディアの招聘

等々についても私どものほうが担当しながら進めさ

せていただいているという部分もございますが、基
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本的にはすべて上富良野町単独ではなくて、あくま

で広域圏の事業という形の中で進めさせていただい

ております。 

 もちろんこの１４０万円につきましても、広域圏

事業へのそれぞれ市町村が負担をするという形の中

で、負担金として計上させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ただいま課長の答弁の中に

もありましたとおり、ノロッコ号の出発式ぐらいは

大したことではないのですけれども、台中のセール

スプロモーション等につきまして、上富良野町がイ

ニシアチブをとって事業展開を行っているというふ

うに御答弁いただきましたが、この３年間等々を含

めて、さまざまな活動を行ってきたというふうに聞

いておりますが、まずその成果について、具体的な

成果がどのようになったか、お知らせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 基本的には、それぞれ富良野圏域という、これは

広域圏の事業でありますので、圏域での観光客数等

については押さえさせていただいていますが、全体

的には今のところ２１年度までの成果の中では、ふ

えたり減ったり、特に１８年度から１９年度、２０

年度については６００万人を超える観光客が来てご

ざいます。ただ、激減というよりも、状態的にはバ

ブル時期から比べると、徐々に徐々に１０万人単位

ぐらいで減少している状況にあるということはあり

ます。 

 また、外国人の入り込み数等についてでございま

すけれども、これについては、基本的には中国を今

大きくターゲットとして進めてきてございました。

ただ、今年度につきましては、御存じのように東日

本大震災等によって大きく、これは中国、今までは

例えば台湾ですとか、そちらのほうが外国人は主流

だったのですけれども、今逆転して中国人のほうが

主流になってきているというふうな形の中での状況

であるということだけ御認識いただければと思って

おります。それが、逆に言えば成果というふうに

我々のほうとしてはとらえてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 当然、圏域の中での東アジ

アからの外国客というのは、伸びていることは私も

認識しております。一方で、これはアルファリゾー

トのあるトマムであったり、スキー場を持つ富良野

市、また、多く韓国からの観光客を有する美瑛町と

いうところが大きく数字を伸ばしているのであっ

て、決して我が町が、その数字が伸びていないとい

うことの数字は出ているところであるのですね。 

 私が何を言いたいかというと、せっかく３年もか

けて、我が町から観光大使を在中されている中国の

女性にもせっかく協定を結んでいるにもかかわら

ず、それらの成果というのがいまだ形として出てい

ないのが非常に残念である。富良野市においては、

モンゴル出身のバートル氏を富良野の観光大使とし

て、札幌市内に北海道観光という観光の旅行会社の

社長を務めるような人をしっかりとつかまえており

ますし、また一方で、隣町の美瑛町は、商工会や観

光協会、そしてＪＡと行政が連携を持ちまして、国

際的に観光を進めるという、そういった組織もつ

くっておりますし、また、韓国との連携を結んだと

いうしっかりした成果を富良野・美瑛の推進協議会

の事業の延長上に行っているわけですね。そこから

見ると、非常に我が町はおくれている状況になって

いるのですけれども、その辺の今後の対応、また、

３.１１の東日本大震災以来、日本には海外、特に

中国からの渡航勧告が出ていた時期がありますの

で、この時期は仕方がないことなのは、これは国際

的にやむを得ないことなのですけれども、むしろ

せっかく高橋はるみ知事も安全な北海道へいらっ

しゃいというキャンペーンを行っているのであれ

ば、この数年間、特に富良野・美瑛の広域観光圏の

事業において、そのイニシアチブをとってきた上富

良野町だからこそ、この地域に呼び込むための、そ

ういった活動というのはもっと積極的にするべきで

はなかったのかなと思うのですけれども、この辺、

いかがでしょうかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 特に今、富良野広域圏の中での役割分担として

も、私どもの町がある程度幹事的な意味も含めて、

対中国についての招聘等々を行ってございます。 

 そうした中で、皆さんにも言われますように、委

員も御指摘のとおり、富良野市あるいは美瑛町に間

の上富良野町等々が埋もれてしまっているのではな

いかという部分も我々のほうも聞いてございます。

ただ、そうした中で、何とか上富良野町にそういう

外国人も含めた中での増については、当然、今後の

大きな課題というふうにはとらえてございますけれ

ども、ただ、いかんせん、本当にそういう部分では

手は打っていきながら、なかなか受け入れ状態もご

ざいますが、そういう部分も含めて今後の大きな検

討材料だなというふうには考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 一方で、現場の声、観光

地、宿泊施設も含めてなのですが、非常に低迷して

はおりますが、国内事業にもう少し目を向けていた
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だいてはいかがかと。というのは、受け入れる規模

も当然国立公園内にある宿泊施設ということから、

スタッフ、それから施設の規模も含めて、外国人ま

での対応がなかなか難しいという施設が多くて、実

際に呼ぼうとしても、インバウンドを図るのがだめ

とはいいませんけれども、より効果のある部分であ

れば、もう少し国内にシフトを向けてはいかがかと

いう声も上がっているのですね。 

 一方で、こちらの成果表の中においては、単独事

業において例年行っておりますＪＲの観光サービス

だったり、それから、近年、ＮＥＸＣＯ東日本さん

のキャンペーン、また、ドームホテルさんや恵比寿

ガーデンプレイスなどのキャンペーンを行っており

ますよね。特に、恵比寿ガーデンプレイスにおいて

は、昨年行った直後に、ことし実際の活動ができる

ようになっていることは、非常に私も評価を高くし

ておるところでございます。 

 ドームホテルにしかり、せっかく民間等々が観光

協会、商工会がルートを築いていっておりますの

で、やはり大市場であります、まだまだ関東を中心

としたエリアのところとより太いパイプを結びつけ

るような方策というのも今後展開していく上で、富

良野・美瑛広域観光推進協議会で立ち位置というの

をしっかりしていかないと、この１４０万円が生か

されていないように感じるのですけれども、いかが

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきますが、富良野・美瑛

での立ち位置、先ほども答弁させていただきました

ように、私も、そういう形の中では上富良野の立ち

おくれの部分等々についての御指摘も受けてござい

ます。そうした中で、何とか打破をしていきたいな

と思っております。 

 ただ、委員おっしゃるとおり、当然国内、私ども

のほうは、道外も、そういう大消費地へのＰＲも当

然必要かと思います。ただ、私どもは、逆にもっと

道内の札幌圏ですとか、そういうところへのＰＲ

も、高速道路の開通ですとかも含めた中でも今後大

きなＰＲ材料にはなってくるのではないかというふ

うに考えてございますので、今後に向けてはそうい

うふうなＰＲ等についての主張をしていければなと

いうふうに考えてございます。（「海外の部分につ

いては」と呼ぶ者あり） 

 海外についても、今度は十勝圏内とも一緒になり

ながら、また中国へのＰＲ等も、これは広域圏で進

めていってございますけれども、当然、海外へもそ

の広域圏を活用しながら、上富良野町へというより

は富良野圏へも含めた中でのＰＲかなと思っており

ます。 

 ただ、先ほど委員御指摘のとおり、私どものほう

のキャパシティーの中では、外国人への対応等につ

いてはいろいろまた課題もあるというふうに私も認

識してございますので、そういうものも含めた中

で、旅館組合ですとか、そういうところともまた協

議を進めていかなければならないのかなと認識して

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。ぜひ、その

ような流れで、インバウンドのほうももちろん並行

して進めていただきたいと思います。国内市場が冷

え切っている中で、海外という大きな大消費地とい

うか、ビッグマーケットを求めることはやぶさかで

はありませんので、そちらも並行して進めていく中

で、ぜひ、国内の中の観光というのも広く持ってい

ただきたい。 

 そこで町長にお伺いしたいのですけれども、この

富良野・美瑛の広域観光圏、例年ずっとこの１４０

万円を拠出してきております。これを原資として広

域観光圏事業であったり、今はプラットフォーム事

業等々の原資にしながら、ふらの観光協会が中心と

なってこの観光圏を動かしてきているところであり

ますが、よその自治体を見ますと、この負担金を出

して、その中だけで完結しようという動きではない

のですね。６割を出せば、４割が国からの補助金が

ある中で観光事業を進めていけるというのを観光振

興計画にのっとりながら、それぞれの自治体のオリ

ジナルのメニューというものを進めてくるに当たっ

て、原資を自治体が出している状況にあるのです

ね。中富良野町はそんなに大きくは拠出はしていな

いのですけれども、せっかく富良野・美瑛の広域観

光圏の中で、今上富良野町が、同僚議員も言ってい

ましたけれども、町民の総意として、何とかこの富

良野・美瑛の観光圏の中で埋もれないように、きら

星のある上富良野町とするためには、この１４０万

円だけだとただ投げ銭にしかならないというふうに

私も考えますので、本格的にしっかりと誘致を図り

たいのであれば、それなりのインフラ整備、またソ

フト事業等々、ハードも含めた中で、これらの国の

事業と連携ができるような、そういったお金の使い

方というのができないのか、それをお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の観光振興につい

てお答えさせていただきます。 

 先ほど来、課長からもいろいろ、特に富良野・美

瑛の広域観光圏事業についてお答えさせていただい

ておりますが、実は首長が集まってお話しすると、
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この富良野・美瑛の振興事業については、特に富良

野市さんあたりは、上富のためにあるようなものだ

ということで、全然認識が違います、現実に。です

から、これはどこがメリットを受けている、受けて

いないというのはなかなかはかりづらいものかなと

いうふうに思っております。 

 ただ、こういうような事業をさらに重層的に活用

して、そして、ひいては富良野圏域はもちろんです

けれども、それが当町の観光産業振興に直接響い

て、あるいは成果としてあらわれてくるような、そ

ういう戦略は当然これは持ち合わすべきだというふ

うに考えておりますので、とりわけ平成２４年度に

はソフト事業を中心といたします観光振興計画も策

定したいというふうに考えておりますので、そうい

う中で、さまざま今御議論のあったようなところも

取り込めるような仕組みにしたいなというふうに私

も望むところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど１番佐川委員の

駐車場の積算の件について、商工観光班主幹から説

明を求めます。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １番佐川委員の

答弁漏れにつきまして答弁したいと思います。 

 先ほどの成果報告書の中で、観光シーズンの駐車

場対策ということで、１５３万７,０００円という

ことで成果報告書に載っておりましたけれども、訂

正しておわび申し上げたいと思いますけれども、１

６３万８,０００円の訂正ということで、よろしく

御理解をいただきたいと思います。大変失礼いたし

ました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 佐川委員、これに対し

ての質問はありませんか。よろしいですか。 

○１番（佐川典子君） いいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １４９ページの有害鳥獣

対策でございますけれども、配付された資料の１

９、これのほうが詳しく載っております。 

 お聞きしたいのは、資料のほうにいろいろ駆除対

策の動物名が載っていますね。カラスだとか、キジ

バトだとか、雄ジカ、雌ジカ、いろいろ載っており

ます。これは、要するに駆除するというのは、被害

があるから駆除するというふうにとらえてよろしい

ですかね、まず。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 この狩猟実績等につきましては、あくまで有害に

関する駆除ということで御理解を賜りたいと思いま

す。決して、例えば趣味の狩猟ですとか、そういう

部分ではないということで御理解をいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ちょっと確認しました。

きのう、これはお伺いしているのですけれども。 

 この資料の１９の右の方、会費という項目がござ

います。そういった有害鳥獣を駆除する、要するに

ハンターの方々ですね、なぜ会費を取るのかなと。

ここもやはり負担したほうがいいのではないかな

と。要するに、レクリエーションでやっているハン

ターと違うわけですよね。だから、そこからあえて

会費まで取って、害を及ぼすものをとっているわけ

ですよ、そこからまた会費を取る必要があるのかな

というふうに疑問を持つのですけれども、いかがで

すかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 猟友会そのものの活動がすべてこの有害駆除の活

動ではないということがまず１点でございます。も

ともと猟友会の活動につきましては、ハンターさん

のそういう親睦とか資質の向上ですとか、そういう

ような部分が猟友会としては主な活動というふうに

なっておりますので、その部分について会費という

ことで、会の運営上、会員さんからいただいて運営

しているということで、有害鳥獣駆除につきまして

は、たまたまその猟友会さんの御協力を得て、こち

らのほうからお願いをするということになってござ

いますので、有害駆除自体が猟友会の活動のすべて

ではないということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） こういうことでよろしい

のですかね、有害鳥獣の駆除する方々もそれだけで

はなくて、年間通じて、ほかのレクリエーション的

なものもやっているということですね。わかりまし

た。 

 それで、シカだったですかね、富良野市は１頭１

万円ですか、上富は１,０００円から２,０００円と

いうふうになっていますよね。これはそれぞれの考

え方があろうと思うのですね。富良野市はこうやっ

ているのがわかっていて上富はこうやっていると、

その理由を教えていただきたいのですね。別にだめ

だと言っているわけではありません。 
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○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたしますが、猟友会の皆さんも、

ほかの市町村につきましては駆除１体につき６,０

００円ですとか、１万円ですとか、そういうような

状況については承知をいただいているところでござ

いますが、そういう状況を見まして、３年ほど前に

猟友会さんのほうに一度、そういう駆除に対する報

酬についての御相談を申し上げたところなのですけ

れども、猟友会の上富良野支部といたしましては、

余り高額な報酬をハンターさんにお渡しするという

ことになると、お金に目が行って事故につながらな

いかというのを支部の方々がそういう認識をしてお

りまして、余り高額な報酬というのは避けたいのだ

というような協議をした結果のお話としていただき

まして、今言ったような単価設定というようなとこ

ろで推移しているということで、御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） なるほどですね、そうい

う理由というのか、目的があるということですね。 

 例えばシカなんかは、今、非常に高級肉で、それ

を加工しているところもありますよね、道内でも。

上富も、今はシカをとると、持ってこれないから大

体その付近に埋めているというお話を聞いたのです

けれども、将来的にそういう加工業者の方にお渡し

していくような考え方持っていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたしますが、駆除したシカも食料

としての大切な資源になり得るというふうには考え

ておりますが、とれる量が、昨年でいいますと２４

０頭ほどとれておりますけれども、例えばそれをそ

ういう業者さんにお渡しするための保管ですとか、

そういうことを考えると、なかなかまだまだまと

まった数というふうには考えられないような状況と

いうふうに今判断しております。ですから、埋めら

れてしまうというのはもったいない気もするのです

けれども、今のところ、コスト面も考えまして、そ

れが一番いい処置の方法かなと。 

 ただ、やっぱりハンターさんの中には、なるべく

解体をして食するというふうなことにも回している

というようなこともございます。ただ、まとめて業

者さんに引き渡したりというようなことについては

ちょっと今の段階では考えづらいかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。今のとこ

ろはですね。将来的にはまだ含みを残しているとい

うことで理解したいと思うのですが。あるいは、例

えば、もったいないですよね。移動手段等をどこか

と調整できて運んでいただけるとかになれば、また

変わってくるというふうな感じでよろしいのですか

ね。 

 あと一つは、弾がありますよね、１９ページの一

番下。ライフル銃の弾だとか、散弾銃とかいろいろ

載っています。お金はどうでもいいのですけれど

も、この弾、例えば打った、打たない、あるいは不

発になるときもあると思うのですよね。そういった

弾の管理、あるいは保管をどのようにやっているの

かなという疑問があるのですけれども、非常に危険

なものですよね、これ。それをわかっていれば、お

聞きして終わりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 私のほうでは、な

かなかその辺までは詳しくは知り得ていないのです

けれども、そちらのほうになりますと、警察のほう

の管轄になるかと思うのですが、弾の保管状況、使

用状況ですとか、そういうものについてはハンター

さん個々によってしっかりと在庫管理なりをされ

て、警察等の機関に報告するような仕組みになって

いるというふうに認識してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 商工観光班主幹、どうぞ。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） １２番岡本委員

の、先ほどの富良野広域圏通年雇用促進協議会の中

での技能講習に上富良野から何名参加されているの

だというような質問かと思いますけれども、それに

つきましては、昨年、７技能講習を開催いたしまし

て、参加人数が全員で７２名ということで確認を

とっております。事務局に確認したところ、まだ市

町村の仕分けはされていないというようなことで、

今の段階ではちょっとわかりかねるという状況でご

ざいますので、その辺、御理解を賜っておきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） それに対しての質問

は、よろしいですか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 全然違うところで。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいです。 

○１２番（岡本康裕君） 済みません、ありがとう
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ございます。１５５ページ、農地・水・環境保全向

上対策事業ということでお伺いしたいのですけれど

も、いつまで続く事業なのかということをまずお伺

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １２番岡本委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２３年度をもちまして、一区切り、５カ年１

期が終了することになっておりますが、まだ正式に

は、こちらのほうに正式な連絡というのはまだない

のですけれども、来年度以降も２期目の事業として

継続される予定になっているというようなことでは

情報が入ってきております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ちょっと事業の特質上、

成果というものは目に見えてわかるかどうか、

ちょっと勉強不足でわからないですけれども、そう

いった成果というのはわかる事業なのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） この事業につきま

しては、農業者さんの各地区での環境保全ですと

か、環境整備ですとか、そういうものが主な事業と

なっております。ですから、例えば、目に見える成

果といたしましては、農地周辺の環境が整備される

でありますとか、用排水の農業施設の周辺が適正に

管理されているとか、そういうようなことになろう

かというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 中山間とはまた、内容が

ちょっと似ているかなと思うのですけれども、これ

また別な観点というか、内容ととらえてよろしいで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １２番岡本委員の

御質問にお答えしますが、中山間事業と地区活動、

環境保全ですとか環境整備、こういう部分について

は大変似ている事業の内容の部分もあります。中山

間については、対象農地の耕作者に直接支払うとい

うものがございますが、農地・水につきましては、

すべてが地区の活動に対する事業ということになり

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今の農地・水の関連で

ちょっと質問させていただきたいと思います。 

 道の補助が２１万円で間違いなかったですか。何

か、けた数が私違うのかなと。その他で３００万円

で、一般財源のほうから９９０万円近くということ

で、こんな感じでしたか。 

 それともう一つ伺いたいのが、何件ぐらいの申請

があったのか、それも伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） この事業は、個人

というよりも、上富良野に４地区ございます。草分

地区、島津地区、富原地区、東中地区、それぞれに

その地区及びその地区の周辺の方も巻き込んでなの

ですけれども、４地区に対する、そういう地区活動

に対する補助事業と、助成事業ということでまず御

理解いただきたいと思いますので、申請といいます

か、対象地区については４地区ということになりま

す。 

 あと、歳入等の部分ですが、この事業そもそも

が、国が２分の１、道と町が４分の１ずつというこ

とで、１００％行政側で財源措置をいたしまして、

地区活動費に充てていただくということになってお

ります。 

 先ほど委員から言われました、これにつきまして

は、その事業を行うために町のほうで事務をやりま

すので、その事務費に対する補助金ということの２

９万円でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 結局、何件ぐらいがかか

わったのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 細かい数字は

ちょっと把握していないのですけれども、対象にな

る農家さんは、一応畑だけの農家さんも対象になる

のですが、主に水田を耕作されている方が今参加を

いただいているということで、約２００件ぐらいで

はないかというふうに、たしか記憶しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで６款

農業費及び７款の商工費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 
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○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

６４ページから１８６ページまでの質疑を行いま

す。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで８款

の土木費の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、９款教育費の１

８６ページから２３４ページまでの質疑を行いま

す。 

 ございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２０１ページの学校図書の

蔵書についてですが、資料２１でいただいておりま

す。 

 国のほうで基準が示されているわけですけれど

も、学校図書の蔵書については、小中学校、今回で

１００％充足されたのでしょうか、どうでしょう

か。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ３番村上委員の学

校図書の充足率についての御質問にお答えいたしま

す。 

 充足率がすべての学校１００％になっているかと

いう御質問だったと思いますが、まず、６校の学校

がございますけれども、２校が１００％の充足率に

はなっておりません。上富良野小学校と江幌小学校

が１００％になっていない状態となっておりますの

で、御報告いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それで、この２校につきま

しては、今後においてはどのようにお考えになっ

て、充足できるのかどうか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 すぐに充足率を１００％にするということは現在

の財政事情等を考えたときに難しいかなというふう

に考えております。 

 まず、上富良野小学校につきましては、現在９

３.６％でございます。大規模校ということで、標

準が９,１６０の標準になっていますので、こちら

のほうについては、若干配当等を考えながら、時間

はかかりますけれども、蔵書１００に向けまして対

応していきたいなというふうに考えております。 

 もう一つの江幌小学校につきましては、小規模校

ということもありまして、今現在１００にはなって

いませんけれども、児童１人当たり１６６.５冊の

蔵書があるということから、ここも現在の配当され

ている予算の範囲内で整備を図っていきたいという

ふうに考えております。 

 ちなみに、上富良野小学校ですと１人当たり１

７.９冊です。江幌小学校については１６６.５冊と

いうことで、必ずしも充足率がすべてではないとい

うふうに考えておりますので、そこの部分には御理

解をいただきたいのと、前にもお話いたしましたけ

れども、移動図書で定期的に新刊を各学校に、たし

か月１５０冊だったと思うのですけれども、毎月そ

ういう対応をしておりますので、それも含めて考え

ていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 学校図書関係にかかわって

は、交付税措置もされている部分があるかというふ

うに思います。確かに全部充足できない部分もあっ

たにしても、上富良野町では、交付税の措置という

のは、その中で措置されて、なおかつ図書で充足さ

れているというのは、大体何割ぐらいという形に

なっているのか、わかる範囲でよろしいですが、お

伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、交付税で幾ら図書に関して来ているかという

部分につきましては、私ちょっとデータを持ってお

りませんので、それにはお答えできないところであ

りますけれども、基本的には、従前から普通交付税

で配当されている状況を踏まえながら、一定額を予

算措置しているところであります。 

 最近、学校図書の購入について、大幅に学校図書

の金額を削減するようなことは一切していなく、な

かなか上げることはできませんけれども、一定額を

学校の図書購入費として予算措置をしている状況で

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 決算書の２２５ページです

けれども、この中の郷土をさぐる会の補助金ですけ

れども、４万５,０００円、２２年度は。たしか前

の年は５万円だったのではないかと。どちらにして

も運営するには足りないと言えるような少ない金額

でありまして、こういう小さい金額で大きな仕事を

しているわけですけれども、なぜ減額をしたのかと
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いうあたりから聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えいたします。 

 郷土をさぐる会の補助金の額ですけれども、２１

年度も４万５,０００円で補助をさせていただいて

おります。これについては、過去にたしか５万円と

いう時代があったかなと思いますけれども、それを

町の行財政改革の中で１０％カットという部分で御

協力をいただいて、４万５,０００円になったとこ

ろであります。 

 あと、２２年度までにつきましては、運営補助と

いうことで補助金を支出させていただいておりまし

たけれども、２３年度から、補助制度、決算で言っ

ていいのかどうかわかりませんけれども、２３年度

の予算においては、既に運営補助から郷土史をつく

る部分について補助金を出すというふうに制度を改

めておりまして、それについても金額については５

万円ということで、２３年度は予算措置をしている

ところでございますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） この郷土をさぐる会という

のは、上富の町史、１００年のときに大きなページ

のものをつくった。このあたりに記事として、歴史

として残らないようなよもやま話や、また、こぼれ

話、そしてまた町に貢献した有力者の伝記という

か、自伝といいますか、そういったものをこの会員

の方々が調べて、歴史とともに後世に残すような、

そういう記事を毎年、年に１回発行してつくってい

るわけでございまして、私も会員といいますか、こ

ういうことに参加をしましてびっくりしたのは、今

はＡ４の時代ですけれども、Ａ５といいますか、こ

の半分の大きさの本であって、それもまた白黒で

あって、字がとても読みにくいと。現在のＡ４の時

代にしてはちょっと見合わない立派な調べをした内

容の本であるけれども、残念だなと。これでは皆さ

んに配布しても、１冊１,０００円ということで貴

重な財源を集めてやっているわけですけれども、大

変な状況の中で、みんな全部書いたり、写真を撮っ

たり、図書館へ行って調べたりするのは全部自前、

完全なボランティアでやっている。それで発行して

皆さんに配ろうとしたら、１,０００円の記念誌代

をもらっても、とても白黒が、写真だけでもカラー

にしたいという願いもありますし、また、字をＡ４

の皆さんと同じような活字に仕上げたいと思っても

できないという、そういう状況の中で、今、この補

助金の名称は変わったということでございますけれ

ども、昨年これを４万５,０００円という少額にさ

れたときに、５万円以下は将来カットするのだよと

いうような話も出ましたけれども、これではゼロに

なるのではないかという危惧されるところがたくさ

んありまして、来年といいますから、これから予算

編成に入るわけですけれども、５,０００円や１万

円ではなく、思い切ったことをしていただいて、皆

さんが後世に残るような記事はしっかりと残してい

きたいという、こういう思いがありますので、その

辺について担当であります委員会としての考えをも

う一度伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 郷土をさぐる会につきましては、昨年度、北海道

から表彰を受けるなど、非常に高い評価を受けてお

られているところでございます。引き続き、町とい

たしましても、郷土をさぐる会がこの事業を続けら

れることを願っているものでございます。 

 ただ、自主的な運営というのを郷土をさぐる会で

はされているということで、そこの部分について

は、町の補助金が２２年度で言いますと４万５,０

００円でしたけれども、自主的な取り組みをされて

いるということで、金額の多寡ではないのかなとい

うふうに考えております。 

 あと、今年、２３年度で５万円というふうに改正

したものにつきましては、印刷費について補助をす

るという、要するに、先ほど１,０００円というお

話が出ておりましたけれども、１冊１,０００円と

いう部分がむやみに上がらないように、印刷費も上

がっていますから、そこに対して補助金を出すとい

う方法に変えましたので、それについては今後も郷

土をさぐる会が活動を継続して、なおかつ冊子を出

す部分がありましたら、ずっと補助金を今の中では

続けて出していきたいというふうに考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 成果表の５６ページにあり

ますように、前年は賛助会員が１２６人だったの

を、皆さんの努力で１５２人にふやして、これもみ

んなの自助努力で何とかこの会を存続しながら、１

年に１回の本の発行も続けていきたいという願いか

ら努力をしているところでございまして、今後と

も、今金額を示されましたけれども、２３年は決定

ですけれども、今後において、２４年、２５年と続

けていけるような、そういう内容になるように期待

をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 
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○９番（岩崎治男君） 総括している教育長の意見

を聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ９番岩崎委員の御質問で

ございます。 

 今、課長のほうからお話しされましたように、み

ずからそういう郷土史を愛する会の皆さんが集まっ

て、上富のためにということでやっていただいてご

ざいます。我々も教育委員会といたしまして、そう

いう自主的な活動などをやっぱり大切にしていかな

ければならないのが、これからも我々としては一つ

の主に持っていますので、そんな動きの中で、ある

程度行政で応援できるもの、たくさんはできないか

もしれませんけれども、できる範囲の中で対応して

いきたいというふうに考えております。 

 なお、この会がずっと継続して、我々も伸びてい

かれることを本当に期待をしてございますので、そ

んなことで御答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 関連なのですが、文化財保

護委員会１０名なのですが、これが２万８,８００

円。それで、憩いの楡の木の、元は木だったのです

よね、それの跡として、文化財保護に指定されてい

ます憩いの楡の跡の碑ですね、それが今現在見てい

ますとペンキもはがれた状態で、とても指定文化財

という感覚を持てないようになっております。 

 歩道の整備ということで、要するに砂利を入れた

ような話になっておりますが、文化財保護委員会の

人たち１０名、２万８,８００円支払われておりま

すけれども、楡の跡の碑、それについて何か意見と

か出されていないものか。それから、今後どのよう

に保存をしていく上で考えを持たれているのか、そ

の辺を伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） １番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 文化財保護委員会のほうから、憩いの楡の保存に

ついて意見等はあったのかという御質問かと思いま

す。 

 ２２年度におきましては、憩いの楡に行くまでの

歩道に砂利等を敷きまして、その整備を図ったとこ

ろでございます。その際に、文化財保護委員の方に

現地のほうも確認していただきました。その中で、

あそこに鉄柱で立っている標識があるのですけれど

も、その標識については何らかの形で撤去するな

り、あるいはペンキを塗って看板を整備するような

ことが望ましいということで御意見をいただいたと

ころです。 

 ただ、看板を立てた経過だとかが若干不明確であ

りまして、それが明確になった段階で整備を図りた

いというふうに委員さんのほうに私たちのほうから

お答えをしたところでございます。 

 偶然、昨日、特別委員会の書類審査の中でその話

をさせていただいておりましたときに、町の所有だ

ということがわかりましたので、改めて確認作業を

して整備を図っていきたいなというふうに考えてい

ます。 

 ただ、撤去するのか、あのものを使って若干のお

金をかけて表記をするのか、その方法については今

後検討を進めていきたいなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今お答えいただいたのです

けれども、若干のお金をかけてというのではなく、

文化財保護の指定物にかなったようなものを検討し

ていただくように、考えていただけるように、ま

た、保存委員会の人たちの意見も聞きながら進めて

いただきたいなというふうに思いますけれども、そ

の辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） １番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 済みません、私、金銭に非常に細かい人間で、す

ぐ若干という言葉を使ってしまって申しわけないで

す。 

 十分、委員さんの意見等をお聞きして、文化財に

ふさわしい対応を協議していきたいと思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 成果報告の５１ページ、

この決算書のどこに該当するかちょっとわからない

ものだから、ここに学社融合事業というのがござい

ます。上小は読み聞かせとか、上西小は読み聞か

せ、田植えと書いてあります。 

 この件についてでございますけれども、アグリ

パートナーというのですかね、そういった農村の嫁

さん等にも通じていくのではないかというお話をし

たいと思うのですけれども、要するに交差教育とい

うのですかね、西小は田植えとか稲刈りとかやって

おられますよね。これを町の中の小学校、上富の小

学校の生徒あたりと、その西小に行ってやるとか、

あるいは同じものを取り入れるとかやっていけば、

案外、例えば今言ったのは農業の関係の話ですけれ

ども、理解が深まってくる子供さんが育って大人に
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なっていくのではなかろうかと。そうしたら、嫁に

も行こうかなということもあるかもしれませんよ

ね。 

 どうですかね、そういうよその学校でやっている

ところを、農村部のやつであれば特に町の学校でや

らせようとか、そういう考え方についていかがです

かね。今後、ぜひ持っていただきたいと私は思うの

ですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） １１番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 学社融合の関係で、稲刈りだとか、そういう部

分、農業体験というか、そういうことをすることに

よって農業を理解して、アグリパートナーが不足し

ている中、そういう部分の理解も深まるのではない

かという御意見なのかなと思います。それが学校の

ほうで取り入れられないのかというような御質問か

と思いますけれども、学社融合なのですけれども、

この事業につきましては、学校と地域が連携して、

子供たちに地域から教えられることを学校の中で教

えていただこうという事業でございます。 

 西小学校につきましては、稲刈りと田植えという

体験をしているところでございます。あとほかに、

東中のほうでも、その体験学習をしていますし、上

富良野小学校につきましても、２２年度において

は、失敗しましたけれども、稲をバケツの中で栽培

して、その栽培体験をしようというような試みもし

ているところでございます。 

 年度によってそれぞれ取り組む事業が変わるわけ

でございますけれども、何らかの形で農業を体験し

ようというような考え方は、学校側でもその年度年

度で取り入れているところでございます。 

 今村委員のほうから意見があった部分について

は、機会があれば、学校のほうにこういう意見があ

りましたということで、お伝えさせていただきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。非常に頼

もしい感じがしますね。 

 質問変えてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

○１１番（今村辰義君） 図書館の件で、２２３

ページ、図書館運営のお話でございますけれども、

それと配付資料の１２、成果報告の５５ページにも

載っております。非常に蔵書数は多いと私思うので

すね。４万４,０００冊ぐらいありますよね。非常

に多いですし、これは必要だから、それぞれ１冊ず

つが必要だからあると思うのですね。寄贈されたも

のは、意図に合わないのが寄贈される可能性もあり

ますけれども、ほとんどは意に合った蔵書が来て、

現在、蔵書数はこの４万４,０００何がしがあると

いうふうに、まず理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） １１番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 図書館の蔵書につきましては、今、委員のほうか

ら御質問がありましたように、蔵書数４万４,４８

２冊ということで、一般書、児童書、視聴覚図書を

含めまして蔵書を踏まえております。 

 なお、昨年度から、蔵書数としまして、図書購入

と寄贈図書をいただきまして、約２,２００冊ほど

ふえてございます。 

 除籍もございますので、多少増減はございます

が、住民１人当たり約３.３冊以上の蔵書数となっ

ておりまして、全道的な規模としましても、町村の

図書館としては、現在公民館の中にあります図書館

としては、書庫の中で今現在皆様に提供できるサー

ビスを維持していくことが可能だと考えておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 必要なものであろうとい

うふうに理解します。 

 除籍するものがありますよね。多分、傷んできた

とか、いろいろな理由があると思うのです。それぞ

れ必要なものが、やっぱりこれはもう傷んでいるか

ら除籍しようということになっているのだろうと思

いますけれども、もともと必要なものですから、除

籍したものは、まだ世の中に出回っていれば、また

それを改めて購入するというのは大優先でやってい

るのか、あるいは、除籍は除籍で全く関係なく購入

しているのがありますよね、何千冊も。除籍したも

のと購入したものの関連というのですかね、そこを

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 除籍についてで

ございますが、除籍については、多くが児童書でご

ざいます。児童書につきましては、買いかえが可能

でございますので、除籍に当たった図書について

も、購入可能なものについてはまた再度購入を進め

ているところでございます。 

 なお、再販していない図書もありますので、それ

については、新たにかわる資料として購入するよ

う、選定するように進めているところでございま

す。 
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○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○１１番（今村辰義君） はい、よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２０７ページの心の相談員

についてお伺いいたしますが、おおむね週５回とい

うことで４時間程度という形になって、生徒の悩

み、相談に対する対応をされているということであ

ります。 

 近年、やはりこういった部分に対する専門的な知

識を持った方等の養成が比較的多くなってきていま

す。その内容というのは、心にいろいろな課題を抱

えた方、家庭の事情等があってなかなか地域とも学

校ともなじめないという形の中になっております。 

 心の相談員という点では、そういった生徒の悩み

に答える点でも大変重要な位置づけになっておりま

すが、上富良野町において、より専門的な知識を

持った方等の支援体制というのは、どういうふうに

考えておられるのか。町では学校の教育アドバイ

ザーも含めた体制の中でそういった包括的な対応を

図っているというふうには伺いますが、この点につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ４番米沢委員の心

の相談員に関する御質問にお答えいたします。 

 心の相談員の方で、今現在対応されている人につ

いては、特に資格を有している方ではございませ

ん。中学校のほうに配置をしているわけですけれど

も、通常、心の相談員を置いている学校では、相談

員が個室に入って、他の先生と交わることがないわ

けですけれども、うちの町におきましては、保健室

に保健室の先生と、そして心の相談員という形で、

二人が同じ部屋に入って生徒の対応をしているとこ

ろでございます。 

 特殊な知識だとかそういうものはございませんけ

れども、子供たちと親身な対応を進めることによっ

て、相談件数も２２年度の実績で見ますと、８９３

件ということで、約９００件の相談業務を行ってい

るところでございます。 

 特に知識を持った方ができれば望ましいという部

分もありますけれども、保健の担当の先生と連携し

て事業を進める中で現在対応しておりますので、今

後においてはそういう方向性も当然考えていかなけ

ればなりませんけれども、人材が必ずしもすぐに確

保できることではありませんので、現在の状態で連

携した中で、子供たちの悩み等を聞いていくという

形で当面は進めていきたいと、そんなふうに考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この分野については、いろ

いろ課題もあるかと思いますが、精神的なところを

見ましたら、フリースペースなんかも確保しなが

ら、そういった中で取り組みを進めてきているとい

うような地域も出てきております。そこまで必要か

どうかという部分もあるかというふうに思います

が、やはり今後こういった子供たちの心をケアした

りするという点でも、その保健室対応も当然必要な

部分であると思いますが、一定、開放的な部分の中

での対応も必要になってきているのかなというふう

に感じますので、その点について、現状の考え方で

よろしいですが、そこまで必要な部分でないのかど

うなのかわかりませんが、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 現在、問題を抱えている子につきましては、スト

レートに保健室に登校する子と、もう一つ、集会室

という小さな部屋、教室に入らないでそこに直接行

く、そして教室にたまに行くという二通りのパター

ンがあります。現状、空き教室がありますので、そ

ういう部分を今言いました集会室というような形で

使っておりまして、そこに通学するというパターン

でいくと、現状でフリースペースという部分は、逆

に言えばもう確保されているのかなと、そんなふう

に思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうものも含めて、今

後、改善の余地があるとすれば、ぜひ検討していた

だきたいと思います。 

 次に、成果報告書の中で、いわゆる要保護、準要

保護の点についてお伺いいたしますが、１名と３１

名、要保護、準要保護についてはおられるというこ

とでありますが、この間の補助制度が多少変わっ

て、いわゆるクラブ活動費等についても、その補助

対象が行えるようになったというような話も聞いて

おりますが、この点は上富良野町ではまだそこまで

はいっておられないのかどうなのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ４番米沢委員の要

保護、準要保護の関係についてお答えいたします。 

 生活保護の関係で、２２年度からＰＴＡ会費、あ

とクラブ活動費、生徒会費、この３つの費目が生活

保護の基準に追加されました。当町においては、現

在、生活保護と同じような基準をもって準要保護に

当てはめるか検討中でございます。 

 管内的な情勢を申し上げますと、現在、約４割ぐ

らいの町が制度の移行を行っているところでござい
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ます。現在、２４年度の予算に向けて、委員会とし

て検討中でございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 最後になりますが、いじめ

ということで、小中学校、そういうことはないとい

うふうに思いますが、一部聞きますと、メール等で

子供たちのやりとりですから、インターネット等で

はわかるのかもしれませんが、いろいろな複雑なや

りとりが一部あるというような話も聞いております

が、実態としては、そこら辺は、上富良野町につい

てはそういう実態がないということで押さえてよろ

しいでしょうか。 

 小学校段階において不登校になっているというよ

うな子供さんと、あるいはそれに近いような、来る

けれども、ちょっとしばらくお休みするだとか、そ

ういう子供さんというのは、現状としては何人おら

れるのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 いじめ関係で不登校等があるのかという部分でご

ざいますけれども、まず、いじめにつきましては、

道教委、町も含めましてアンケート調査の実施を、

２３年度から強化を図っているところでございま

す。その結果、いじめまでいかなくても、押された

とか、そういう簡易なものは若干出てきております

けれども、全員がかかっていじめるというような部

分は現在のところないように学校側から報告を受け

ているところでございます。 

 あと不登校の関係ですけれども、小学校は、不登

校児童については一人もいないところでございます

けれども、上富良野中学校におきましては、現在、

完全不登校ではございませんけれども、休みがちと

いう子が４名程度いる状態となっております。担任

の教員を中心に、少しでも学校に来るように対応を

しているところでございます。 

 以上です。 

 済みません、若干漏れておりましたけれども、そ

の不登校の子につきましては、教育委員会で状況

を、改善状況も含めて、二月に１回、定期的に学校

側から取り組み状況等の報告をさせているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで９款

の教育費の質疑を終了します。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度として延会にいたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日は、これにて延会とすることに決定

しました。 

 本日は、これにて延会とします。 

 今後の予定につき事務局長から説明をいたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） あす１０月２０日は本

委員会の３日目で、開会は９時でございます。定刻

までに御参集くださいますようお願い申し上げま

す。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、あすは引き続き、一般会計の公債費から質疑を

継続していただくことになります。 

 以上です。 

午後 ５時１２分 延会 
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平成２３年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 
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─────────────────────────────────────────────── 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより、決算特別委員会３日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 本日の議事日程につき

ましては、昨日が延会となりましたので、本日の日

程を変更し、一般会計１０款公債費からの質疑を継

続していただき、以下さきにお配りしました日程で

進めてまいりますので、御了承を願います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、１０款公債

費の２３４ページから１１款諸支出金、１２款の給

与費、１３款予備費、１４款の災害復旧費、２４１

ページまで、一括して質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 総体的に見ましても、一般

会計等においては、不用額等が２億弱出るという状

況になって、決算においては。そういう中で、いわ

ゆる賃金職員等の、何度も申し上げますが、給与体

系が低くなるという状況になるのと、また同時に、

行政改革プランという形の中で、総体的な職員数が

低くだんだん抑えるという形になってきておりま

す。そういう中で見ますと、やっぱり部署によって

は、必要な人員数が賄えないような、そういうよう

なところもあるかというふうに思いますが、まずわ

かりやすい点でお伺いいたしますが、この間、今防

災無線等において、図書館における臨時職員等が募

集されております。あれは７５０円で、これはずっ

と何年勤めても、まあそういう体系だからというこ

とでありますからそうなんでしょうが、しかし働い

ている方にしてみれば、何年たっても７５０円とい

うのは、本当に切ない思いであります。そういうも

のが、全体的にやはり労働意欲を抑えたりだとか、

煩雑化する業務の中でのやっぱり職員の業務が、ま

あ一生懸命やられておりますから、これでいいのか

どうかという問題もありますが、しかし総体的に

は、やはり必要な人員が張りつけられないという状

況があります。そういう意味では、改めてお伺いし

たいのは、職員定数の見直し、改善、行革プランに

基づく、やっぱり削減の一途ではなくて、一定程度

必要な人員、各会計においてもやっぱり張りつけた

りだとか、正職員につながるような道を開くだと

か、そういう方向性というのはどのようにお考えな

のか、お伺いしておきたいというふうに思います。 

 どなたでもよろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 職員定数につきましては、昨年１２月に第４次職

員適正化計画に基づきまして、職員の定数条例を議

決いただきましたが、この間、財政が逼迫している

現状も踏まえて、平成８年から本格的に職員の定数

を削減する方向で進んできたところであります。平

成８年から、この平成２２年度末で言いますと、職

員７３名ほど削減をしてきた実績にございます。も

ちろんその間ＯＡ化等、あるいは事務の効率化を図

りつつ職員を削減をしてきて、その成果として、一

方その行財政改革、いわゆる歳入に見合った歳出構

造に転換をしてきた経過にございます。 

 一定程度職員の削減をしてきた中で、一方では委

員のおっしゃるような、職員が少ないことで仕事の

質が落ちてくることの懸念もありますので、今現

在、第４次の職員定数条例を昨年１２月に議決をい

ただきましたが、今までのような極端な職員数の減

というふうにならないように配慮をしたところであ

ります。 

 皆さん、委員御承知のように、今時代の趨勢は大

変住民要望も多種多様化して、さらに高度化もして

ございますし、また一方でも地方分権の時代、流れ

がありますことから、いわゆる時代の要請にきっち

り行政がこたえられるような職員の定数を図ってい

きたいというふうに思ってございます。 

 定数外職員の賃金のお話しもありましたが、この

間、特に介護職、あるいは保育所に勤務する保育士

さんの処遇の改善もその間してまいりましたので、

一定程度、職員がすべて配置することにはもちろん

なりませんが、いわゆる免許職員の技術職について

は、多様な職員の雇用形態も図っていくことが必要

だなと。そのようなことから、今現在このような職

員配置、あるいは定数外職員の配置状況になってい

ることを御理解いただきたいというふうに考えてい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろな、確かにすべて

配置せよというのではなくて、やはり意欲を持って

働けるような体制づくりをするということが必要だ

というふうに考えてます。そういう意味では、図書

館の面で言えば、何年勤めてもそういうパートとい

う形になっているのでしょうから、７５０円で何年
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勤めても７５０円だということになっているという

意味では、異常な実態です。 

 この１０月からでしょうか、最低賃金が７０５円

ぐらいになりました。それにしても、まだまだ新聞

等の報道でも、やっぱり生活保護基準から見ても、

まだ低いというような状況になっております。やっ

ぱりそういう実態を改善する。不用額がこれだけ出

ていると、一方でそういった住民サービスがやっぱ

り切り詰められている。公助、共助という形で、都

合のいいときは自助だよと、共助だよというような

使い分けを私たちされていて、どうもうまく何かそ

ういった錯覚に、ああ自助だから、公助だから、こ

れはお互いしっかりやらなければならないんだなと

いう錯覚に陥りがちになるのですが、やはり本当に

自助、共助だと言うのであれば、お互いが尊重され

るようなそういった給与体系であったり、労働体系

であったり、また、住民の意見や願いが尊重される

まちづくりでなければ、それは平等の自助、公助、

共助だとかというふうにはならないんだというふう

に思うのですが、そういうものも含めて、やっぱり

もう一度賃金体系も含めて、そういう図書館、一般

職員の臨時、パートも含めて、改善する必要がある

のではないかというふうに思いますが、もう一度確

認お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の定数外

職員の賃金体系についての御質問かなというふうに

思いますので、お答えを申し上げたいと思います。 

 定数外職員につきましては、いわゆる臨時筆耕も

含めて、さまざまな職種の定数外職員を雇用してい

る形態にございます。歯科衛生士さんとか、助産師

さんとか、いろいろな職種がいる中での、その職種

に応じたバランスで時間給を定めているところであ

ります。 

 いわゆる図書館に今勤務をする臨時職員について

は、職員の助手的な仕事をしていただいてございま

すので、時給で言いますと７５０円。相当昔からこ

の７５０円については、見直しはしてございません

が、その見直しの一番根拠となるのが、いわゆる最

低賃金でございます。 

 今最低賃金につきましては、７０５円になったか

なというふうに思いますが、最低賃金７５０円で低

いと考えるか、そこはいろいろな考え方があるかと

思いますが、いわゆる７５０円の臨時筆耕さんにつ

いては、あくまでも助手的な業務ということで、今

７５０円に設定したまま、しばらく見直しはされて

いません。 

 今後見直しが必要かということになりますと、そ

の最低賃金がどのようなところにラインが引かれる

のかも見ながら、今後改定もしていきたいというふ

うに思います。 

 また、一方、今年度から、そのいわゆる臨時職員

さんの処遇改善の一環として、特別休暇の付与につ

いて、いわゆる忌引き休暇、あるいは公民権を行使

する場合の、さらには裁判員制度で指定をされた場

合、そのような特別休暇制度も一方では、今年度付

与するようなことで見直しをさせていただきまし

た。いわゆるその賃金と雇用の安定化も、一方では

図っているという点も御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ今後、そういう不用額

が出るのであれば、こういったところに回すだと

か、地域のいろいろなものに、まだ利用できるも

の、側溝の整備だとかいろいろな身近な問題で予算

をウエートを高めていけるような、結果としてこう

いう形になっているとはいえ、そういう活用の仕方

というのは必要だと思いますので、ぜひ正職員に道

を開けるような、あるいは準職員に道を開けるよう

な制度を活用しながら、全体のやはり労働意欲を高

めるような、そういうような対策というのは、ぜひ

必要だと私は思います。 

 次にお伺いしたいのは、この災害復旧にかかわっ

てなのですが、特別交付税という形で手当されるの

かなというふうに思いますが、これは現状では大体

これ決算してみて、１００％交付はされてないとい

うふうに思うのですが、こういった災害時における

ところの充足率、交付税の、どういうふうになって

いるかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員の

災害における特別交付税の充足率についてお答えし

たいと思いますが、特別交付税については、基本的

には一般財源ですので、それぞれのこちらのほうか

ら財政需要というか、特別交付税の算定基礎を出し

ます。その中に災害復旧費ということで、昨年でし

たが、１億２,０００万程度の需要があったと思い

ますが、結果的に幾らの充足率というのは定かでは

ありませんが、おおむね特別交付税に算入されてい

ると理解しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで１０

款公債費、１１款の諸支出金、１２款の給与費、１
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３款の予備費、１４款の災害復旧費の質疑を終了し

ます。 

 以上をもって一般会計の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員の交代がありますので、少々お待ち

ください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、国民健康保険特

別会計全般の２４３ページから２８４ページまでの

質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで国民

健康保険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、老人保健特別会計全般の２８５ページから

２９８ページまでの質疑を行います。ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで老人

保健特別会計の質疑を終了します。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２９９ペー

ジから３１６ページまでの質疑を行います。ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで後期

高齢者医療特別会計の質疑を終了します。 

 次に、介護保険特別会計全般の３１７ページから

３４６ページまでの質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２２年度、介護の認定率の

問題についてお伺いいたしますが、この２２年度、

国の指導では介護の認定率というのは、何％ぐらい

という水準で指導されているのか、このぐらいは妥

当な線ではないかという、指針というのは恐らくあ

るのだろうと思いますが、ないのであればないとい

うことでよろしいですが、大体上富良野町の場合

は、１３％か１４％ぐらいで、３９０名とか４００

名ぐらいの現状ではラインという形になっているか

というふうに思いますが、その点についてお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 国の認定率の指針自体は、ございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ないということであります

が、何回も言いますが、比較的１３％、１４％台の

ラインということで、低く抑えられているのではな

いかというような感じも受けられましたので、その

点をちょっと伺ってみたところでございますが、そ

の点については十分審査もされて、当然本人の健康

の、体の状態も含めて、そういう判断になったとい

う形だというふうに思いますが、それでよろしいで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 委員の言われ

たとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、包

括的支援事業という形の中で予算が計上されており

ます。この事業等については、やはり地域のいろい

ろな相談に乗ったりだとか、そういうような大事な

内容かというふうに思います。 

 ２１年度の報告書等においても、高齢者等の相談

窓口として、実質１３７人で、延べ８６８人の相談

があったというような報告もされているわけであり

ますが、この点について、２２年度段階において

は、家族からの相談が多数占めるのかなというふう

に思いますが、本人あるいは家族からの相談内容等

はどういう状況だったのか、何件あったのかお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 家族からの相談が２２年度の中で約半数を占めて

いまして、相談の対象者の年齢は、７５歳以上の高

齢者が約８割ということになっています。 

 相談内容につきましては、介護保険の申請の相談

や、介護保険の利用に関する調整ということが主な

相談になっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう中で、相談、介護

の利用だとかという初歩的なこともあれば、それは

本人にとって、あるいは家族にとっても非常に重要

な相談だというふうに思います。 

 今後それにかかわって、やっぱり身体的な虐待、

権利擁護という点でお伺いいたしますが、そういう

相談の中で、そういうような相談というものもあっ

たのかどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 権利擁護の関係ですが、虐待についてはありませ

んでした。成年後見のほうにつきまして、３件の相

談がありました。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 前回も質問したかと思いま

すが、今老人ホームと言うか、各施設からそういっ

た、これにかかわったなのですが、地域包括支援セ

ンター関係でお伺いしたいのは、各事業所からのや

はり相談等も相当寄せられているのだろうというふ

うに思います。こういうことで、やっぱり本人のケ

アをする上で、こういった部分で悩んでいるんだと

か、そういう相談も、この包括支援センターの中で

受けている部分かというふうに思いますが、そうい

う相談件数と相談の内容等はどういうものがあった

のか、また、どういうふうに解決されたのかお伺い

しておきたいと思います。あればですよ。なかった

らいいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 事業所からの

相談件数ということですが、ちょっとその件数自体

は押さえていませんが、苦情の関係で何件かはあり

ましたが、その中で解決はされていることになって

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） さほどと言うか、事業所内

で解決するということですから、その部分でのこと

だというふうに思います。 

 この間、グループホーム等における指導が、上富

良野にあるグループホーム、この間幾つかの虐待の

ような動きもあったということで、報告書でも書か

れております。その後、改善も指導もされて、改善

もされているかというふうに思いますが、この２２

年度においては、そういった改善指導というのは、

あったのかどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 グループホームの指導につきましては、ずっと継

続して続けている中で、いろいろな状態では、何も

ない状態になっています。 

 先月ですが、厚生労働省の北海道厚生局と上富良

野町で実地指導ということで、ほーぷのほうに実地

指導に入って、その中で聞き取りをしながら、ま

た、指導しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 相当そこまで行くというこ

とになれば、いろいろなやはり指導上、いわゆるケ

アの問題も含めて、いろいろな問題を抱えていると

いうような、そういうような指定施設かなというふ

うに思うのですが、当然その結果等については、ま

た詳細に自治体、上富良野町についても、また、お

互いに話をしながら改善に努めるし、また、その指

導した結果報告なんていうのも、当然行政側には

入ってくるのですね、その辺は。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 北海道厚生局

が入りましたのは、道内三百八十何カ所グループ

ホームあるのですが、それの指導の一貫でありまし

て、特別ほーぷのほうに入るということではなく

て、北海道内回っている中での指導のところで、上

富良野町、３年に１回指導でということで、一緒に

入っているというような状況です。 

 まだ厚生局との指導の中身については、いろいろ

打ち合わせをしながら、これから通知を出すような

形になります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この間の指導もあって、改

善もされてはいるという形で、引き続きやはりそう

いう事業所であったということで、行政も引き続き

その実態の掌握や、指導があれば当然改善指導にす

ぐ行うという体制でよろしいですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御指摘のとおり、そのように今後も指導を続けて

いきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 確かに介護認定数は押さえ

ていらっしゃるというか、横ばい状況で、出現率が

１４.５％ぐらいなのですけれども、その中で状態

見ますと介護３から５の状態、重度化しているよう

な感じがするのですけれども、その点はどのように

見られているのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 重度化になっていらっしゃるという方は、認定が

早いうちと言ったら変ですが、年数を経ての重度化

で、新規になった方が即重度化ということではなく

て、年齢とともに重度になっていっているというよ

うな状況です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 従来の決算書を見ても、い
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わゆる介護施設給付費にかかわる施設入所者の割合

が比較的やっぱり高くなっているのと、多くなって

いるかというふうに思います。よく上富良野町、町

の中でも、やっぱり老人ホーム等の増床を願う人や

グループホーム、あるいはこの間議会でも何回でも

取り上げられてきました小規模多機能型施設のそう

いった施設のサービスを求めるやはり声が出てきて

おります。 

 上富良野町で今後ますます高齢、お年寄りがふえ

るという状況の中で、在宅も重視しながら、その介

護施設も一定整備しなければならないという状況に

あるとするならば、今上富良野町で必要最小限の施

設として、どういうものが一番妥当だというふうに

お考えなのか、やはり住民にすれば、やはり介護

者、お年寄り２人で生活しなければならない。どち

らか片方が入所したとしても、本人も、介護する側

も弱ってきているという状況があって、かといって

２４時間のヘルパーのサービスの充実という点で

は、必要最小限は上富良野町でも進められておりま

すが、しかし一方で、どうしても入所に頼らざるを

得ないという、そういう実態が上富良野町でもある

というふうに思いますが、この点を踏まえてお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の介

護の状況に応じた施設対応、それから在宅関連につ

いての御質問にお答えいたします。 

 先般の定例会の中でもお話しさせていただいたと

ころですが、確かに在宅を進めるといったことを前

提として、町のほうも介護保険料の引き上げにつな

がらないようなことで努力をしてございます。やは

り在宅で見ている中でも、やはり施設、また、中間

施設的なものをうまく利用しなければ、施設のほう

にすぐ行ってしまうというような傾向がございま

す。そういった意味からも、先般の定例会でもお話

ししましたように、小規模多機能でショートステイ

だとか、そういったことやなんかもできるような、

そういうような施設を今後整備計画していくような

ことで考えてございますので、そういったことでお

答えさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 小規模多機能型について

は、行政としても取り組みたいという話しでありま

すが、よくいわゆるグループホームや、その老人

ホームの増床というのが、この点については、この

２２年度におけるこういった介護の実態等を見て、

本当にどの時点で必要なのかということもあります

し、現在のサービスを組み合わせながらショートス

テイだとか、十分だという判断もあるでしょうが、

そこら辺はどういうふうに押さえているのか、グ

ループホームや老人ホームの増床等について必要な

いのか、現状のサービスの組み合わせを行えば、十

分そこで、まあ十分とは言えないまでも、ある程度

はカバーできるという判断でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の御

質問でございますが、グループホームの現状といた

しましては、やはりうちの町にはほーぷがございま

すが、そのほかにはなくて、近隣の施設に頼ってい

るというような状況も現にございます。そういった

中では、決算とはちょっと離れてしまいますが、今

後につきましては、そういったものも考えていかな

ければならないというようなことで認識はしてござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長は、担当の方がこうい

うようにおっしゃっているのですが、町長はどうい

う認識に立っておられるのか、その点お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 担当課長から申し上げましたように、総体的に事

業を評価しますと、できる限り在宅でのそういう老

後の生活を安定的にできるような条件を整えるのが

一番ベストかなというふうに考えているところでご

ざいまして、と言いながら、加齢とともに施設サー

ビスを求める方もいらっしゃるので、それらとのバ

ランスを図りながら、先ほど申し上げましたよう

に、中間的な施設サービスができるようなそういう

地域実態、地域ニーズを考えたときに、将来的には

そういうものを条件整備することが、町としての今

後の課題だというふうに認識しているところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ長期的な立場に立っ

て、いろいろとぜひ検討していただいて、今でも現

状で課題がたくさん、いつのときでもそうなのです

が、ありますが、町でも一生懸命努力しているとい

う点については認める部分ありますが、しかし実態

とかけ離れている部分だとかというのも、当然出て

きているような気がしますので、その点はぜひ改善

の方向でも検討していただければというふうに思い

ます。 

 ３３９ページの特定高齢者の把握事業という形
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で、これは介護の予防につながらない対策というこ

とで、それの委託事業というふうになっているかと

いうふうに思いますが、この２２年度においては、

どういうような事業として取り組まれているのか、

この点についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 平成２２年度の特定高齢者把握事業につきまして

は、チェックリストで７２名、二次予防対象者の候

補者数７２名、生活機能の検査受診者で３５名とい

うことで、二次予防の決定者数は、４２名というこ

とになっています。その中でお元気会、社会福祉協

議会に委託しているものと、生きがいデイサービ

ス、ラベンダーハイツに委託しているもので、特定

高齢者の通所型の介護予防事業をやっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この事業の効果と言うので

すか、そういうものも含めて、やはり相当重要な部

分だというふうに思いますが、今後やはり早目にそ

ういった高齢者の方を介護に、重度化しないという

ような体制づくりの一つの、これだけではありませ

んが、一環としてもいろいろと相談に乗ってあげ

て、やっぱり少しでも日常の生活が快適に行くかど

うかわかりませんが、安心して暮らせるような、そ

ういった事業展開にも結びつく大切なものだと思い

ますが、この事業の実施による効果等というのは、

どういうふうな評価されているのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 米沢委員の御

質問にお答えします。 

 お元気会につきましては、参加者の方から、自分

の体の動きがよくなったというようなことや、ひざ

や腰の痛みが楽になったというようなことで、改善

が見られている状況になっています。 

 生きがいデイサービスのほうにつきましては、閉

じこもり予防ということで、入浴やアクティビ

ティー活動、レクレーションしていく中で、体の動

きが同じようによくなったということで、改善がで

きているというようなことになっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） やはりこれからの事業展開

として、こういう部分の事業展開、もしくは介護に

結びつくような手前の中で要望していくというよう

な、そういう事業展開が必要かというふうに思いま

す。 

 お伺いしたいのは、僕もよくわからないのです

が、やはり上富良野町が特にこれから必要として、

この部分をやはり伸ばしていかなければならないと

いうふうな事業だとかがあればいいとか、そういう

ふうなのはというの、なかなか判断としては難しい

部分があると思いますが、現事業の中でも、これは

絶対充実していかなければならないというような、

そういった点について、どのようにお考えになるの

かお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 今第５期の計

画の中でいろいろ調査とかしていまして、これから

認知症対策とか、そういうのが出てくることになり

ますので、これから準備と言うか、いろいろな充実

していくものを探しているというか、今調査をして

いるところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろ聞きましたが、要

するにやはり介護につながる手前の中での予防だと

か、いろいろと努力もされていますが、やはり町と

しても、こういったこれから５期の介護の実施に向

けての実態調査もされているというふうに思います

が、やはりそういうものも含めて、より上富良野に

合ったもののやはり目標の定め方というのもあるの

ではないかというふうに思いますので、引き続きこ

の点について、十分やっぱり検討していただいて、

負担の点にもいろいろ重いというような意見もあり

ますので、軽減策はどの点がいいのか、また、在宅

においても介護においても、やはり安心して日常の

生活が送られるようにするためのサービスの充実

や、それにかかる負担の軽減という点での内容等に

ついて、十分精査する必要があると思いますので、

その点ぜひ考えていただければと思います。 

 それと、この介護保険料の不納欠損額ということ

でお聞きいたします。４３万９,６００円という形

で載っておりますが、これは当然亡くなられた方

や、当然払えないという形の中で説明はされており

ます。これは介護保険料の段階、階層別で言えば、

本当に所得のどういう階層の人たちがこういう実態

に陥っているのか、お伺いしておきたいと思いま

す。所得階層別と言えば、どの階層の人。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 不納欠損の処分は、督促送ってから介護保険料は

２年以内に納めるということになっていますので、

そこを経過した方で、その間督促、催促、隣戸訪問
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等しておりますが、結果的に６５歳になられた当初

は、前年度所得を見ますので、所得階層的には高い

階層であるのですが、その後年金のみという生活に

なりますので、その後所得階層が下がっているとい

うことで、所得階層別で言うと１段階の方が１名、

２段階の方が４名、あと４段階の方が３名、５段階

の方が６名、あと７段階の方が１名おられます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう生活の方ですか

ら、介護給付を押さえるというような、そういうこ

とは当然されていないというふうに思いますが、そ

ういう話しもされる部分あるかというふうに思いま

すが、やはりその点については、なかなかやっぱり

前年度所得あっても、退職、何らかの影響でやっぱ

り納められないという状況がありますので、そこら

辺はよく本人とも話ししながら、きちっと介護に結

びつくような、給付制限とかそういうのはしており

ませんね。お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 介護保険料を不納欠損いたしますと、この方々が

御本人が介護サービスを使うときに介護給付の制限

等がかかります。今のところですけれども、これら

の方々が、現在介護サービスを使われている方はご

ざいません。 

 以上です。０ 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 ８番谷委員。 

○４番（谷 忠君） これは何ページになるのか

な。３３５ページが適当かと思いますけれども、介

護保険というのは、必ずしも６５歳以上の高齢者が

受けれるということではないと思うのですね。それ

以下でも、特定な疾患があれば、例えば保険料は４

０歳から納めるでしょう。４０歳以上の方、６４歳

ぐらいまでかな、６５歳から通常だけれども、介護

制度を利用できると。サービスを受けれるという方

については、その若年層の方でも、４０歳以上であ

れば受けれると思うのですけれども、その点はどう

ですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ８番谷委員の御

質問にお答えします。 

 介護保険制度は、４０歳以上の方が介護保険料を

支払って、４０歳から６４歳までの方は特定疾病、

１５種類の要件に該当すれば、介護サービスは受け

られます。４０歳から６４歳までは、それぞれ皆さ

んが入っている医療保険から介護保険料分を徴収さ

れておりまして、その分が給付に応じて町のほうへ

入ってくるような仕組みになってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 今の１５種類という説明が

あったのですけれども、私の記憶しているところで

は１６種類というふうに記憶しているのですよ。そ

れで、例えば脳血管の疾病であったり、あるいは若

年層のアルツハイマーであったり、これ一定期間介

護が必要だよということが医師の証明があるのか、

審査会で認定になるのか、それちょっとわかりませ

んけれども、基本的には、医師の診断書が必要だろ

うと思うのですけれども、現実に２２年度に上富良

野でそういう方があったのかなかったのか、ちょっ

とお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センター

主査、答弁。 

○地域包括支援センター主査（星野 章君） ８番

谷委員の御質問にお答えします。 

 平成２２年度につきましては、２号の被保険者の

認定者数ですけれども、１２名おります。そのうち

９人の方が脳血管疾患で、１名若年性の認知症で、

あと残りは、その他特定疾患と言われる難病の持っ

ている方になります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 私、そういう訴え方をされた

方がいらっしゃったものですから、そういうちょっ

と自分の記憶している範囲と言うか、知識の範囲内

で受けれるはずですよということを説明した記憶が

あるのですよ。その後どうなったのか、ちょっとわ

かりませんけれども、先ほどその説明のあった、１

５種類という説明あったのですけれども、特定疾患

として、一定期間家族の介護がどうしても必要だよ

と、どうしてもできない、だからこういうサービス

を受けたいのだということになるのですけれども、

その一定の期間というのは、私の聞いたところで

は、６カ月ぐらい介護が必要だということが認定な

かったらうまくないのだと、こういう話だったので

すね。その先ほど説明のあった１５種類、おおむね

どういう特定疾患が対象になるのか、その辺ちょっ

とわかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ８番の谷委員の

御質問にお答えします。 

 特定疾患のある２号の介護認定ですけれども、こ
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れは通常の介護認定と同じように、介護サービスが

必要な方、認定を受けれるのですけれども、多分委

員の言われているのは、最初新規のときの認定期間

の６カ月のことを言われていると思いますが、介護

保険制度上、新規で認定するときは、その有効期間

が６カ月間、その後必要であれば更新をして、１２

カ月なり２４カ月という。（「１５種類わかるか

な」という声あり） 

 済みません、今手元に資料がございませんので、

疾患の名称は後ほどお答えさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○１番（佐川典子君） 済みませんが、先ほど国民

健康保険特別会計のときに、どなたか質問してくだ

さると思っているうちに、ちょっと時期を逃してし

まいましたので、国保に関して、説明員の皆様がい

る間にちょっとだけ質問させていただきたいことが

あるのですけれども、賛成者、小野委員が賛成して

くださいますので、よろしいかどうかお願いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時５７分 休憩 

午前 ９時５８分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩を解かさせて

いただきます。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで介護

保険特別会計の質疑を終わります。 

 それでは、次にラベンダーハイツ事業特別会計の

３４７ページから３７０ページまでの質疑を行いま

す。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 雇用創出という形で、３６

７ページの未経験介護職員の雇用ということで、１

名でしたでしょうか、雇用されたかというふうに思

いますが、その後資格等取られたのかなというふう

に思いますが、その後、この雇用の形態というのは

どういうふうになっているのか、その点お伺いして

おきたいと思います。実際現場で、また就労されて

いるのかという点も含めてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 未経験介護職員の関係でございますけれども、２

２年度におきましては、当初計画では、１月から３

月まで３カ月間の雇用予定でございましたけれど

も、ハローワーク、それから防災無線等で募集をか

けていましたが、なかなか応募者がないため、結果

としては、３月１カ月だけの雇用となったところで

ございます。 

 ２３年度におきましても、この未経験介護職員

は、最大１年間という部分がございますので、もと

もと２２年度で３カ月、それから２３年度で残り９

カ月を予定しておりましたので、２３年度につきま

しては、４月から１２月までの９カ月間雇用という

ことで、同じ方に引き続き来ていただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、入

所者との関係で、やはりパート職員も多いという形

の中で、比較的接し方、あるいは介護の仕方等につ

いては、極力いろいろと会議も開きながら、個別の

支援という計画もつくりながら支援体制は十分され

ているかというふうに思いますが、一部聞きました

ら、ちょっとその対応の仕方だとか、そこら辺がど

うだったのかという話も聞かれますので、間接的な

話しですからわかりませんが、誤解もあると思いま

すが、やはり介護計画を立てる段階において、もし

くは機能を回復する段階において、個別の計画を立

てる段階において、この人はどういう介護の接し方

をしたらいいのかだとか、当然立てられるのだとい

うふうに思いますが、そういうときに、働いている

職員の方も含めて、そういった会議も当然やられて

いるということは聞いておりますが、基本的にどう

いう立場でＡという１人の人を安定的に、いわゆる

生活できるようにするというようなケア計画、また

は会議をどういう形でどういう指導をされているの

か、その点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ４番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 介護計画の作成につきましては、各職種がそれぞ

れ自分の持っている意見等をカンファレンスという

形で、一同に会議を持ちまして、その中で、そのＡ

さんに対して、どのような介護が必要かということ

をその会議の中で話し合いをしまして、その方に適

切な支援、そういったものを考えて計画を立ててお

ります。 

 もちろんその計画を取りまとめる段階におきまし

ては、専任のケアマネージャーがおりますので、そ

のケアマネージャーが、その意見をきちっと取りま
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とめまして、さらにあと、もちろんケアマネー

ジャー自身が、その方の適切な部分、それからあと

御本人様、それからあと御家族様のいろいろな要望

等をもとにしまして、最終的な計画を立てさせてい

ただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう認識というのは、

いわゆる介護に携わっているそういう人たち、介護

士さんも含めてケア会議に参加して、大体所要時

間、１人に対するそういう会議というのは、その場

所によっても違うかと思いますが、大体どこのぐら

いの単位で、時間でやられているのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 大体かか

る時間でございますけれども、まず最初に、会議を

する前に、各例えば介護の現場でありましたら、ま

ず担当しているスタッフに事前に、その方に必要な

支援というものはどういうものなんだろうかという

ことをあらかじめ最初に宿題を与えまして、その担

当するスタッフのほうで、まず考えてもらうように

しております。それを担当の集まった者が、ケア会

議の中で話し合われることになるのですけれども、

その会議の中で話し合われる時間というのは、大体

１件当たり２０分程度ということになっておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この部分については、いろ

いろ努力もされている部分もありますが、引き続き

やはりいろいろな課題、もしくはその常時見れるわ

けでありませんので、ちょっと場を外したときにい

ろいろなけがをしたりだとかというのも、当然そう

いうケースも考えられるというふうに思いますの

が、そういったケースの場合、家族さん、本人さ

ん、わからない場合あると思うのですが、家族の方

にも連絡して、こういう事情でそういうけがに至っ

ただとか、何か皮がめくれただとか、そういうのは

どういうような伝達だとか、対処の仕方されている

かお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 私どもの施設では、例えば何かけがをされてし

まっただとか、あるいはけがでなくても、病気に

よって病院に通院をしなければならないような状態

になっただとか、そういった場合には、必ず御家族

様に御連絡を差し上げて、こういう状況でこのよう

になりましたという経過を報告させていただいてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） やはりこういう現場ですか

ら、やはり職員の処遇の面で、何回も言いますが、

やはり比較的、古い資料も見ましたら、人員の必要

な配置はされてますが、パートの配置で補っている

という状況も見受けられます。 

 介護の現場では、本当に何が起こるかわからな

い。本当にやっぱり精神的にも肉体的にも、やっぱ

り頭脳も働かせなければならないという状況の中

で、やはり処遇の改善という点でも、正職員の配置

も含めて、財政難があったにしても、やっぱり一定

程度そういう人たちを正職員、あるいは準職員制度

はありませんが、そういう制度に結びつけていくと

いうような内容の検討もされるべきだというふうに

思います。 

 この間、処遇の改善という点でもされてはきまし

たが、しかし一般の成人の人が３０年ぐらい働い

て、ようやっと２５０万とか３００万行かないライ

ンであります。そうすると、結婚して家族を持って

自立して生活するとなると、なかなかできないとい

う現状が浮かび上がってくるわけであります。そう

いうやはり意欲のある人を、やはり何らかの形で処

遇するだとか、結局パートだということになれば、

仕事はされるのですが、気持ちの面でやっぱりそれ

なりの仕事という形ではなってないかもしれません

が、そういう感じになる部分があるというふうに私

は思っています。そういう意味では、改善する必要

があるというふうに思いますが、この点についてお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 臨時職員の処遇、特に臨時介護職員の処遇改善の

関係だと思いますけれども、本年４月から一定の改

善をしているところでございまして、単に単価を

アップするだけでなくて、米沢委員も言われました

ように、やはりその仕事に対する張り合いを持って

やれるようにという部分も十分考えまして、準職員

という制度は、今はもうないのですけれども、臨時

職員ではあるけれども、一定の責任ある仕事をやっ

てもらうのだということから、臨時介護士主任とい

うことの肩書きをつけさせていただきまして、賃金

額に１０％アップというような形で、本年４月から

お二人の方を配置したところであります。 

 そのような改善、なかなか１００％という形には

ならないのですけれども、そのようなことを今後も
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引き続きまた考慮して、張り合いを持って仕事ので

きるような職場にしていきたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それが恐らく精いっぱい、

目いっぱいの話だと思うのですね。やはり根本的な

面で言えば、幾ら主任の肩書きついたって、根本的

な面でのやっぱり直ってないわけですね。やはり部

分的に傷ついたときに、ばんそうこうを張る程度な

ものかなと。全く改善されないよりはいいのです

が、やっぱりそういうものも含めて見直しが必要だ

というふうに思いますが、町長この点はどのように

お考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからもお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 今職場実態をお互い、行政当局のほうから申し上

げましたが、いずれにしましてもいろいろな課題が

山積してございます。いずれにしましても、賃金を

上げれば人材を確保できるのかどうか、この辺は非

常に労働関係に関する課題、内在しているもの、そ

れから地域課題、これは全国的にもなかなか人材確

保は非常に難しいという面もありますので、総合的

にいろいろな角度から検討を加えなければならない

と思います。 

 今申し上げられましたように、この間いろいろな

形で、そういう賃金にかかわるような条件も改善を

してきたつもりでございますが、いずれにしまして

も施設のスタッフを確保するのには、特に介護職等

については、採用困難な職種であるなという認識を

深く持ってございますので、いろいろと提案をいた

だいたような要素もございますので、そういうこと

も含めて、いろいろな検討を引き続きしてまいる、

そういうことが私どもの課題となってございますの

で、十分に参考とさせていただきたいというふうに

考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、先ほど１番

佐川議員からの動議がありまして、小野委員が賛成

者となりまして、国民健康保険特別会計の質疑をし

たいという趣旨でありました。これに対して、委員

長の一任で、これが恒常化になっては困りますの

で、委員の皆様に申し上げますが、質疑漏れのない

ように、皆様方も私も住民の代表としてここへ出て

いますので、しっかり質疑のほど、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、議事を戻して、国民健康保険特別会計

の質疑をしたいと思いますので、御協力よろしくお

願いします。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 国民健康保険のところで質

問させていただきたいと思います。 

 資料の２２にもありますけれども、ページ数は２

７７です。特定健康診査関係で、上富良野町は特定

健診の健診率がすごく高いということで、他町村か

らもいろいろな方が視察に来ている状態です。その

伸びをとめることなく健診をしていただくための行

政側としての施策というか、そういうことをまずお

聞きしたいのと、高額療養費というのがふえてきて

いる現状があると思います。前年比と比べると１

４.９％というふうに書いてありますが、これ腎機

能障害の人数もちょっとふえておりますが、この辺

とあわせて伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １番佐川委

員の御質問にお答えいたします。 

 特定健診につきましては、閉めになる月が１１月

１日ということですので、まだ数字が若干動いてい

る状況ですけれども、平成２０年が７０.４％、２

１年が７１％、２２年が７３.２％ということで、

徐々にですが受診率は伸びてきている状況にありま

す。 

 それで、健診を受けていられない方がどのような

状況にあるかというのを、今内容を見ておりまし

て、受けていない方の中で、まず出稼ぎとか長期の

不在の方というのが２０名ほどいらっしゃいます。

あと精神面の基礎疾患ですとか、寝たきりであると

かということで、もう健診自体がなかなか、治療の

ほうの範疇に入っている方もいらっしゃいます。そ

れ以外に職場健診で健診を受けている方、それから

ほかの健診機関で健診を受けている方という方もい

らっしゃいます。入通院の方が２２０名ほどいらっ

しゃいまして、その中で生活習慣病の治療をしてい

る方と、それ以外の治療をしている方というふうに

分けまして、生活習慣病の治療をしている方につき

ましては、さらに受診勧奨を行っている状況です。 

 あと完全に、それ以外に未受診になっている方に

つきましては、さまざまな理由です。例えば余り外

出自体も、家に閉じこもっているために外出自体を

するのが大変というような方もいますので、やはり

その部分の２００名ぐらいに関しましては、本当に

福祉的なサービスだとか、さまざまなサービスを組

み合わせないと健診の受診までにはたどり着かない
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方だろうというふうに考えて、それぞれのお一人お

一人受けていない方の状況に合わせた情報提供な

り、支援を行っていくという形で、本当にこれから

はちょっとした、本当に数名ずつの伸びに努力をし

ていく段階に入っているかと考えております。 

 あと、高額療養費につきましては、町におきまし

ても、病院の支払い自体が包括してそれぞれの単価

で報告するのでなく、病院総体で報告するような報

告形式が変わったこともありまして、高額療養費自

体の数が伸びています。その中で、内容を見ます

と、やはり悪性新生物、それから脳血管疾患、それ

から心疾患、それから委員おっしゃった腎疾患、そ

れから筋骨格系疾患というところで高額の療養につ

ながっている実態にあります。 

 それで１個１個ずつ、どの疾患がどの費用につな

がっているのかというのを見まして、例えば筋骨格

系疾患ですと、もう７割以上が肥満の方が骨を、体

重が重いことがひざや関節に負担をかけるために、

痛む期間を短くしているという実態がありますの

で、そこに関しましては、出前講座とかで筋骨格系

疾患の予防の段階はいつなのかというような学習を

進めている状況にあります。 

 あと悪性新生物につきましては、やはりがん検診

の推進等により進めている状況にあります。 

 脳血管疾患と心疾患につきましては、特定健診を

受けていただいて、しっかり受けた方についての保

健指導をきっちりやっていくという形で予防を図る

というふうに考えております。 

 あと腎疾患につきましては、今腎の専門医、道北

地域の専門医が３名、腎臓内科の専門医の先生たち

とも共同学習をするような形で進めることで計画し

ております。 

 健診の受診率を伸ばしていく方策につきまして

は、ただいまお話ししたようなことを一つ一つ実態

を分析しながら、そこの部分について対策を打つと

いうような形で進めていきたいということで、一つ

のパターンと言うよりは、課題を見つけて、そこの

方たちに対して学習を提供して、必要な健診を受け

ていただくというような形と考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 本当に北海道でも一番で、

全国的にも本当に何番という上位で今まで特定健診

率をアップをさせてきていただいておりますので、

ぜひこれからもアップにつなげるような努力を、私

たち町民一人一人がかかわりながら、また、一生懸

命やっていくことで、セミナーだとかも、また近く

に開かれるという情報もありますので、参加してい

きたいなというふうに思っております。 

 次、国保の収納状況についてちょっと質問させて

いただきます。 

 コンビニ収納だとか、いろいろな手段を講じて収

納率アップにつなげてきている状況はわかります。

本当に前年度と比べましても、不納欠損額が２７.

８％減というふうになっていますし、コンビニ収納

は、管理職によるプロジェクトチームというのでい

ろいろなことを考えられて収納アップにつなげてい

るというふうに伺っておりますけれども、また、高

齢化で経済の悪化もある中、国保税を納める人たち

の高齢化ということもありまして、いろいろな収納

の苦労というのもあると思うのですけれども、今後

は、その目指すやり方というのですか、収納、それ

はどういうことを考えているのか、そこをちょっと

伺いたいなというふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １番佐川委員の国

保税の収納にかかわる新たな展開ということの御質

問ではないかと思いますが、収納業務につきまして

はやはり、国保で言えば９７％の方々がそれぞれ収

納されているわけで、残り本当に２％、３％の方が

納めていただいてないということで、やっぱり多く

の方々が納めているということで、やっぱり税の公

平からも滞納している方には、こちらのほうで日々

努力しながら収納の向上に努めているところであり

まして、今やっている業務を日々怠ることなく続け

ていくことが、やはり一番大事だなと考えておりま

すし、ただきのうも徴税のところで申し上げたとお

り、当然こちらのほうの要求に対して応じない場合

は、滞納処分もやむを得ず実施しているところであ

りまして、その滞納処分につきましても、財産調査

とかいろいろと日々行っているところであります。

その部分を、やはり怠ることなく継続していくこと

が一番大事なのかなと。 

 また、新たな手法と言っても、他市町村でも行っ

ています滞納処分にあっては、インターネット公売

であるとか、自動車の道も行ってます、輪どめとか

いろいろなことも行っておりますが、そこに至る前

に、何とか皆さんが自主的に納めていただけるよう

に努力を続けてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。忘れな

いようによろしくお願いします。 

○１番（佐川典子君） 短期保険証の、１９年のと

きに短期保険証及び資格証明書の交付について、分

納相談を受けながら進めてほしいという意見書を出

した経過がありますけれども、２０年度の決算特別

委員会の意見書で出しているのですけれども、それ

についての動きは、やっぱり２２年度においても継
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続して、どのような動きでなされているのか、その

辺も伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １番佐川委員の短

期証にかかわる取り扱いについての御質問にお答え

いたします。 

 昨年度につきましては、短期証につきましては、

４３世帯に対しまして実施しているところでありま

して、その都度窓口で納税相談を実施いたしまし

て、分納であるとか、その分納制約を結ぶなどして

納税につなげているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、先ほど８番谷委員からの特定疾患の種

類の説明の補足をさせます。 

 介護保険班主査、答弁。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ８番の谷委員の

２号保険者の特定疾病についてお答えさせていただ

きます。 

 私のほうから先ほど１５種類と言いましたが、谷

委員の言われたとおり１６種類でした。訂正させて

いただきます。 

 それで、１６種類の疾病名ですけれども、一つ目

にがん末期の患者、二つ目に関節リウマチ、三つ目

に筋萎縮性側索硬化症、４番目に後縦靱帯骨化症、

五つ目に骨折を伴う骨粗しょう症、六つ目に初老期

における認知症、俗に言う若年性認知症と言われて

いる部分になろうかと思います。７番目に進行性核

状性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン

病、八つ目に脊髄小脳変性症、九つ目に脊柱管狭窄

症、１０番目に早老症、１１番目に多系統萎縮症、

１２番目に糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖

尿病性網膜症、１３番目に脳血管疾患、１４番目に

閉塞性動脈硬化症、１５番目に慢性閉塞性肺疾患、

１６番目に両側のひざ関節または股関節の著しい変

形を伴う変形性関節症という、この１６種類になっ

てございます。 

 後ほどコピーしてお渡しいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで国民

健康保険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者

医療特別会計、介護保険特別会計、ラベンダーハイ

ツ事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再会時間を１０時４５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き委員

会を開会いたします。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の３７１ページ

から３８６ページまでの質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 今回成果、２２年度の意見書等によりますと、簡

水における未収金者６名現在あるという形になって

おりますが、この６名の方は、今後不納欠損にもな

るおそれがあるということで、表記、監査委員さん

の意見も書かれておりますが、これは簡水というこ

とでどちら、江花だとかありますが、どちらの簡水

になっているのかお伺いいたします。 

 この人たちは、恐らく就労の状況だとか、全く実

態にもうそこに住んでないという状況なのか、不明

な状態にあるのか、その点もお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ４番米沢委員の

簡易水道の未収金の関係の御質問でございますが、

今現在６名ということでございますが、地区的に言

いますと、里仁地区の簡易水道ということでござい

ます。今現在の状況は、もう居所不明という状態に

なってございまして、何年かたちまして不納欠損と

いうようなことで考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、実態等につ

いては、いつごろから居所不明という形になったの

か、今後、一時は旅費等も使って、転居したところ

がわかれば、転居したところに行って督促だとかと

いう形の中で、過去にした事例もありますが、そこ

まで行くかどうかは別としても、いつごろからそう

いった居所不明になったというふうに押さえられて

いるのか。また、追跡調査という点では、されてい

るのかどうなのか、この点についてお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 追跡調査の関係

でありますけれども、住民票をお持ちである方であ

りましたら転居先がわかりますので、そこに郵便物

を送るというようなこともございますけれども、中

には住民票を持たないで水道の手続だけという方も

おりまして、ある日突然いなくなってしまうような

状況もございまして、税務のほうとかいろいろ調査

とかも情報交換もするところでございますけれど

も、いきなり居所不明となってしまうような状況も

何件か実はある状況でございます。いろいろと調べ
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るにも限界があるところでございまして、できる範

囲の中で進めている状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、この６名の

方については、住所を持たない人と、持ってどちら

かに行った人というふうに分けた場合、そこはどう

いうふうになるのかということと、きっちりとした

やっぱり対策というのは今後、とられていると思い

ますが、今後も引き続きそういった意味で、やはり

大切な町民のお金を使いますから、収入の穴があく

ということになりますので、その点対策とられるよ

うにお願いしたいのと、もう一度確認しておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ほとんどが住民

票を持たないというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 本当に監査委員の意見のよ

うに、本当に不納欠損にもうなっているというよう

な状況にあるというような状況でしょうかね。 

 それで、もう一つお伺いしたいのは、仮にこうい

う人たちが給水停止という形で、納める意思があっ

てもなかなか納めれない。そういう人たちが給水停

止で、給水停止したからすぐ亡くなるということに

はならないかと思いますが、これが原因ということ

で亡くなるというのは、死亡するだとかというの

は、原因はこれだけではなと思うのですが、仮に給

水によって、それが原因と見られて死亡しただと

か、そういう場合は、どちらが責任者として責任を

負うという形になるのか、この点給水停止に至ると

いうところは、悪質と同時に、そこら辺の生存権の

問題にもかかわることなので、そこら辺ちょっと参

考までお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 水道料金の関係

で、最終的には水を給水停止するというやむを得な

い状況もございまして、何件か実施をしているとこ

ろでございますけれども、水道をとめる、ライフラ

インでございますので、命にかかわる状況も常に心

配をしながら仕事は進めている状況でございます。 

 平成１２年ごろにこの給水停止が原因となって痛

ましい事故が、福岡とかいろいろな日本各地で発生

しました状況もございまして、厚生省のほうでは、

水道を休止するに当たっては、福祉関係との連携を

きっちりと事前に行いながら進めなさいという指導

が出ておりまして、これに基づいて実施していると

ころでございます。 

 水をとめる場合におきまして、必要な連携がある

と思った場合には、福祉の担当部局と連携をとりな

がら進めている状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで簡易

水道事業特別会計の質疑を終了します。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３８７ペー

ジから４０６ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３９１ページ、不納欠損処

理のところでございますけれども、２名の方は生活

困窮者だということで、あと１１名の方が行方不明

と言うか、そういう状況にあるということなのです

けれども、この行方不明になられた方、これは何年

も滞納してらして、いよいよというときに居所がわ

からないという状況でないのか、どのような努力さ

れたのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 平成２２年度の

決算で不納欠損関係が全部で１３名ございまして、

そのうちの居所不明が１１名、生活困窮が２名とい

う実態でございました。居所不明の１１名につきま

しては、未納金を持って転居なさって、その後行方

不明になったという状況でございます。 

 水道のほうと下水道のほうで、ちょっと時効の年

数の取り扱いが実はちょっと違っておりますので、

水道のほうではもうちょっと前に不納の欠損の手続

をしているところなのですけれども、下水のほうは

ちょっと年数を後にしまして、欠損の手続をしてい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そこに至るまでに、いつも

何か居どころわからないとか、行方不明になってし

まったので、何か手が施さないということなのです

けれども、何年ぐらいそういう状況、ある程度年数

たっていたのでないかと思うのですけれども、すぐ

それされましたか、状況、収納の。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） お客様が引っ越

し、転居、転出なさる場合、最後の精算分というこ

とで、最後の１回分とかは大体残るのですね。口座
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振替のお客様につきましては、転居先でも口座振替

の口座だけちょっと残していただいておりまして、

翌月に口座振替の処理をさせていただきます。 

 また、口座振替のお客様でない場合は、今コンビ

ニ収納ができますので、例えば旭川に転出なさった

お客様でも、納付書をお送りすると、旭川のほうで

も納めてくださるのですけれども、そういったこと

で、今転出後も日本全国どこからでも納めていただ

く状況ができておりますので、本当は少ないはずな

のですけれども、なかなかお支払いいただけない場

合がございます。あるいは住民票をお持ちのお客様

は、転居先でも新しい住所がわかりますので、そこ

に納付書をお送りするのですけれども、そこから次

の引っ越しをなさいますと、もうちょっと、最近は

個人情報保護の関係で、どこも教えてくれないよう

な状況、相手先に役所さんに問い合わせても教えて

くれない状況がありまして、郵便は多分着いている

と思うのです。郵便局さんは転居転居で、例えば旭

川市のどこ町に住んでも、そこから引っ越しなさっ

ても郵便物は着いているのですけれども、我が方と

しましては、どこにお住まいになっているのかが

ちょっとわからない状況、あるいは電話をかけて

も、もうつながらない場合が多くなってございます

ので、結果的には居所不明になってしまうという状

況にあります。 

 また、住民票をお持ちでないお客様につきまして

は、転居先に郵便物をお送りして、かなりの間は郵

便物がちゃんと届いているのですけれども、未収金

がないので、何回かお送りしている間に幾つか郵便

物が戻ってきてしまうというような状況にありし

て、結果的に居所不明ということになっている実態

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 納付書を受け取っているわ

けですから、だからその届きましたかとか、何日後

にはお支払いくださいとか、そういうあれはしてい

るのですか。ただ送りっ放しではないでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 郵便はお送りし

まして、電話もかけたりするのですけれども、なか

なか電話は通じない場合のほうが、実際的には多い

状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員よろしい

ですか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 漏水についてちょっと質問

したいと思いますけれども、担当者御承知のよう

に、１８日の早朝、東中の６線の１８号の町道の交

差点の真ん中あたりから水が吹き上げまして、朝早

くから通行人とか、私の近くでしたものでしたか

ら、通行車両の方から連絡がありまして、あそこ噴

水のように吹き上がってますよということでござい

ましたけれども、連絡網、この連絡がどこにするの

か。まず私は役場にしたら警備員が出て、そういう

こと余り詳しい警備員でなくて、漏水の話を受けと

めていただけなかったというようなことで時間待ち

をして、７時過ぎて皆さんが出勤前の時間になるま

で待って連絡を私もしたのですけれども、その前に

もどこかから行っていたかもしれないけれども、そ

の緊急のシステム、情報システム、どこに連絡した

らいいかという、防災の関係ではよくあるわけです

けれども、水道水がそういう故障を起こしたときの

連絡体制というのは、余り周知されていないという

ようなことでございまして、そこらあたりについて

ちょっと伺いたいと思います。 

 これは水道会計報告書の前段に、漏水対策で維持

管理万全を期し、安全で安心、良質な水道水の安定

供給に努めているというような、この文章からし

て、質問しているわけでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 岩崎委員、何ページで

すか、調書の。 

○９番（岩崎治男君） ２２年度の水道会計決算報

告書の７ページです。 

 水道の関連で、これは今関係する話でございまし

て。 

○委員長（長谷川徳行君） 公共下水道のことで、

企業会計の水道のほうでお願いします。後ほど。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで公共

下水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 続いて、平成２２年度

上富良野町企業会計決算認定についての質疑に入り

ます。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４ページ、修理費です

が、５６９万３,２２８円。これ漏水処理、それか

ら消火栓処理、仕切り弁処理、これをやられている

のですが、それぞれ何件ぐらい修理されたのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 ○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答
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弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 平成２２年度の

上水道の修繕費でございますけれども、水漏れ、漏

水に関係する案件が２３件、あと消火栓の修繕が６

件、あと仕切り弁の修繕が２件、その他ございまし

て、前年対比で修繕費がかさんだという状況でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ではその修理に当たりまし

ては、業者は１カ所でなくて何カ所かになっており

ますか。修理業者。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 修理の業者につ

きましては、町の指定業者の志賀さん、有我さん、

西塚さん、玉島さん、対馬さんそれぞれ、緊急時は

業者さんの日程も聞きながら、緊急漏水があるのだ

けれども、仕事してもらえるかというようなこと

で、業者さんの都合もお聞きしながら、また、日程

が期間がある場合には、見積書をもらいながら修繕

を進めている状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 全般的なことなのですが、

お伺いいたしますが、今給水トン数、基本トン数が

８トンかというふうに思いますが、若い世帯と老人

世帯等においては給水量も、当然使用する量が違う

というふうに思いますが、現状では、おわかりであ

れば、どういう現状になっているのか、もしも調べ

てなければ、今後調べていただいて、それに何らか

の形で、どういう現状にあるのかお知らせしていた

だければというふうに思いますが、答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） １カ月の使用水

量が８トンということになってございます。委員

おっしゃるとおり、高齢者のひとり住まいでありま

すとか、あと若年層の単独世帯には、１カ月８立方

使う家は、余りないのかなという実態もあろうかと

思いますけれども、ちょっと今細かな計算は、

ちょっと実はしていないところでございまして、町

全体の給水人口も減っておりますし、給水量も減っ

ている状況がございます中で、この８立方を今後ど

うしていくかというのは、ちょっと今の段階では考

えてはいない状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後そういう実態調べてい

ただいて、その対応というのも一つあるのかなとい

うふうに考えておりますので、ぜひ調べていただき

たいと思います。 

 この間、施設も維持管理もされておりますが、不

足分については、留保資金において補てんしながら

やっているという状況にあります。今担当の方も

おっしゃったように、将来的には給水人口も、戸数

も減るのではないかというような状況にあります

が、今後５年間、１０年間でもよろしいですが、給

水戸数というのは、どういうような変化をたどると

いうふうに見られているのか、わかればお伺いして

おきたと思います。 

 当然給水戸数等も減れば、その分収入も減るわけ

ですから、そういうことも含めて、将来の料金体系

のあり方というのも変わる時点があるのかなという

ふうに思いますので、お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 人口は、皆さん御存じのとおり微減の傾向がずっ

と続いておりまして、第５次の総合計画におきまし

ても、将来人口を現時点の傾向として見込んでおり

ます。同時に市街地部分、水道事業部分も減ります

し、特に、郊外部分の簡易水道部分については、恐

らく大分減るだろうという傾向が見えております。

当然に水道事業全般にわたりましては、料金体系の

もとで収入と支出を均衡させるということが原則で

ございますけれども、人口の減る部分をすぐ料金に

転嫁するということについては、なかなか難しい部

分がありますので、今後の傾向を見極めながら、ま

た、水道事業の規模などの見直しなども検討しなけ

ればならないと考えております。御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番岩崎委員よろしいですか。質問よろしいです

か、岩崎委員。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 先ほど内容については申し

上げたとおりでございまして、それがどのような緊

急の通報の体系をとっているのかということについ

てお答えをいただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 先ほどの岩崎委

員の話でございますけれども、地域の方が、役場の

当直への通報は、その前の日の夕方に実はあったの

です。役場の当直から役場の担当中島職員に携帯に

すぐ連絡入りまして、中島も現場に駆けつけたので
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すけれども、ちょっとそのときは真っ暗で状況が見

えなかったということで、水漏れの量もかなりござ

いましたので、あとは東中の地域と上水道のつなぎ

を調整をいたしまして、お客様に迷惑がかからない

ような状況にいたしまして、翌朝確認をするという

ことで段取りを進めていた状況でございまして、当

直の関係では、多分住民の方から役場に電話いただ

いたときには、第一報が来たときには、当直はすぐ

担当もしくは私のほうに、すぐ携帯のほうに連絡が

来るよにうなっておりますので、もう状況が既にわ

かっている段階で、また違うお客様から同じ案件が

来たときには、ちょっとそれがもうわかっているよ

という応対になったのか、全く知らない応対になっ

たのかは、ちょっと確認はとれていない状況でござ

いますけれども、水道部局としての緊急体制につき

ましては、もし浄水場等で事故がございましたら、

緊急メールが担当職員の携帯電話のほうにも入って

きますし、その場合は特定の、水漏れでございまし

たら、水漏れの場所がどこかわからないけれども、

急に水の量がふえたという情報は入ってきます。あ

とは場所はどこなんだという特定をするときには、

ちょっと私どももパトロールとかいたしますけれど

も、住民の皆さんの情報が何より大切でございます

ので、普通の平日でありましたら水道のほうに情報

をいただけますし、休みのときには警備を通じて担

当のほうに情報が入るようになっているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 早くからそっちのほうで処

置されていたというようなことで、私出勤する８時

半ごろには、もう業者が来て、そこの修復作業を

やっていたということで、これらについてはいいの

ですけれども、やはり地元ととしたら、あんな大き

な水道管が、きっと大きいと思うのですよね、水の

量から言って。その交差点の真ん中なものだから、

町道の四つに分かれて道路が走っているわけですけ

れども、その道路は水浸しになって、地先の人たち

にしたら、これがどういう事故かわからないから、

水が噴き出しているということは目で見てわかるの

だけれども、驚いているというようなことで、でき

れば、防災無線と言ったら大げさですけれども、地

元の人に、これは危険なことのないように、今修復

作業をやりますからというようなことでお知らせす

る方法があれば、一番よかったのでなかったかなと

思う。 

 私も町の一端を担っているものですから、通報を

何件もいただいたことは本当にありがたいことなの

だけれども、それをどういうふうに処置をしたらい

いかということは、やはり町の担当者のほうから、

何らかの方法で近隣の人たちにぐらいはやっぱり教

えておかないと、道路を走ってきた人は、やっぱり

近くの家に飛び込んで、驚いて、ああいう状態とい

うのは余り見たことのない状態で、私も初めて水道

管が破れているということを見たので、その後５線

のほうの道路までも波及して、それは応急処置をき

ちっととっていただいたことは感謝しております。 

 そういったことで、そういう事故後の情報システ

ム、それから事故が起きたときの情報をどこに知ら

せたらいいのかという、その通報の徹底、そこのと

ころをきちっとしていただきたいということで発言

しております。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 安全対策という

か、情報の周知ということでございますけれども、

この間の６線１８号のケースは、本当に表面に水が

たくさん噴き出しておりまして、余りケース的には

少ない状況かなというふうに思っているところでご

ざいますけれども、地域の住民の方々への周知とか

を今後考えまして、情報伝達といったようなことも

進めてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今、主幹のほうから言われ

たようなことで、今後そういう事態が起きたときに

は、きちっとした体制で、地元の住民が安心できる

ような、そういう体制づくりをお願いして終わりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです

か。お願いですけれども。 

（「わかりました」の声あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで水道

事業会計の質疑を終了いたします。 

 次に、病院事業会計全般の質疑を行います。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ９ページにかかわるところ

になるのかなと思いますけれども、いわゆる職員の

確保に携わることでございます。 

 平成２２年、２３年の間に退職が１人ありまし

て、また新たに医師、看護師が１名ずつ補充されて

おります。この間、非常に全国、全道の公立病院、

医師不足が懸念されているところでございますが、

我が町立病院におかれては、しっかりと医師確保が
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されているというふうに非常に認めるところでござ

います。どのような方策を、この間とられてきたか

を御説明していただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、医師不足の対応ということであります。既に御

存じのとおり、昨年１２月上旬に藤谷先生が退職さ

れてというようなことを迎えたわけですけれども、

私ども特にその内科の部分でしたので、旭川医科大

学の第三内科と密接に連携をとりまして、町長も含

めて派遣要請等にも努めたわけですけれども、そう

いった中で何とか十分検討いただいた中で、１２

月、藤谷先生が退職されるときには、直接的なすぐ

入れかわりということはございませんでしたけれど

も、その間第三内科のほうでは、その間をつなぐ先

生をきちっと配置をしていただきました。 

 また、１月以降、中途半端な時期でしたので、そ

の間にありましては、同門の方の御支援もいただく

中で、何とか２２年度をクリアする中で、４月１日

に向けての正規の配置ということでお願いをして、

今お話ししたような流れの中で、ことし２３年度の

４月を迎えたというようなことであります。 

 この間、非常に何度も大学、第三内科の教授はも

とより、特に医局長がかなめになるわけですけれど

も、そこら辺の状況を十分訴え、また、それに御理

解をいただいて何とか御支援をいただいた、常勤と

して配置をいただいたと。 

 あわせまして、常勤だけでも緊急、要するに当直

ですとか、土日・祝日の関係の対応というのはかな

いませんので、非常勤の出張医師につきましても同

様に、第三内科が特に前面に出るわけですが、あと

第一外科、さらには診療の部分として、放射線科の

ＣＴの読影というようなことで、引き続き支援をい

ただいたと、そういうような経過でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まことに御尽力に敬意を表

するところでございます。 

 特段、何か我が町の町立病院がこれという目玉と

言うか、特に常勤の医師もさることながら、間をサ

ポートしていただける非常勤のドクターについて、

第一外科さんなりの医局を含めて、皆さんから快く

医師を御提供いただける得策な方法などというのは

あったかないか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの金子

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 現実的には、非常に医師不足、特に大学のほう

の、既に報道等でも御案内かと思いますけれども、

医局に所属する先生が非常に減少傾向にある中で、

非常にそういう面で、ことし２３年度についても、

昨年と同じベースの支援体制、ボリューム的に、そ

ういうようなことがかなったという部分は、やはり

日ごろの連携をいかに密にするかというところの中

で、上富良野町立病院が特に救急の部分でも役割を

担っているというような評価をいただいた結果で、

そういうような出張医師の派遣に結果としてつなが

るというようなことが非常に大きいのかなというふ

うに理解しておりますので、今非常に、３名体制の

常勤医師の中で救急、従来と同じ業務を継続してい

るわけですけれども、それをしっかり病院としてそ

の役割を担っていくことで、また信頼なり、あるい

はそういう必要性を引き続き認めていただく中で病

院運営をしていくことが大変重要だなというふうに

感じております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当にドクターの確保をま

た行いながら、収益のほうもしっかりと上げている

というところで、引き続き関係機関と調整を図って

いきながら、町民の健康と生命を守っていただきた

いと思います。 

 続きまして、別な質問に入らせていただきます。 

 決算の監査意見書の３ページを拝見させていただ

きまして、この近年、特に上富良野町立病院におき

まして、内科、外科以外の部分で、泌尿器科、循環

器、眼科のほう等といろいろな町民の多種多様な

ニーズにこたえるべく、派遣のドクターをお招きし

ながら受けていると思います。この部分に関してな

のですけれども、今後の見通しについてお聞かせく

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員の

病院の要するに運営状況の関係かと思いますが、基

本的には今私どもが、町立病院が担っている診療科

目プラス病病連携の中での協会病院とのつながりと

いうのは、非常に住民の要するにニーズに合った対

応かなということで、これらについては、今特に協

会病院さんのほうから何かの申し出ということは一

切ございませんで、引き続き町民に非常に密接に、

泌尿器科ですとか循環器、眼科が非常に、最近です

と大体泌尿器科では１回当たり６０名程度、さらに

は循環器は２０名程度、あと眼科におきましては３

０名程度の患者さんが受診をしているというような

実態を見ますと、引き続きそういう診療の幅を持た
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せた中で運営をしていくというのが重要かなという

ふうに考えておりますので、現状維持ということ

は、ある意味大変難しいのかもしれませんけれど

も、それをベースに病院の運営に当たっていくとい

うような考え方で運営していきたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 慢性期等々の患者さんに対

しては、協会病院との病病連携を進めていき、ま

た、救急を含めた急性期につきましては、旭川医大

などと連携を深めていきながら、なお一層町民の健

康と生命を守るべく、病院として御尽力賜りたいと

思います。 

 最後になりますけれども、資産の部分に関すると

ころでございます。ちょっと私の記憶に間違いがな

ければ、平成１６年ぐらいだったかにヘリカルＣＴ

スキャンを入れた経緯がありまして、こちらの１０

ページにもいろいろ資産の獲得の状況、概況が出て

おります。 

 今後において、今申しましたさまざまな町民の健

康ニーズ、また、病院の対応等々も含めて、今ある

機材の保守状況及び今後もし近々で何か大きな資産

等々、医療機器を買い求めるようなことがあるかな

いか、ちょっとお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 医療機器関係の特に整備の関係ということだと思

いますが、本年に至りましては、既に予算議決いた

だいております医事システムという部分の更新を図

るというようなことで、それと関連しまして、次年

度につきましては、ＣＴの入れかえを予定しており

ます。平成１４年に購入しておりますので、それを

更新、来年度予定をしております。 

 また、それ以降の翌年につきましては、ことし２

３年度で導入する医事システムの関係とあわせまし

て、オーダリングシステムと言いますか、そういう

ような部分を更新することで、医療機器の関係につ

いては整備をしたいということで、今現在、ことし

の実施計画書の中には、そのような内容で、大きな

ものについては計画として上げているところであり

ます。 

 あと、あわせまして調整交付金の活用というよう

な中で、通常の医療機器につきましては、これは今

現在ですけれども、おおむね１,０００万の範囲の

中で計画的な更新を進めるというような考え方で今

進んでいるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 関連になりますけれども、

私も職員確保については、大変頑張っていられる

と、評価したいと考えております。 

 それで、奨学資金を出しまして勤めていただいて

ました方、おやめになって１９６万返還になりまし

たけれども、今後について、この奨学金を出して採

用していく、看護師さんを求めていくのかどうか、

その点ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ３番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 おっしゃいますとおり、２２年度におきまして、

志を持って私どもの奨学資金を活用していただいて

いた方が、また一つ将来の方向を見据えたというよ

うな中で、結果として返還手続をとった経過は、ま

さにそのとおりでありました。 

 それで、これらの基本的に看護師等の確保を含め

て、この奨学資金については、金額も増額した中で

人材確保の一端を担う一つの大きな呼び水として位

置づけておりますので、今現在も５年生の部分で、

稚内のほうで勉学されている方が今１名おりまし

て、その方が２４年度をもって卒業されますので、

実質２５年の４月からの採用を予定しておりますの

で、そういう中で、この奨学資金が生かされて、人

材確保につながることを引き続き望みながら、ま

た、これらの手法を一つの確保の一方策として、引

き続き継続していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 引き続きその方向で進んで

行かれるということで、その点わかりましたが、こ

の今３１名看護師さんいらっしゃいますが、この中

で准看護師の方が１２名配置になっているのです

ね。それで、何年か前に質問いたしましたときに

は、将来的には正看の方、看護師さんをふやしてい

きたいと、こういうようなお話しでございました

が、この状況は、１９名は正看護師さんで１２名が

准看護師さん、こういう状況でどうなのでしょう

か、いかがなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ３番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 看護師の、要するに資格のある意味配置と言いま

すか、採用の関係だと思いますが、今基本的には、
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今おられます正看さん、准看さんともに、それぞれ

の持ち場できちっと役割を果たしていただいており

ますが、これからにつきましては、新しく採用する

部分に至りましては、必ずしも特定したわけではご

ざいませんけれども、やはりそういう有資格の中で

も正看さんの養成というのが特に、今枠なんかも、

いろいろな専門学校でも枠も広げた中で進んでいる

状況にございますので、必然的にそちらの方向で採

用が進むのかなというふうな感覚は思っております

ので、いずれにせよ５０名の定員枠の中で、どうい

う配置にしていくかという部分は、これからの退職

の動向も見極めながら、採用について都度判断をし

ていきたいというふうに考えておりますので、御理

解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、准看護師さんで

あっても採用していくということでしょうか、今後

について。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） ３番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 今現在病院の経営状況、病院の収入の面におきま

しても、医療技術を上げるというところにおきまし

て、正看率というのが常に問われてきています。す

なわち、一般病棟であれば、７０％以上の正看がい

なければ、ある一定の診療報酬を得られないという

ルールがございまして、そういう意味におきまして

も、今後の病院側のサイドとしては、正看の看護師

を採用していきたいと。 

 直近、ここ数年間、准看さんでの新規採用という

のは、今は見送っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この意見書の中で、未収金

等について、不納欠損等についてもお伺いいたしま

すが、不納欠損は１３件で４万５,７４０円という

形で、未収金等については、過年度から含めて４０

０万を超えるという状況になっておりますが、この

不納欠損に至ったそれぞれの経緯、経過、状態等、

生活の実態ですか、どういう理由でなったのかとい

うことについて、まずお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回４万５,７４０円の不納欠損を提出させてい

ただきましたけれども、内容につきましては、１８

年度が２万６,９４０円、１９年度が１万８,８００

円でございます。 

 １８年度におきましては、転居先不明が３名、生

活保護１名、重複未納者２名、死亡１名ということ

でございます。 

 １９年度におきましては転居先４名、重複未納者

２名、合計６名ということで、１３名の内容でござ

います。 

 以上です。  

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） こういう場合は、当然追跡

調査もされながら、転居先だとか、不明であっても

きちっと対応しているかというふうに思いますが、

その点はどういうふうな手順を踏まえて最終的な処

分に至ったのか、もう一度転居したところについて

の徴収に行ったかどうかということも含めて。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） この転居先不

明という場合におきまして、患者さんそのものが町

内にいるということでは、病院の場合限らない中で

追跡していくわけでございますけれども、手紙が届

く、手紙を出して届かない、その場合、現場にも

行ったりしましての対応をしていますが、病院の場

合その調査権というのが、税金と違いましてないも

のですから、大変厳しい状況の中での徴収と言いま

しょうか、調査しかないということを御理解願えれ

ばというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう状況にあっても、

引き続き悪質者については、きちっと対応するとい

うのは原則でありますが、その点はきちっと対応し

ていただきたいと思います。 

 それと、この未収金等については、今後不納欠損

に陥るというような状況も恐らくあるのではないか

なというふうに思うのですが、この状況等について

は、実態等についてはどういうふうに押さえている

のかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） 不納欠損の今

後の発生と言いましょうか、ないのが一番いいので

ございますけれども、今現在多様な、病院におきま

しては支払いの方法をしております。 

 まず１点につきましては、病院の窓口で夜間９時

までの現金での収受をしております。また、口座振
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替も当然やっておりますし、それからクレジット

カード、大変多額になります。入院等をいたします

と。それから、一般の検査でも、大腸検査等やりま

すと１万５,０００円ぐらいの持ち出しとかござい

ます。そういう中でのクレジット等での多様な支払

いの中で欠損を抑えると言いましょうか、防ぐとい

うことでの手はずをしておりますし、また、明らか

に二月ぐらい入院費が滞った場合には、家族との面

談をしながら、また、保証人の再度確保等をしなが

ら、不納金、未収金の発生を未然に防いでいるよう

に努力しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あと詳しいことは聞きませ

んが、良心的に当然行政のほうも取り組まれている

と思いますが、その上で、なおかつ生活が困窮して

いるという状況であれば、また別な対応でその収納

の状況も変わってくるのだと思いますが、そういっ

た対応も当然福祉のほうに回すだとかというのもあ

るのかというふうに思いますが、そういう対応もさ

れているということですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） ４番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 内容的には本当に人命にかかわることでございま

すので、明らかに福祉等と相談いたしまして、大変

収入と言いましょうか、支払いが無理だという場合

には、生活保護等の手続等の指導で福祉のほうにお

願いを申し上げたり、各部局と、その家族の実態を

把握しながら徴収に努めて、今現在もいるところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひそういった部分では、

大切な収入源になるわけで、不納欠損になるという

ことになれば、またその分町の財政やら、その持ち

出しも多少なりとふえると思いますので、改善をぜ

ひ図っていただきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆるこの老健という

のは、一定のやはり医療の病床等の改変があって、

収益を確保するという点では、一定の安定的な収入

源になっているということは、この意見書等、ま

た、収益等によって見受けられます。 

 利用人数というのは、その利用相手方がいる話

で、当然変わってくる話だというふうに思います。 

 そこでお伺いしたいのは、その老健施設で働いて

いる方の身分、介護補助員という形でなっておりま

すが、一般病棟にも働く、介護老健にも勤めるとい

う形になっております。介護資格を持ちながらも、

介護補助員という身分になっているという形になっ

ております。本来であれば、きちっとした独立した

介護施設であれば介護士という名で、その人たちの

やはり仕事、あるいは生かした、持ってきた、養っ

てきた技術を生かすという点をやっぱり尊重されて

おりますが、上富良野の場合は、たまたまその同じ

院内で老健に転換した部分という形の中で、採用時

については、介護補助員という採用時になって、い

つ異動があるかわからないという形になっておりま

すが、そういう意味で本来の持っている役割だと

か、そういうものはいろいろ個人差もあるかもしれ

ませんが、やっぱり尊重された中での身分も処遇も

待遇もきちっと補償されなければならないと思いま

すが、この点は、採用時が補助ですからずっとなる

と思いますが、この点はどういうふうに見られてい

ますか。本来の介護士という形の中で、きちっとそ

ういう資格を持っていれば、身分としてきちっとさ

れなければならないと思いますが、お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思いますが、お

話しにありましたとおり、町立病院が医療機関から

併設型の老健を設置して、今のスタイルになったと

ころでありますが、その間、特に介護職員について

の身分の処遇改善についての御意見をいろいろとい

ただいている中で、私どもにつきましても、町のほ

うと連携調整しながら、いかにその資格も含めた中

での処遇改善に努めるかというようなことで取り組

んだ経過にありまして、過去におきましても２０年

９月ころ、あるいは２２年の４月にも改善を一定程

度図ったわけですけれども、それをより前に進めた

中で、本年４月からになりますけれども、介護福祉

士であれば、区分をまたそれで設けた中で、また、

ヘルパーさんであれば同じように区分を設けて、さ

らに従来の長くスパンでかかる、要するに昇級の

ペースを短縮するような形をとって、そういう中で

の要するに賃金水準についても、一定程度のスピー

ドで改善が図れるというような部分を講じて、町の

公共施設、特養も含めてですけれども、そういう中

での全体のバランスと処遇の改善を図ったというふ

うなことで取り組んでおります。 

 今後におきましても、そういう処遇改善について

は、都度都度検討課題になろうかと思いますので、

そういうような中で対応していきたいというふうに

考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 
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○４番（米沢義英君） いろいろ課題は一つ一つ見

たらあります。それぞれ努力もされている部分あり

ますので、しかしいずれにしてもそういう採用状況

のこともありまして、越えられない部分がやっぱり

あります。それにふさわしいようなやっぱり呼び方

というのは、絶対あってしかるべきであります。 

 今の段階見てますと、本当に小間使いのような部

分があるということも含めて、もっと改善すべき内

容があるというふうに思いますので、この点はぜひ

改善していただきたいと思います。 

 よくあるのは、これはなかなか医師の確保はでき

ない話で、小児科の診療科目も設けてほしいという

のが特にあります。上富良野は、特に自衛隊の転入

者も多いという状況の中で、なかなか一概にこれは

そう簡単に行くものではありません。しかし、少な

くともここに診療科目があれば常時、常勤体制とい

うことはなかなかできませんが、こういった点も必

要であれは対処する必要もあるのではないかなと思

いますが、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思いますが、特に小児科医

師の確保こというのも、地域事情として必須ではな

いかというようなお話しでありますが、いかんせん

ドクターの確保というのが当然大命題になりますの

で、そういったことがかなえば、地域の町立病院に

もそういう診療科というのは置くことは可能なのか

もしれませんが、現状の中では、実態を見ますと、

なかなかそういう確保に至らないと。むしろ今の診

療科目あるいは救急、さらには先ほどちょっとお話

ししました協会病院との病病連携、そういう部分を

いかに守りながら、次のステップに展開できるの

か、そういうようなことを模索しながら運営をして

いくというのが今の実態かなというふうに考えてお

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、病院事業会

計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計決算認定についての質疑を終了

します。 

 ここで説明員は退席願います。 

 なお、説明員は町長の所信表明から議場にお入り

ください。 

（説明員退席） 

○委員長（長谷川徳行君） これより、１時より分

科会ごとに審査意見書案の作成を行います。分科会

ごとに審査意見書案が作成されましたら、委員長ま

で提出願います。 

 会場等については、事務局長より説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○議会事務局長（野﨑孝信君） 分科会の会場は、

第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室と

します。分科会で審査意見書案の作成が終了しまし

たら、議長室で正副委員長と分科長により成案を作

成します。成案がまとまりましたら、議事堂で成案

の報告、審議を行います。 

 それでは、一たん会場に移動をお願いいたしまし

て、審査意見書案の作成は午後１時からお願いを申

し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしま

す。 

 再会は、午後１時からといたします。 

─────────────── 

午前１１時４６分 休憩 

午後 ３時２４分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 平成２２年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、町税等の収納について。 

 ①、税の収納状況については、引き続き訪問回数

をふやすとともに、窓口相談対応などを適切に行

い、収納率向上に努められたい。 

 ②、ふるさと納税については、さらなる情報発信

をして、納税者が魅力を感じられる対策を講じられ

たい。 

 歳出。 

 １、定住移住について。 

 定住移住については、十分成果が上がっていない

ので、ホームページやアンケート等を充実させるな

ど、具体的な取り組みを図られたい。 

 ２、防災対策について。 

 ①、大規模災害に備えて備蓄品の確保に努められ

たい。 

 ②、災害弱者名簿・マップの作成については、防

災・福祉担当と住民会が連携して、具体的な対策を

早急に図られたい。 
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 ３、民生児童委員について。 

 民生児童委員について、管内状況や活動実態に見

合った報酬と待遇改善を図られたい。 

 ４、一般廃棄物について。 

 一般廃棄物処理施設地区連絡協議会負担金につい

ては、見直しを図られたい。 

 ５、雇用対策について。 

 国の緊急雇用対策にとどまることなく、緊急雇用

創出事業で実施した事業を発展させて、通年雇用に

つながるよう、また、実施事業を継続展開するよう

努められたい。 

 ６、アグリパートナー事業について。 

 後継者の出会いの場促進については、成果が図ら

れるような事業を展開されたい。 

 ７、貸付金について。 

 しろがね土地改良区償還事業円滑化資金について

は、不納欠損とならないよう努められたい。 

 裏面でございます。 

 ８、商店街活性化について。 

 商店街空き店舗及び商店街現状調査の成果を踏ま

え、集客につながるよう空き店舗、空き地の有効活

用の施策を検討されたい。 

 ９、観光振興について。 

 富良野・美瑛広域観光推進協議会の活動とあわせ

て、町の特色を生かした観光の振興を図られたい。 

 １０、特別支援について。 

 不登校生徒や保護者の悩みに対応できる体制整備

を図られたい。 

 １１、文化財について。 

 郷土の文化財保護に努められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 １、特定健診について。 

 特定健診の受診率については、高い受診率である

が、未受診者の解消に努められたい。 

 介護保険特別会計。 

 介護施設について。 

 要介護者の増加に伴い、町の介護施設充実を図ら

れたい。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

決定いたしました。 

 以上で審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再会は３時４５分といたします。 

─────────────── 

午後 ３時２８分 休憩 

午後 ３時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 一言ごあいさつとお礼を申

し述べたいと思います。 

 ３日間にわたりまして、平成２２年度の決算につ

きまして御審査を賜りまして、皆さん方に大変熱心

な御審議を賜りました。まず、心からお礼を申し上

げたいと思います。 

 御案内のように、地方行政を取り巻く財政環境は

大変厳しい状況にありまして、一方ではさまざまな

行政サービスの課題が、要望が大変高まってきてい

る状況にあります。そういう中で財政運営を、行政

執行を図ってきたところでございますが、今回の決

算審査を受けまして、先ほど委員長さん、副委員長

さんから意見書を賜ったところでございます。これ

ら一つ一つの事柄につきまして、全く私も本当に課

題として認識していることばかりでございます。こ

れらの課題につきましては、十分中身の精査、ある

いは事業の改善、あるいは見直し、そういったこと

を間断なく進めまして、より一層住民の負託にこた

えれるような行政執行に努めなければならないとい

うふうに考えております。今回御意見を賜りました

ことを真摯に受けとめ、あすからの行政執行に早速

生かしてまいる所存でございます。 

 あわせて、職員の皆さんにもしっかりとそのこと

を伝え、皆さん方の御期待にこたえるような仕事を

していただくように、これもまた努めてまいりたい

というふうに考えております。 

 また、今回の２２年度の審査に当たりまして、審

査をいただきました監査委員の皆さん方にもお礼を

申し上げ、皆さん方のこの３日間の御労苦に改めて

感謝とお礼を申し上げまして、所信表明させていた

だきたいと思います。本当に皆さんありがとうござ

いました。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

したいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第６号平成２２年度上富良野町各会計歳入
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歳出決算認定の件及び議案第７号平成２２年度上富

良野町企業会計決算認定の件を採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第６号平成２２年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第

７号平成２２年度上富良野町企業会計決算認定の件

を起立により採決します。 

 最初に、議案第６号平成２２年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し原案のとお

り認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し原案のとおり認定する

ことに決しました。 

 次に、議案第７号平成２２年度上富良野町企業会

計決算認定の件は、意見を付し原案のとおり認定す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数によって、本

件は意見を付し原案のとおり認定することに認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査意見書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 終わりに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 本決算特別委員会が委員各位並びに理事者、そし

て説明員の皆様方の協力を得まして終了いたすこと

ができました。ありがとうございます。 

 本委員会は、議会の権能を十分に生かし、そして

住民の立場に立った審査、審議ができたと思ってお

ります。 

 理事者におかれましては、本委員会で出されまし

た質疑並びにこの審査意見書を次年度の予算編成に

向けて、最小の財源で最大の効果が出るように努め

られて努力していただきたいと思います。 

 多々、運営に不なれなところがありまして、皆さ

んに御迷惑かけましたが、皆様の温かい御支援をい

ただきまして無事終了できましたことに感謝を申し

上げまして、退任の言葉とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了しました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。まことに御苦労さまでした。 

 

午後 ３時４８分 閉会 
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